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第1編　序論

第1章　研究目的と背景

日本での非正規雇用労働者の問題は､ 1950年代に臨時的労働者の雇用不安と

賃金格差の問題として議論され始めたが､日本経済が高度成長期に入ると､労

働市場は労働力不足の状況になり､企業が労働者を臨時的な労働力形態として

採用することは困難になり､1970年代には正規雇用が90%を超えるなど臨時的

労働者の労働条件格差問題は自然に解消されるようになったl｡高度経済成長期

に入った頃には､学生アルバイトなど正規雇用(内部労働市場)に入る準備段階

にある者や家庭責任との両立を志向する主婦などが､自らの意思で非正規雇用

という雇用形態を選択したと考えられた｡実際､圧倒的に多数の短時間労働者

が正規雇用よりもパートタイム雇用を選好し､正規雇用に転換するよりも現在

の雇用形態に留まりたいとの希望者が多かった2｡この基本的要因は､多くの正

規雇用が安定した雇用･恵まれた経済的待遇と引き換えに､残業･休日労働･

転勤･出向などの高度の拘束関係を要求されることにあった｡すなわち､主婦

パートや学生アルバイトなどは､家事･育児･学業を重視し､それと無理なく

両立する限りで補助的な収入を求めて､非正規雇用を選択したのである｡しか

し､ここでも､主として主婦パートを中心として､狭い地域労働市場の需給関

係に依存すること､税制ないし社会保険制度上の被扶養配偶者の所得限度を意

1演口桂一郎｢雇用形態による均等処遇｣季刊労働法237号(2012年)37頁以下｡
'2実際に､臨時工､社外工等の不安定雇用問題を図るために､ 1967年､第1次雇用対策基本計画

は､ ｢今後10年以内に不安定雇用がかなり減っているとともに､常用労働者に比べて賃金等の

処遇で差別がなく､その就職経路が正常化している状態の達成を目標｣としていた｡また､当

時の婦人少年局通達も､ ｢パートタイム雇用は､身分的な区分ではなく､パートタイムという一

つの雇用形態であり､パートタイムは労働時間以外の点においては､フルタイムの労働者とな

んら異なるものではないことを広く周知徹底する｣ (1970年婦発第5号)と述べている(演口･前

掲 注(1)38 頁)0
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識して労働時間を短く調整するなどにより､賃金･労働条件が低く抑えられが

ちであるという問題はあった3｡

1980年代になると､非正規雇用が増加し､全労働者に占める非正規雇用の割

合は16. 5%(1985年基準)に至った1｡その量的変化に適切に対応する仕組みに

ついて議論する際､非正規雇用労働者の労条条件格差問題は､労働基準法第3

条の社会的身分による差別に含まれるのか､非正規雇用労働者にも労働協約の

一般的拘束力の条項を拡張して適用することができるのか､といった議論がな

され始め5､さらには､正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の労働条件格

差を解消するために同一労働同一貸金原則及び均等待遇原則を公序として認定

することができるかについての議論が活溌に行われ､様々な見解が示された｡

これらの議論をもとに､ 1993年の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する

法律(以下､ ｢パートタイム労働法｣ )に｢均衡処遇｣という概念が 初に規定さ

れた｡しかし､この規定のみでは､正規雇用労働者に比べて著しく低い処遇6に

対する問題は改善されることにはならず､ ｢均衡処遇｣規定の実効性について批

判が絶えなかった｡

1990年代はじめのバブル経済崩壊後､企業は経費調整弁として柔軟に雇用調

整ができる非正規雇用労働者を増やし､90年代を通じて増加した非正規雇用の

全労働者に占める割合は20. 2%(1990年基準)に至った7｡その中には､専門職パ

ートなど自由度の高い柔軟な雇用を求めて非正規雇用に就く者もいるが､シン

グル･マザーのように家事･育児のために時間調整が柔軟な短時間労働を選択

‥菅野和夫･諏訪康雄｢パートタイム労働と均等待遇原則｣北村一郎編『現代ヨーロッパ法の展望』

(東京大学出版会､ 1998年) 122頁～124頁｡
11総務省｢労働力調査(特別調査)｣ (2月調査)及び総務省｢労働力調査(詳細結果)｣ (年平均)長期

時 系 列 デ ー タ くhttp: //ww. stat. go. jp/data/roudou/longtime/03roudou. htm 〉 を 参 照｡ 詳 細 に つ

いては､第1篇第2章第2節第1款第2項(非正規雇用労働者の実態)を参照｡
['水町勇一郎｢非典型雇用をめぐる法理論｣季刊労働法第171号(1994年)121頁以下:溝口･前掲

注(1)37頁以下｡
6詳細については､第1篇第2章第2節第1款第3項(賃金及び労働条件)を参照｡

7総務省･前掲注(4)参考｡ 1994年､労働省｢就業形態の多様化に関する総合実態調査報告｣によ

ると､ ｢今の就業形態を続けたい｣との意思を有する短時間労働者の割合は､ 85.0%であり､契

約･登録社員の77.0%､臨時･日雇いの73.5%､派遣労働者の65.9%である｡その理由としては､

同調査が｢仕事と生活の重視状況｣を調べているが､短時間労働者の場合は､ ｢仕事重視｣と｢ど

ちらかという仕事重視｣を加えても14.8%にすぎず(逆に､ ｢生活重視｣と｢どちらかという生活

重視｣を足すと60.6%)､むしろ正規雇用の一種と見るべき出向社員の39.8%( ｢生活重視｣が

36.8%)は別格としても､契約･登録社員の26.2%(｢生活重視｣が44.4%)､臨時･日雇いの18.6%

( ｢生活重視｣が同49.9%)､派遣労働者の17.4%( ｢生活重視｣が同54.8%)などに比して､仕

事重視の割合が低くなっている｡
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するしかできない短時間労働者であって､その収入のみで生活する者が増えた｡

ここでの問題点は､非正規雇用労働者の多くは､有期雇用という不安定な雇用

であることと､非正規雇用労働者の基幹化･常用雇用化により､正規雇用労働

者と非正規雇用労働者の職務内容や働き方は近づいているのに､非正規雇用労

働者の処遇は正規雇用労働者と比して各段に低いということである｡上述のよ

うに､非正規雇用の収入のみで生産する者の割合が増えている中では､この労

働条件格差の問題は深刻な問題となる｡

そして､その処遇の低さについては､その後にいくら頑張って仕事を続けて

いても引き上げられることはなく､改善されていない｡また､勤続年数が長く

なれば長くなるほど正規雇用労働者との格差は広がるのが現状である8｡非正規

雇用労働者は､いっになっても､いくら頑張っても､経済的自立が困難であり､

ワーキングプア9になる可能性が大きい｡この非正規雇用労働者の人たちは､本

格的なキャリア形成につながらない働き方により､正規雇用と比べて能力開発

機会が不足しており10､技能の蓄積等がしにくく､培った技能も企業横断的な

汎用性のあるものとして社会的に評価されにくいため､希望の職業や正規雇用

-のステップアップが難しく､職業キャリアの展望も持ちにくく､非正規雇用

に固定化されることとなる｡

こうした非正規雇用労働者の量的拡大や質的変化の中で､上述のような状況

を解決する方法として採用されたものが､ 2007年に､旧パートタイム労働法第

H厚生労働省｢望ましい働き方ビジョン｣ (2012年3月28日)によると､非正規雇用の問題点と課

題として､ ①雇用が不安定であること､ ②経済的自立が困難であること､ ③職業キャリアの形

成が十分でないこと｡ ④セーフティネットが十分に整備されていないこと､ ⑤ワークルールの

適用が十分に進んでおらず､労働者の声も届きにくいことの5点が整理されている｡
｡ヮ-キングプアの人たちの増加による問題は､十分な消費活動を行うことができないから､国

内の個人消費も不振になり､そうすれば､当然､商品やサービスが売れなくなるので､企業の

生産活動も減り､さらに､日本経済全体が縮小される恐れがある｡また､若者のキャリア形成

不足は､人的資本蓄積の点でマイナスであり､日本経済全体-の悪影響(技術の低下等)も懸念

される｡これに加え､収入が少ない上に生活も不安定なワーキングプアの人たちは結婚して家

庭を築くことも難しい(例えば､厚生労働省『平成25年度労働経済百喜一構造変化のでの雇用･

人材と働き方｣ (2013年) 198頁によると､単身世帯の男性の非正規雇用労働者のうち､世帯所

得が200万円未満の者が53.7%を占める)｡こうした人たちが増えていけば､少子化の問題が
一段と深刻化するというリスクにもつながっていくのである(藤井将王｢非正規労働者の増加に

伴う課題と政策｣香川大学経済政策研究第6号(2010年)50頁以下)｡
川厚生労働省｢能力開発基本調査｣ (2012年)11頁によると､計画的なoJTを実施した事業所は､

正規雇用の労働者が59. 1%であるのに対し､非正規雇用の労働者は28.0%､ Off-JTを実施した

事業所は､正規雇用の労働者が69.7%､非正規雇用の労働者は34.7%となっている｡
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8条(差別的取扱の禁止) 11における職務内容の同一性､人材活用の仕組みの同

一性､契約期間の同一性のすべてを満たした労働者についてのみ｢差別的取扱

いを禁止｣する規定である｡しかし､旧パートタイム労働法第8条は､その禁

止規定の規制回避を目的とする企業の行動を誘発し､適用範囲も限定されたも

のであったため､短時間労働者のごく一部12しか対象にできなかったことが問

題であった13｡そのためこの規定の導入後も､短時間労働者の処遇は低いまま

改善されることにはならなかった｡

そこで､旧パートタイム労働法第8条の｢差別的取扱いを禁止｣の反省をも

とに､ 2007年に制定された労働契約法は､同法第3条の｢均衡考慮｣規定をベ

ースに､ 2012年の改正で期間の定めがあることによる｢不合理な労働条件の禁

止｣を規定する同法第20条を設けた｡その後､この労働契約法第20条と同様

の規定が､ 2014年改正において､新パートタイム労働法第8条(不合理な労働

条件の禁止)にも設けられた｡

本論文は､非正規雇用労働者の労働条件の格差をめぐる以上のような問題状

況において､どの程度であれば､その相違が合理的な理由によるものであると

判断することができるか､また､合理的な理由があるとしても処遇の格差が大

き過ぎる場合に､その是正を図るために､いかなる法的仕組みを構築すべきか

について検討する｡それは､この労働条件格差の是正を図ることが､非正規雇

用のかかえる問題の中でも核となっているものと考えるからである｡

そこで､本論文では､まず､日本と韓国で共通するものについて､第1編で

まとめて述べる｡本論文の検討対象は､規範的には労働者保護法上の労働者の

地位にありながら､相対的に短い労働時間､期間の定めのある労働契約及び第

三者が介入した労働契約関係の形態である､短時間労働者､有期契約労働者､

派遣労働者である｡検討対象とする法律に即していえば､日本については､パ

ートタイム労働法(均衡考慮､差別的処遇の禁止及び不合理な労働条件の禁止) ､

労働契約法(不合理な労働条件の禁止)､労働者派遣法(均衡考慮)を対象とし､

-】本論文では､ 2014年4月23日に公布された｢パートタイム労働法の一部を改正する法律｣に

よるものを基準にする(平成26年法律第27号:2015年4月1日施行)｡但し､従来の判例を引

用する際に､ ｢旧パートタイム労働法｣と表記し引用する｡
J2実態調査によると､旧パートタイム労働法第8条の3要件を充足する調査対象短時間労働者は

0, 1%である(労働政策研究研修機構『短時間労働者実態調査』 (2010年))｡
13荒木尚志｢有期労働契約規制の立法政策｣荒木尚志･岩村正彦･山川隆一編『労働法学の展

望一菅野和夫先生古稀記念論集』 (有斐閣､ 2013年)163頁｡
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韓国については､非正規職保護法11(差別的処遇の禁止)を対象とする｡また､

正規雇用労働者とは何か､その非正規雇用労働者の現状についても､日本と韓

国で共通する部分があるため､第1編で述べる｡そして､第1編では､雇用形

態を理由にする労働条件格差をめぐる従来の法理と､雇用形態を理由にする差

別的取扱いの禁止と雇用形態間の均等待遇原則を同様に解釈することができる

か否かについても検討する｡

第2編では､日本の均衡考慮､差別的処遇の禁止及び不合理な労働条件の禁

止に関する規範的意義を把握するために､時期的に非正規雇用の労働関係に関

する法律が先に施行された韓国の差別的処遇の禁止に関する法制と差別是正手

続の構造及び現実的な運用課程について検討を加える｡これにより､差別禁止

義務の主体と是正の申請権者､差別が禁止される労働条件の範囲､そして､差

別の判断基準に関する学説と判例の内容を整理する｡次に､差別是正機関の救

済手続と運営実態をみる｡その際､雇用関係で発生する紛争を管轄する日本と

韓国の行政及び私法体系に少し違いがあるので､差別是正機関の法体系上の地

位､権限の範囲及び構成をみる｡

韓国において､単に非正規雇用という雇用形態を理由とする差別を禁止する

という仕組みのみが用いられているが､日本においては､韓国と異なり､雇用

関係上の地位(短時間労働者･有期契約労働者･派遣労働者)により適用される

規制内容が､均衡考慮､差別的処遇の禁止及び不合理な労働条件の禁止という

ようにそれぞれ異なっていることから､それらの相互関係について第3編で検

討する｡この検討は､非正規雇用労働者の労働条件格差の是正のための整合性

をもった法規制の在り方を考える上で､不可欠の作業である｡

後に､非正規雇用労働者の量的拡大や質的変化の中で､その待遇の低さが

社会問題として認識されるようになった現在において､非正規雇用の労働条件

規制が強化され､すべての非正規雇用労働者に共通する労働条件格差の是正の

ための法規制となるような制度設計が必要である､という結論を第4編では示

す｡

‖ 【資料1】韓国における差別是正制度に関わる法規定(翻訳)参照｡
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第2章　非正規雇用労働者の意義と現状

第1節　非正規雇用労働者の定義

非正規雇用労働者には､一般的に､パート､アルバイト､派遣労働者､契約

社員､嘱託などが含まれる｡だが非正規雇用労働者という言葉を定義した法律

はなく､何をもって非正規雇用労働者と考えるのかについて､学界や財界､労

働界の中で対立がある｡国際的にも統一された基準はないが､ OECDは､臨時職

労 働 者(temporary worker) ､ 時 間 制 労 働 者(part-time worker) を 非 正 規 雇 用 と

して把握し､さらには､臨時職労働者の中に有期契約労働者(workerwithfixed

- term contract )､ 派 遣 労 働 者(temporary agency worker)､ 季 節 労 働 者

(seasonal worker) ､ 及 び 呼 出 労 働 者(on-call worker) を 含 め て い る15｡

したがって､ ｢正規雇用｣と｢非正規雇用｣の二分法は本来適当ではないが､

分析のために､以下①から③のいずれも満たす者を便宜上｢非正規雇用労働者｣

とする16｡具体的には､ (∋労働契約の期間の定めがあること(雇用の持続性､例

えば､有期雇用)､ ②労働時間が通常の労働者と比べ短い短時間労働者であるこ

と(労働時間制)､ ③使用者による間接雇用(労働提供方法､例えば､派遣労働､

請負)であること､以上の①から③の属性のいずれも満たすものが､ ｢非正規雇

用労働者｣とされている｡なお､労働契約の内容に応じて､例えば､ ｢有期短時

間労働者｣のように､複数の属性を合わせ持つものも多く存在していることに､

留意する必要がある｡

他方､非正規雇用労働者ではない労働者を便宜上｢正規雇用労働者｣とする｡

具体的には､ ④労働契約の期間の定めがないこと､ ⑤所定労働時間がフルタイ

ムであること､⑥使用者による直接雇用(労働者派遣のような雇用関係と指揮命

11lj召千号『tjl瑠青召上%増』 (音oc,t召Rll, 2008年)18号(金沫福『非正規職労働法』 (中央経済､ 2008

午)18 頁)｡
16荒木･前掲注(13)186頁以下｡
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令関係が異なるものではない)であること､以上の④から⑥の属性のいずれも満

たすものを｢正規雇用労働者｣とする｡なお､ ｢望ましい働き方ビジョン｣ 17に

よると､ ④から⑥に加えて､日本型雇用システムに特有の⑦勤続年数に応じた

処遇､雇用管理の体系(勤続年数に応じた賃金体系､昇進､昇格､配置､能力開

発等)､⑧勤務地や業務内容の限定がなく､時間外労働があること､も含めて｢正

規雇用労働者｣とするという｡実際にパートタイム労働法における｢通常の労

働者｣の概念は､ ④から⑧の属性をすべて有する典型的な大企業正規雇用労働

者モデルに沿って構築されている｡しかし､このようなモデルを前提に正規雇

用化を進めることは使用者のみならず労働者自身にとっても問題が多く､むし

ろ｢多様な正社員｣ 1819モデルとして考える見解がある｡

雇用政策研究会報告書｢持続可能な活力ある社会を実現する経済･雇用シス

テム｣ 20で打ち出された｢多様な正社員｣という考え方は､正規･非正規の二

極化構造を解消し､雇用形態の多様化を目指し､従来非正規雇用労働者として

位置づけられてきた労働者に対してもある程度正規雇用的な雇用管理をするよ

うな雇用システムと､そのため職種限定正規雇用労働者や勤務地限定正規雇用

労働者といった｢多様な正社員(従来の正規雇用労働者でも非正規雇用労働者で

172012年3月28日､厚生労働省に設置されていた｢非正規雇用のビジョンに関する懇談会｣と

｢多様な形態による正社員に関する研究会｣がそれぞれ報告書を取りまとめ､公表したものが､

｢望ましい働き方ビジョン｣である｡慣口･前掲注(1)44頁によると､この報告書は､均等処遇

や雇止め問題など正規雇用労働者と非正規雇用労働者のギャップとして認識されてきた問題に､

それぞれ相補的な視角からアプローチしている｡
.H日本の多様な正社員とは､従来の正規雇用労働者でも非正規雇用労働者でもないその中間に位

置する雇用形態である｡例えば､短時間正規雇用労働者､職種限定正規雇用労働者や勤務地限
定正規雇用労働者といった､業務や勤務地等を限定した契約期間に定めのない雇用形態をいう

((独)労働政策研究研修機構｢多様な就業形態に関する実態調査｣ (2010年))｡有期契約労働者

を正規雇用労働者に転換する際に､中間に位置する多様な正社員として転換させることにより､

もし､該当業種の事業を撤退する際､既存の職種限定正規雇用労働者を整理解雇できるように
したり､事業所を他の地域-移転する際､既存の勤務地限定正規雇用労働者を整理解雇できる｡

結局は､いつでも整理解雇させることができ､有期契約労働のときの労働条件と全く改善され

ないため､不安定労働を固着化されると思われる｡
19韓国の非正規職保護法により､企業の非正規雇用形態が多様化されたo　これは､当時政府は､

期間制限により非正規雇用労働者は正規雇用労働者-転換されるだろうという緩い思いからで
あったと思われる｡すなわち､直接雇用義務により､期間の定めがない勤労契約を締結しなく

てもよいので､非正規雇用労働者を外注化､無期契約職､下位職級化など多様な雇用形態によ
り直接雇用義務を履行している(李羅晃｢韓国における期間制勤労者の保護法制｣専修法研論集

第50号(2012年)147頁以下参照:召JAa司｢tjl召寸　土号耳｡d子土三舎音9]司Ĵ Jill斗瑚｣

三吉昔･ ol手% 『｡d子ヒ三舎音20Ld :増召斗ヰRll』 (辛ロト1中土,2008年)323号OJ古r (金ソン

ヒ｢非正規労働と民主労組運動の革新課題｣ジョドンムン･李スボン『民主労組運動20年:争

点と課題』 (フマニタス､ 2008年)323頁以下)0
20雇用政策研究会『雇用政策研究会報告書｢持続可能な活力ある社会を実現する経済･雇用シス

テ ム｣ 』 (2010 年)14 頁 以 下｡
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もない､正規雇用･非正規雇用の中間に位置する雇用形態)について労使が選択

しうるような環境の整備｣を望んでいた｡

この｢多様な正社員｣は､労働者と企業双方にとってのメリットがある21｡

まず､労働者にとっては､非正規雇用労働者から正規雇用労働者-のステップ

アップのために活用できるし､実質的な男女差別を生じさせないよう考慮され

るし､労働の協議を踏まえ､働き方に応じて正規雇用労働者との均等･均衡を

考慮されるし､事務所閉鎖時にも正規雇用労働者に関する取組と均衡が図られ

るよう 大限考慮されるし､そして､労使の話会いや従業員-の十分な説明な

どのメリットがある｡一方､企業にとっても､低賃金のまま中長期的に弾力化

して活用できるし､いったん部門の廃止や事業所の閉鎖の必要が発生すれば､

簡単に解雇できるから使いだがる｡

一方､韓国では､非正規雇用の概念は明確に定義されてない｡ 1997年末の

IMF(国際通貨基金)経済危機以降､非正規雇用の概念及び範囲を巡って論争が続

き､労使政委員会22の非正規職対策特別委員会23により､ 2002年5月6日､ ｢非

正規雇用労働者対策に関する労使政合意文｣ 21が発表され､政府は､それを基

準にして非正規職の規模を把握している｡しかし､労働側は､ ｢労使政合意に

よる統計数値は事実上ないにも関わらず､政府が集計した統計がまるでこれを

根拠にしたかのようになった｣と指摘し､ ｢これを労使政委員会で再確認し､使

用しないように要求したものの､未だに守られていない｣と主張するなど､非

正規職の判断基準について論議が続いている25(第1編第2章第2節第2款第2

項参考)｡

例えば､政府側による非正規雇用の範囲は､統計庁のく経済活動人口〉調査く

21厚生労働省委託｢多様な形態による正社員にかかる企業アンケート調査｣ (2011年)によると､

約5割の企業が多様な形態による正社員の雇用区分を導入している｡また､限定している区分

別にみると､職種限定の区分は約9割､勤務地限定の区分は約4割､労働時間限定の区分は約1
-2割の企業が導入しており､これらの要素を複数組み合わせている区分も見られる｡区分を導

入している目的(複数回答)としては､ ｢優秀な人材を確保するため｣ (43.3%)､ ｢従業員の定着を

図るため｣ (38.5%)といった人材確保･定着に必要性や､ ｢仕事と育児や介護の両立(ワーク･

ライフ･バランス)支援のため｣ (23.7%)が多い｡
22労使間題に対する法定の三者合意機構である｡

L'‥う非正規職対策特別委員会は､委員長､その他に､労働者委員4名､使用者委員4名､政府委員4

名､公益委員6名で構成された｡政府委員は､労働部など関連部の局長級の公務員であり､公益

委員は､労働問題の関連分野を専攻とする大学教授や専門家である｡
21 【資料2】 ｢非正規職勤労者対策に関する労使政合意文(第1次)｣を参照｡

25毎日労働ニュース｢非正規職の統計基準､労使政は合意したことがない?｣(2007年4月16日):

詳細については､李羅只･前掲注(19)116頁以下参照｡
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付加調査〉上の非正規雇用労働者のみを把握する｡そして､労使政合意で-は､

上記①から③の範晴には含まれず､契約労働者として雇用の持続は可能である

が､労働契約上の地位が臨時職又は日雇いに属す労働者の場合(主として､零細

企業で勤務する勤労条件が劣悪な労働者をいう)は､雇用が不安定で社会的な保

護が必要であるのでこれらを｢脆弱労働者｣として把握することにした｡しか

し､政府側による資料は､ A+B(上記①十②十③)によって非正規職の規模を把

握している｡一方､労働側による非正規雇用の範囲は､統計庁のく経済活動人口

〉調査く本調査〉上の臨時職･日雇職と常用職勤労者の中ではく付加調査〉上の非正

規雇用労働者を合わせて再分析したものである｡すなわち､労働側による資料

は､A+B+C(上記①+②+③+脆弱労働者)によって非正規職の規模を把握して

いる｡このため､非正規雇用の規模について対立がある( 【表1-1日表卜2】 )｡

【表1-1】非正規職の定義及び非正規職の範囲26

非 正 規 職 の 定 義 非 正 規 職 の 範 囲 Ā

く経済活動人口〉調査はく本調査>とく付加調査>で構成 刋｢:ﾒBく経済活動人口〉調査〈本調査〉上の臨 ĀĀĀĀ

①(本調査(月1回調査)〉は､従事者の地位に応じて常用 剋梵E.日雇職と常用職勤労者の中で 

職､雇用期間が1年以上と､期間の定めがない場合に 凾ﾍく付加調査〉上の非正規雇用労働者 

は退職金.賞与など支給されること又は会社の人事規 凾№墲ｹて再分析つ Ā

定により採用される勤労者のみ)､臨時職(1ケ月以上1 ﾒ〈経済活動人口〉調査く付加調査〉上の ĀĀ

年 未 満). 日 雇 職(1 月 未 満) と し て 分 類o 剩ｳ 規 雇 用 労 働 者 の み を 把 握 ○ そ し Ā

②く付加調査(2003年から毎年3月と8月実施)〉:雇用形 凾ﾄ､臨時.日雇職の中で非正規職に 

態に応じて正規職と非正規職と分け､非正規職を限時 儻ｲ該当しない勤労者は雇用形態上に正 Ā

的勤労者(雇用の持続性).時間制勤労者(勤労時間). 刹K職であるとみながら､脆弱勤労者 

非 典 型 勤 労 者( 勤 労 提 供 の 方 式) と し て 分 類o 凾ﾆ し て 分 類 し て い る 

【表卜2】非正規職に対する労働側と政府の差異27

く経済活動人口〉く付加調査〉 

区 分 儖8ｴｸﾍ 冽 ┼:ﾘ 剞ｳ 規 職 勤 労 者 ĀĀĀĀĀ
(D限時的 鳧ｭIr③非典型 ĀĀĀĀ

く 経 済 活 動 人 口 〉 く 本 調 査 〉 ﾙwRA 剩BĀĀĀĀĀ
臨 時 職  唯  

日雇職 劔 

2('卑%喜｢tjl確守司且主唱%せせ瑚71司昔司可ot車中｣スt♀71望望87(2009年)17号(朴ドン

ウン｢非正規職保護法はすぐ廃棄処分されるべきである｣ CFEReportN0. 87(2009年)17頁)｡
27oloJ% ｢tll確守j1%｣せ号土号9]L千里(口lせ71且j1月) (20051-i) (李インヨン｢非正規雇用｣

韓国労働研究院(未発刊報告書) (2005年)):阜手口1 『1jl増子司斗せ号土人t亜瑚　人l人1望

単車〔1〕 』 (61号土音望千里,20071-i)27号(段秀美『非正規職と韓国労使関係システム変化

〔1〕 』 (韓国労働研究院､ 2007年)21頁)｡
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第2節　非正規雇用労働者の現状

第1款　日本における非正規雇用労働者の現状

第1項　非正規雇用労働者の増加原因

非正規雇用労働者の増加した原因2Rを､労働力の需要側面からみると､企業

が非正規雇用労働者を活用する理由は､割合が大きい方から｢賃金の節約のた

め｣が43.8%､ ｢1日､週の中の仕事の繁閑に対応するため｣が33.9%､ ｢賃金

以外の労務コストの節約のため｣が27.4%､ ｢景気変動に応じて雇用量を調節

するため｣が22.9%､ ｢臨時･季節的業務量の変化に対応するため｣が19.1%

のとなるが､そのほか､ ｢即戦力･能力のある人材を確保するため｣や｢高年齢

者の再雇用対策のため｣といった回答もある｡ここから､企業側の非正規雇用

労働者の活用はもっぱらコスト削減を理由とするものであることをみてとれる｡

一方､労働力の供給側面からみると､非正規雇用労働者が現在の就業形態を

選択した理由としては､ ｢自分の都合のよい時間に働けるから｣が38.8%､ ｢家

計の補助･学費等を得たいから｣が33.2%で多い｡このように自らの都合に合

った働き方の選択肢の一つとして､選択されてきた｡一方､ ｢正規雇用労働者

として働ける会社がなかったから｣と回答した者は､2007年の18.9%から2010

年には22.5%まで29上昇している｡この数値からも見られるように､近年､不

況とともに本来正規雇用労働者を希望しながらやむを得ず非正規雇用労働者と

なっているような者も相当割合していることに留意すべきである｡また､非正

規雇用労働者の雇用形態別に｢正規雇用労働者として働ける会社がなかったか

ら｣の回答割合(出向社員を除いた正社員以外の労働者22.5%)をみると､短時

間労働者は16.0%､契約社員は34.4%､派遣社員は44.9%であり､派遣社員

28厚生労働省｢平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況｣ (2010年)11頁.

20厚生労働省･前掲注(28)21頁｡
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及び契約社員について割合が高いこ30｡雇用形態別にみた他の就業形態に変わり

たいとする者の割合についても同様の傾向がみられる31｡

なお､正社員を希望する非正規雇用労働者の中で､ ｢正規雇用になりたい理

由｣をみると､いずれの就業形態においても､ ｢正規雇用の方が雇用が安定し

ているから｣ 77.0%で､ ｢より多くの収入を得たいから｣ 72.2%の順で高くな

っている32｡

そして､就業形態別にみると､短時間労働者は｢自分の都合のよい時間に働

けるから｣ ､契約社員･嘱託社員｢専門的な資格･技能を活かせるから｣､派遣

労働者は｢正規社員として働ける会社がなかったから｣がそれぞれ も多くな

っている33｡ここから､非正規雇用が労働者側からの多様な就業ニーズの受け

皿にもなっていることをみてとれる｡

上述したように雇用形態の多様化は､労働需要側の人件費コスト節約､仕事

の繁閑-の対応､専門的能力の活用､景気変動-の対応等の観点とともに､労

働供給側の就業ニーズや意識の変化､高齢化の進行等の変化に対応するもので

あったと考えられる｡今後､企業における非正規雇用の活用が多様化する中で､

総じて基幹化･戦力化の動きがみられる｡また､非正規雇用労働者の多くが有

期契約労働者(非正規雇用労働者の中で､雇用契約期間の定めがある者が

52.7%34)であると考えられることから､有期契約労働者から無期契約労働者に

なる者が増え､雇用の安定が図られれば､企業にとっても人材の確保･定着等

の効果が期待される｡

第2項　非正規雇用労働者の実態

日本経済における非正規雇用は､ 1950年代から高度経済成長期にかけての出

稼ぎ労働者や臨時工､ 1960年代後半以降に増加した有配偶女性のパートタイム

雇用､ 1980年代後半以降の派遣労働者､有期契約労働者(1990年までの非正規

:ì'厚生労働省･前掲注(28)21頁o

:‖厚生労働省･前掲注(28)21頁｡

:与2厚生労働省･前掲注(28)25頁｡
'L'i厚生労働省･前掲注(9)196頁｡

:il総務省統計局｢平成24年就業構造基本調査｣ (2013年)3頁｡
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雇用の約8割はパート･アルバイトが占める)の増加など､その雇用形態を変化

させつつも増加してきた｡非正規雇用の推移は､企業が経済変動や中長期的な

構造変化に対応する中で､貴重な経済成長の源泉である人材の活用のあり方を

示す歴史でもあったと考えられる35｡

しかし､ 2009年､リーマン･ショック後の世界経済の落ち込みの影響で大量

の解雇･雇止めが発生した際に､雇用調整を非正規雇用労働者から行うことが

見られた｡正規雇用労働者比率は大きな変動がなかったのに対し､非正規雇用

労働者比率が2008年に比べ0.6%減少して33.4%に低下した｡しかし､ 2010年

には､短時間労働者を中心に再び非正規雇用労働者比率が33. 7%と増加した｡

もっとも派遣労働者比率は､ 2008年8.3%をピークにして､ 2009年6.8%､ 2010

年6.1%と減少している｡

非正規雇用労働者比率を男女別にみると､男性は31.2%､女性は68.8%であ

る｡また､男女のどの年齢階級においても上昇したが､若年層において上昇が

顕著となっている｡例えば､ 1985年と2012年の二時点でみると､ 15歳～34歳

層で12.4%から28.4%-と上昇している36｡近年の若年層(15歳～34歳層)の人

口が減少しているにもかかわらず､非正規雇用の若年層の比率は増加している｡

その若年層の中で､学生アルバイトなどにより任意的に非正規雇用を選択した

若年層もいるが､正規雇用になることを希望したにもかかわらず､以下で述べ

るように非任意的に非正規雇用という選択しかなかった若年層も多く存在する

だろう｡

また､労働力の高齢化が進行する中で､高年齢者の就労促進政策の効果もあ

り､ 55歳以上の非正規雇用労働者は､ 1985年の18.6%から2012年32.3%まで

増加した｡この事実からも､近年の非正規雇用労働者は特に高年齢層において

も増加していることが分かる｡

また､非正規雇用労働者の雇用契約期間の定めの有無をみると､ ｢雇用契約

期間の定めがない(定年までの雇用を含む)｣者が30.2%である一方､ ｢雇用契

約期間の定めがある｣者が52.7%である｡ ｢雇用契約期間の定めがある｣者の

うち､ 1回当たりの雇用契約期間は､ ｢1か月以上6か月以内｣が29.9%､ ｢6

:i5厚生労働省･前掲注(9)183頁.

:i61985年の年齢別は､全産業についてみることができないため､非農林業ベースで行ったもので

ある｡2012年の資料は､総務省統計局｢労働力調査(詳細集計)平成24年(速報)結果の要約｣ (2013

午)5頁｡
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か 月 超 ～1 年 以 内｣ が41.1%､ ｢1 年 超 ～5 年 以 内｣ が17.3% で あ る37｡ さ ら に､

現在の勤務先での勤続年数は､ ｢1年超～3年以内｣が25. 7%で も割合が高く､

｢6 か 月 以 内｣ が18.6%､ ｢5 年 超 ～10 年 以 内｣ が17.8%､ ｢10 年 超｣ は11.7% と

なっている3R｡すなわち､非正規雇用全体の労働者数の増加とともに､ ｢常用雇

用｣ (雇用契約期間の定めがない非正規雇用労働者又は1年超の雇用契約期間の

定めがある非正規雇用労働者)の労働者が多いことが見てとれる｡

第3項　賃金及び労働条件

非正規雇用労働者の現在の職場での満足度をみると39､非正規雇用労働者で

｢満足｣又は｢やや満足｣の回答が多いものは､順に､ ｢仕事の内容･やりがい｣

57.1%(正規雇用労働者(以下同じ)56.7%)､ ｢労働時間･休日等の労働条件｣

37.9%(29.5%)となっている｡一方､ ｢満足｣又は｢やや満足｣の回答が少ない

ものは､順に､ ｢教育訓練･能力開発のあり方｣2.6%(12.9%)､ ｢福利厚生｣5.1%

(24.9%)､ ｢ 賃 金｣ 5.1%(8.5%) と な っ て い る｡

また､満足度を非正規雇用労働者の属性別に見ると､まず､有期契約労働者

の6割弱が働いていて満足としており､ ｢労働時間､日数が自分の希望に合致し

ているから｣ ｢職場の人間関係がよいから｣ ｢失業の心配は当面ないから｣が満

足している理由の中で多い｡一方､有期契約労働者の4割強が働いていて不満

としており､ ｢頑張ってもステップアップが見込めないから｣ ｢いつ解雇･雇止

めがなされるかわからないから｣ ｢賃金水準が正規雇用労働者に比べて低いか

ら｣ ｢賃金の絶対水準が低いから｣が不満である理由の中で多い｡また､有期契

約労働者が､自身の労働契約について も改善してほしい点をみると､その8

割強が労働契約の改善を望んでおり､職務タイプ別にみると､ ｢正規雇用労働者

同様職務型｣と｢高度技能活用型｣では､ ｢正規雇用労働者として雇用してほし

い｣ ｢賃金等の労働条件を改善してほしい｣が多い一方､相対的に短時間労働者

及び女性の占める割合の高い｢別職務･同水準型｣と｢軽易職務型｣では､ ｢貨

37総務省統計局･前掲注(34)3頁o

こ3H厚生労働省･前掲注(9)194頁｡

･'う9厚生労働省･前掲注(28)27頁o
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金等の労働条件を改善してほしい｣ ｢現在の有期契約のままでよいから､更新を

続け､長期間働きたい｣が多い傾向にある｡

そして､短時間労働者の約6割が､現在の会社や仕事に対する不満･不安が

あるとしており､ ｢賃金が安い｣ ｢雇用が不安定｣ ｢正規雇用労働者になれない｣

が不満･不安である理由の中で多い｡また､短時間労働者のうち､職務が同じ

正規雇用労働者がいる､又は責任の重さは違うが､同じ業務を行っている正規

雇用労働者がいる場合について､正規雇用労働者と比較した短時間労働者自ら

の賃金水準及び納得度を尋ねたところ､ 6割弱が｢正規雇用労働者と同等もし

くはそれ以上の賃金水準である｣ ｢正規雇用労働者より賃金水準は低いが納得し

ている｣としており､ ｢正規雇用労働者より賃金水準は低く納得していない｣は

3割弱となっている｡

このように､非正規雇用労働者は､仕事の内容･やりがいや労働時間等の時

間的拘束の面では満足度が高いものの､教育訓練､福利厚生や賃金等について､

満足度は低いものとなっている｡

具体的にみると､まず､非正規雇用労働者の賃金は､ほぼすべての正規雇用

労働者の賃金を下回っている｡例えば､雇用形態別の平均賃金をみると､正規

雇用労働者318万円(平均40. 7歳､勤続12. 7年)､非正規雇用労働者193万円(平

均40.7歳､勤続12.7年)となっている40｡これを年間収入階級別1Lにみると､

男性の正規雇用労働者は平均で500-699万円が21. 6%､ 300-399万円が

20.8%などとなった｡一方､非正規雇用労働者は､ 100-199万円が30.8%､ 100

万以下が27.3%などとなった｡女性の正規雇用労働者は平均で200-299万円

が27.7%､ 300-399万円が21.3%などとなった｡一方､非正規雇用労働者は､

100 万 以 下 が47.7%､ 100-199 万 円 が38.5% な ど と な っ た｡ さ ら に､ 週 間 就 業

時間が35時間以上の非正規雇用を男女別にみると､男性は100-199万円が

32.4%､200-299 万 円 が30.4% な ど と な っ た｡ 女 性 は100-199 万 円 が54.6%､

200-299 万 円 が23.5% な ど と な っ た｡

また､非正規雇用労働者の教育訓練の実施率は､計画なoJTが28.0%(正規

雇用労働者(以下同じ)59. 1%)､ OFF-JTが34. 7%(69. 7%)で､いずれの実施率

1°藤井･前掲注(9)50頁｡

11総務省統計局･前掲注(36)9頁｡
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も正規雇用労働者の半分未満となっている(2012年基準)42｡非正規雇用労働者

に､ OJT､ OFF-JTともに､企業内訓練を受講した場合には､職業能力に関する

自己評価が高まるとともに､生産性も向上し､また､キャリア形成機会の見通

しがあるほど､非正規雇用労働者は､仕事内容の高度化等による技能の向上を

経験している43.

後に､非正規雇用労働者に各種制度が適用されている割合は､正規雇用労

働者に比べて大きく下回っている｡例えば､ ｢雇用保険｣が65.2%(正規雇用労

働 者( 以 下 同 じ)99.5%)､ ｢ 健 康 保 険｣ が52.8%(99.5%)､ ｢ 厚 生 年 金｣ が

51.0%(99.5%)､ ｢ 退 職 金 制 度｣ 10.6%(78.2%)､ ｢ 賞 与 支 給 制 度｣ 32.4%(83.2%)

に留まっている(2012年基準)140

第2款　韓国における非正規雇用労働者の現状

第1項　非正規雇用労働者の増加原因

非正規雇用労働者の増加は､一つには､企業が経営環境の変化に迅速かつ柔

軟に対応し､労働費用を節減するために 適化を選んだことによるものと考え

られる｡正規雇用の労働市場はきわめて硬直的なので､企業が労働力を柔軟に

確保するために､労組の抵抗から自由に雇用調停を行うことができ､労働費用

が低い非正規雇用の活用を選択したと考えられるのである｡また､産業構造の

変化に伴う職業に対する選好の変化と､業務量及び営業時間の変化が激しくて

柔軟な人材活用が必須である流通業や外食産業などのサービス産業の増加(た

だし､非正規雇用の増加傾向自体は､特定の産業だけでなく､普遍的に見られ

る) I15も挙げることができるだろう｡

12厚生労働省･前掲注(10)11頁c

H(狗)労働政策研究研修機構｢非正規社員のキャリア形成一能力開発と正規雇用労働者転換の実

悲-｣労働政策研究報告書第117(2010年).
1̀1厚生労働省･前掲注(28)14頁｡

1{161号t]l召寸土%旬日『音711呈阜　せ青史l t]lRol青土号スト2011 I-i 3望　召ill尊号OJ千三̂T･ヨ三

宅印望早7T王刃･ 』 (2011七旦)32号(韓国非正規労働センター『統計で見た韓国の非正規労働者
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企業規模別に見れば､規模が小さい企業ほど賃金勤労者に占める非正規雇用

労働者の割合が相対的に高くなる傾向にある｡これは､ 1997年の通貨危機以降

の経済環境の急速な変化に､相対的に競争力の脆弱な中小企業が大きな影響を

受けたことによるものと考えられる46｡ 2002年､韓国労働研究院が実施した『事

業体パネル調査』の結果によると､非正規職活用の主な理由として､中小企業

は人件費の節減(33.8%)､大企業は雇用調停の容易さ(36.2%)を挙げている｡

以下､非正規雇用労働者の増加原因について､ ①経済環境の変化､ ②政府の

労働政策､ ③労組組織率の低下という点に着目して､より詳細に分析すること

にしたい｡

まず､ ①の場合､ 1997年､ IMF(国際通貨基金)経済危機に対応していく過程

で､非正規雇用労働者は急増し､企業に広く使われるようになった｡ 1980年以

後から1996年までの非正規職の増加率と､ 1997年以後から2001年までの非正

規雇用労働者の増率加(6. 5%)は概ね同じである17｡

非正規雇用労働者の増加原因として､企業側からは､労働外部化(アウトソー

シング)という特徴を指摘することができる｡企業は､予測不確実な景気変動に

対応し､費用削減と人員調整の柔軟性を確保するためにLlR､雇用調整が正規雇

用労働者よりも容易な非正規雇用労働者を増やしてきた｡

労働者側からは､経済成長とこれに伴う教育機会の拡大による賃金労働者の

高学歴化､女性労働者の急増､外国人労働者の増加､高齢化の傾向を指摘する

ことができる｡非正規雇用労働者の増加は､これらの特徴･属性を持つ労働者

集団において顕著である｡

高齢者や女性の経済活動-の参加を容易になっていることを意味するなど､

非正規雇用労働者の増加は必ずしも問題とすべき点ばかりではない｡しかし､

短時間労働者の56.0%が､この雇用形態を非自発的に選択している点に問題が

-2011年3月経済活動人口調査勤労形態別付加調査分析』 (2011年)32頁)｡

1叫哲03号･望ス用朝里司『ljl増子司ゼ切　実　召司斗瑚』 (2006 td)26苧(人間入国･職委員会

『非正規職実態及び政策課題』 (2006年)26頁)｡
-701互ヨrtjlRol青司亡主神旦立切司一土人巨日朝91司jil iL-当事尊｡実子且甥召｣ (2001年10月8

日)土人巨召朝里司91スt孟(李ホグン｢非正規雇用労働者保護対策一労使政委員会の議論現状と主

要争点｣ (2001年10月8日)労使政委員会の資料)｡
IH召増車｢司ヨヒ音増　冥土音Rll三世卑斗重唱叫曇句　沓711｣喜oJ増可13互(2012Ll)241苧(鄭

ヨンハ｢ 近労働法及び労働制度の変化と憲法事実の関係｣弘益法学第13　巻第1号

(2012 年)241 頁)｡
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ある′19｡

そして､ ②の場合､非正規雇用労働者の増加は､政府の労働政策の影響を受

けている｡例えば､暴圧的な労働弾圧と軍隊による労働統制の時代であった全

斗換政権下(1980年9月から1988年2月までの大統領)で非正規職の割合は､

1983 年2 月(25.3%) か ら1986 年10 月(48.7%) に2 倍 ほ ど 増 加 し た｡ し か し､

1987年7月から9月までの間､勤労者大闘争以来､労働組合運動が活性化され､

労働市場が正常に作動し､慮泰愚政権(1988年2月から1993年2月までの大統

顔)下では､非正規職の割合が減少した｡しかし､金泳三政権(1993年2月から

1998年2月までの大統領)の時､IMF経済危機が発生し､それに対応するために､

公共部門では定員を絞って非正規雇用労働者が利用され､民間部門でも非正規

雇用労働者の使用を促進する雇用の柔軟化政策が採用された｡

後に､ ③の場合､非正規雇用労働者の増加には､労働組合組織率の低下が

寄与している｡例えば､全体賃金勤労者の中で正規職勤労者の労働組合加入率

は､ 15.8%であるのに対し､非正規雇用労働者の労働組合加入率は､ 2.9%にす

ぎない50｡このような低い労組加入率は､企業が非正規雇用労働者を希望する

理由の一つになっており､組織化が進んでいない中小企業ほど賃金勤労者の中

で占める非正規雇用労働者の割合が高くなっている｡

第2項　非正規雇用労働者の実態

第1編第2章第1節で述べたように､非正規雇用の規模を把握する基準には

争いがある｡政府は､ 2002年の｢非正規職勤労者対第に関する労使政合意文｣

51を基準にして非正規雇用の規模を把握する立場を採用している｡しかし､労

働側は､ ｢労使政合意による統計数値は事実上ないにも関わらず､政府が集計

した統計がまるでこれを根拠にしたかのようになった｣と指摘し､ ｢これを労使

政委員会で再確認し､使用しないように要求したものの､未だに守られていな

19号711召『2012 I-i 8望召司l尊号oJ千 三̂T亡王領印望望　03号亡王手7t 王̂T召斗』 (201211)

9号(統計庁｢2012年8月経済活動人口調査勤労形態別及び非賃金勤労付加調査結果｣ (2012年)

9 頁)｡
5°%7n召(統計庁) ･前掲注(49)17頁｡

･J" ｢非正規雇用労働者対策に関する労使政合意文(第1次)｣の内容については､ 【資料2】参照0
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い｣と主張するなど､非正規職の判断基準について論議が続いている52｡これ

により､雇用労働部､学界､マスコミはもちろん他の労働団体でさえ､ ｢政府側

による-｣､ ｢労働側による-｣又は､ ｢労使政合意基準によるもの｣､ ｢労働側基

準によるもの-｣という表現を使用しているのが実情である｡

本論文では､比較のために政府側と労働側の資料を表示する｡しかし､以下

で表示する資料の順番については､政府側の資料を優先し､労働側の資料を( )

内に表示する(ただし､政府側又は労働側片方での発表しかない場合は､片方の

みを表示する｡政府側の資料を優先したのは､日本の場合も､雇用形態の分類

をする際に､①から③によって非正規雇用の規模を把握しているからである(第

1編第2章第1節参考))｡

通貨危機以降､非正規雇用労働者は､ 2001年8月の26.8%から2004年8月

37.0%まで増加し続けたが､ 2006年8月から少しずつ減少し始め､ 2012年8

月には33.3%に減少した(労働側の資料によると､ 2000年8月58.4%まで増加

し続けたが､ 2006年8月から少しずつ減少し始め､ 2012年8月には47.5%に

減少した)｡これは､ 2007年7月1日､ ｢非正規職保護法｣の施行に伴う労働

市場内の雇用構造の変化(正規職-転換効果53と景気沈滞の効果)の故であると

考えられる54｡

種類別でみると､限定的が57.6%､時間制が30.9､非典型が38.7% (労働側の

発表によると､一般臨時職が32.8%､期間制雇用が24.2%､常用パートが0.7%､

臨時パートが15.2%､派遣が2.5%､用役が8. 1%､特殊雇用形態が6.4%､在宅労

働が0.8%､呼出労働が9.3%)となっている｡これを､日本の場合と比べると､限

時的勤労者の割合が高い一方､時間制勤労者の活用割合は低い55｡このように

､限時的勤労者の増加率は､労働市場の硬直性から企業が正規職の仕事を限時

的勤労者の雇用に取って替えるという雇用柔軟化の戦略を追求したことによる

･JIL' 叫 望 土 音TLr と｢t]l 増 子 司9] 昔77171 音, 土 斗Rol 曹21 せ 召 　 敵 中?｣ (2007 L14 望16 望)( 毎 日 労

働ニュース｢非正規職の統計基準､労使政は合意したことがない?｣ (2007年4月16日) :労働

側の主張については､李羅貝･前掲注(19)116頁以下参照｡
tI'3例えば､非正規職保護法施行以後2年間に36.8%が正規職-転換された.そして､自動的に期

間の定めのない契約-の転換が26. 1%である｡
51召♀JB ｢2009 I-か]l増子司帝王斗曇ql一昔711召,t召Rll尊号OJ千三人丁半フT三井' (2009.3)召ヰ｣

61号1jl召寸土号̂jiEl (2009 I-a 6望) (金裕善｢2009年非正規職規模と実態一統計庁､ 【経済活動

人口調査付加調査' (2009.3)結果｣韓国非正規労働センター(2009年6月))｡
552010年､日本の非正規労働者が労働者全体に占める割合は34.3%である｡その中で､パートが

48%と､依然として非正規労働者の多くを占める一方､アルバイトが21%､契約社員･嘱託が

19%､その他が8%となっている｡
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ものであるとみることができる｡

非正規雇用労働者における男女の割合は､男性が46.6%､女性が53.4%(政

府側の発表によると､男性が47.7%､女性が52.3%)である｡これに対して正

規職勤労者は､男性が67.7%､女性が32.3%であり56､相対的に非正規職に就

く女性が多いことが分かる｡この理由については､女性の場合､出産･育児･

家事･子供教育など制約があり､経済活動に参加しようとする際に､家庭と職

業を両立するため､弾力的な勤労形態就業を希望する傾向にあることが指摘さ

れている57｡

非正規職に就く者の年代別割合は､ 20代が19.4%､ 30代が20.8%､ 40代が

24.6%( 政 府 側 の 発 表 に よ る と､ 20 代 が17.6%､ 30 代 が21.2%､ 40 代 が22.9%)

になっており､年齢が上がるにつれて徐々に非正規職の割合が増加しているこ

とが分かる｡ 20代､ 30代に正規職として就職したが､ 40代から非正規職化され

ている傾向が見られる｡この事実は､ 近､高齢化が社会問題となる勧告にお

いて､長期的には所得階層の二極化を促進する主要要因になると考えられる｡

また､多くの人々は20代に労働市場に参入する｡20代の非正規職の割合が20%

近いことは､若年層を対象にして良質の雇用を創出することが緊急な課題であ

ることを示している｡

さらに､性別をクロスしてみると､男性の場合､ 30代から50代の間では正規

職がもっと多いが､しかし､その他の年齢では非正規職の割合が多くなってい

ることが分かる｡これに対して､女性の場合､ 20代及び30代を除きすべての年

代で非正規職が正規職を上回っている｡これは､伝統的に女性の労働市場-の

参加の特徴であったM字型曲線が､ 近は非正規職の就業として反映されるよう

になったことを示している58｡

学歴別でみると､非正規雇用労働者の中で､中卒以下は25.8%､高卒は46. 3%､

大卒以上は27. 9%(政府側の発表によると､中卒以下は25. 8%､高卒は42. 7%で､

大卒以上の学歴が31. 5%)を占めている｡また､学歴別に正規職･非正規職の割

合を見ると､中卒以下では､正規職は13.6%､非正規職が86.4%であり､高卒

5h啓子t]l瑠寸土音̂JIEl ｢音711呈阜啓子iil t]l増子司ヨ呈スト2012 I,18望　召Rll尊号OJ千三斗

亡圭司切望羊7t三井暮雪-｣ (2012年)23頁(韓国非正規労働センター｢統計で見た韓国の

非正規雇用労働者-2012年8月経済活動人口調査勤労形態別付加調査分析｣ (2012年)23頁)｡
572｡1手早(金沫福) ･前掲注(15)233頁0

5鴨LT一号t]l召寸土普通tfl (韓国非正規労働センター) ･前掲注(56)28頁｡
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の場合は､正規職は41.8%､非正規職は58. 2%であり､専門大卒59の場合は､

正規職は64. 0%､非正規職は36. 0%である｡大卒の場合は､正規職が73. 1%で､

大学院卒の場合は､正規職の割合は78. 2%であり､正規職の割合は学歴水準に

比例する一方､非正規職の割合は学歴水準に反比例することが分かる60｡

当該雇用形態を選択した動機を調べてみると､自発的な選択は､正規職は

77.2%､非正規職は49.0%である｡自発的に選択した主な理由は､正規職は｢安

定的な雇用｣が47.6%であり､一方非正規職は｢勤労条件に満足｣が46.3%で

高かった｡非自発的な理由としては､ ｢すぐに収入が必要｣であることが､正規

職は72.2%､非正規職は74.5%で も高かった61｡

第3項　賃金及び労働条件

平均賃金を見てみると､2012年8月､正規職の平均賃金は246万ウォン62 (労

働側の発表によると､ 277万ウォン)であり､一方､非正規職の平均賃金は139

万ウォン(労働側の発表によると､ 137万ウォン)で､両者の間には約107万

ウォン(労働側の発表によると､ 140万ウォン)の差がある｡非正規雇用労働者

の中では､特殊雇用労働者の貸金が176万ウォンで も高い一方､臨時パート

や在宅労働､呼出労働を除けば､用役労働者が120万ウォンで も低い｡

政府側の発表によると､正規職の賃金に対する非正規職の賃金額(対比賃金比

率)は､ 2005年以降､徐々に低くなっている｡ 2005年､非正規職の正規職対比

賃金比率は62.6%であったが､ 2012年8月の調査では､ 56.5%(労働側の発表

によると､ 2000年8月､非正規職の正規職対比貸金比率は53.5%であったが､

2012年8月の調査では､ 49.5%)である｡具体的にみると､男性正規雇用労働者

の中､賃金の下位(中位賃金の50%未満に該当し､賃金82万ウォン)に属する

割合は1.6%であるのに対し､男性非正規雇用労働者の1/3は下位賃金を受け

ている｡このような状況は､女性の場合はもっと強い｡女性非正規職はほぼ60%

5リ日本における｢短期大学｣に該当する｡

6°61号t]1瑠寸土号過日(韓国非正規労働センター) ･前掲注(56)30頁.

叶暮711召(統計庁) ･前掲注(49)10頁0

622014 年9 月27 日 基 準 で､ 100 円 が958 ウ ォ ン で あ る｡
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が下位賃金の82万ウォン以下である63｡この非正規職の賃金比率の減少は､

低賃金制度6′1等の存在にもかかわらず社会の二極化が進んでいることと密接に

関連していると考えられる｡

もちろん､非正規職の賃金水準は､その労働時間の短さに見合ったものであ

ることを勘案すると､実質的な格差は縮小する｡例えば､統計省の資料による

と､非正規職の正規職の時間当たり賃金比率は67%である65｡雇用労働部の｢勤

労形態別勤労実態｣調査によると､2008年6月に55.5%､2009年6月に56.3%､

2010年6月に57.2%になり､正規職と非正規職間の格差は微弱であるが徐々に

減っている｡しかし､この調査には､性別･年齢･学歴･勤続年数･経歴･職

種などの人的特性などは反映されていない｡雇用労働部はこれらを反映すると､

2010年6月基準で､同じ事業場内の正規職と非正規職の間での時間当たり賃金

の格差は12.6%水準であると発表しており66､ここでは大きな賃金格差は見ら

れない｡

傾向の異なるこれらの資料のみでは､非正規職保護法の施行効果を評価する

ことは困難である｡

正規職の社会保険適用率は､国民年金が80.3%､健康保険が82.2%､及び雇

用保険が78. 9%(労働側の発表によると､国民年金が97.4%､健康保険が98. 9%､

及び雇用保険が83.7%)ときわめて高い｡これに対して､非正規職の社会保険

適用率は､国民年金が39.0%､健康保険が45.4%､及び雇用保険が43.3%(労

働側の発表によると､国民年金が32.4%､健康保険が38.0%､及び雇用保険が

36. 3%)に過ぎず低水準におかれている67｡

63Rol吾吾｢t]1増子司増人1増4 I-dolヒ吾人1杏ollロlそ1 (ヨ専一t]lRol予習且主唱91斗望胡土卑千旦喜

子̂j9_王｣啓子t]1召寸土号̂Jlttl(2011年)9頁(鄭フンジュン｢非正規職法施行4年が労働市場

に及ぼした影響一非正規職労働者の差別解消と規模を中心に｣韓国非正規労働センター

(2011 年)9 頁)｡
(-12013 年10 月1 日 か ら2014 年9 月30 日 ま で の 低 賃 金 額 は､ 時 給5,210 ウ ォ ン で あ る｡

61rl正規職の週当たりの就業時間は41.4時間､非正規職の週当たりの就業時間は34.8時間である

(%7n召(統計庁) ･前掲注(49)11頁参照)0
66ヱ%ヒ寺子且主神孟(2011 I-35望20望) (雇用労働部報道資料(2011年5月20日)) : tjlt吾司･

重量千･ 7C,t̂J司『斗望人1瑠Rll王オ望音Xl育召91且Zj, Rlli71干せ実子初巻斗7瞑Jせ増』

(j1%土寺子,2011 td)3号(朴ジョンフイ･全ユング･妾ソンヒ『差別是正制度差別禁止規定の

要件､制裁手段及び救済手続の改善方策』 (雇用労働部､ 2011年)3頁)0
h7%711 召 『2011 td 　3 　 望 　 召Rll 尊 号oJ 千 三J 叶 　 亡 王 領 切 望 　 早7T 王Ĵ T･ 召 ヰ 』 (2011)12 　 竿

(統計庁『2011年　3　月経済活動人口　調査勤労形態別付加調査結果』 (2011年)12　頁):
6LT･号1jlj千土音JAJ1日(韓国非正規労働センター) ･前掲注(56)47頁以下｡
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正規職の付加恵沢6円適用率は､退職金の適用率が80.2%､賞与が81.8%､時

間外手当が56.2%､有給休暇が71.0%(労働側の発表によると､退職金の適用

率が99.4%､賞与が96.4%､時間外手当が70.4%､有給休暇が89.2%)である

ものの､非正規職の場合には､退職金が39.6%､賞与が36.4%､時間外手当が

23.2%､有給休暇が32.1%(労働側の発表によると､退職金が30.6%､賞与が

33.8%､時間外手当が17.3%､有給休暇が23.6%)で､賃金格差の以外にも社

会保険及び付加恵沢適用率も正規職と比べて大きな差がある69｡

以上統計庁の経済活動人口付加調査資料を見たが､非正規職保護法の制定･

改正による効果はそれほどではなかったといえる｡特に､社会保険適用率､勤

労時間､賃金において非正規雇用労働者は平均以下の社会保険適用率であり､

正規職と比べて長時間勤労しても低賃金である｡ 3分の1以上の非正規雇用労

働者の差別が解消されない限り､こうした社会二極化を解決することは困難で

あろう｡例えば､男性正規職勤労者の中､賃金の下位(中位賃金の50%未満に

該当し､賃金82万ウォン)に属する割合は1.6%であるのに対し､男性非正規

雇用労働者の1/3は下位賃金を受けている｡このような状況は､女性の場合は

もっと強い｡女性非正規職はほぼ60%が下位賃金の82万ウォン以下である70｡

第4項　雇用形態を理由とする差別是正制度の実態

差別是正申請をした非正規雇用労働者を雇用形態別にみると､期間制勤労者

の割合が も多く占めている｡特に､ 2007年から2009年までは､申請権者の

90%以上が期間制勤労者であった｡このように期間制勤労者の割合が も高い

のは､非正規雇用労働者の中で､期間制勤労者が占める割合が も多いからで

あるだろう｡しかし､ 2010年以後には､短時間勤労者と派遣勤労者の割合が大

幅に増加している｡特に､短時間勤労者の割合が大幅に高まる傾向を見せてい

る｡ただ､この短時間勤労者又は派遣勤労者の場合､ほとんど期間制勤労契約

GH日本の福利厚生に該当する.

仰せ号t]l瑠寸土音̂JIEl (韓国非正規労働センター) ･前掲注(56)47頁以下:音711召(統計庁) ･前掲

注(67)12 頁｡
7°司書喜(鄭フンジュン) ･前掲注(63)9頁を参照｡
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をしている点を留意すべきである｡すなわち､派遣勤労者又は短時間勤労者の

差別是正申請は､ ｢派遣+期間制｣､ ｢短時間+期間制｣の差別是正申請の性格を持

っている71｡

【 表1-3 】 雇 用 形 態 別 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: %)

期 間 制  ｨ 鳧 ｭ B 派 遣  Ā Ā

2 0 0 9  涛 B 絣 R 0 . 7 %  釘 繧 R Ā Ā

2010 鼎 ゅBR31.2% 紕RĀĀĀĀ

2 0 1 1  鉄 " R 4 1 . 1 %  澱 縒 R Ā Ā Ā

2009年以後､申請権者の職種別にみると､全体的に､事務､サービス､販売､

装置機械などの職種で差別是正申請が行われている｡特徴的なのは､年度ごと

に申請権者の職種が変化していることである｡例えば､ 2009年には､事務職が

72.7%で､ も高い割合を占めていたが､ 2010年には､事務と機能､ 2011年に

は､サービスで差別是正申請が多い｡

【 表1-4 】 職 種 別 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: %)

管 理 者 ｩnX 彙 事 務 H ｸ7" 5 販 売 亢 Eﾂ 装 置 機 会 ┼k

2009 絣R0.5% 都" 縒Rll.7% 澱R3.2% 釘 絣R0.5% ĀĀĀĀĀĀ

2010 縒R3.2% B 紕R10.7% 紕R22.9% " 縒R3.7% ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2011 R12.2% 迭 綯R58.9% R8.9% 澱 縒R4.4% ĀĀĀĀĀĀĀĀ

2007年以後､申請権者の勤続期間をみると､ 2009年までは､勤続期間が2

年以上非正規雇用労働者の差別是正申請が も高い割合を占め､ 2010年まで

80%を超えている｡期間制雇用法は､非正規雇用労働者として2年以上勤続し

た場合､使用者はその非正規雇用労働者を直接雇用しなければならないことを

定める｡にもかかわらず､ 2年以上勤続した非正規雇用労働者の割合が高かっ

たことは､ 5人以上の勤労者を使用するすべての使用者を対象に期間制雇用法

が適用される時期が2009年7月1日からであったからであると思われる｡この

日以降､徐々に長期勤続(2年以上)する非正規雇用労働者の割合は減る傾向を

見せている｡ 2011年の場合､勤続期間2年未満の非正規雇用労働者が差別是正

を申請した割合が42.2%を占めている｡

7J李ソンヒ『非正規職差別是正制度の運営実態及び改善方策』 (韓国労働研究院､ 2012年)18頁

olĴoi司『t]l瑠予習　オ望人1増補王111 %望ゼ切　望　7qJgせ司』 (啓子土号9]L千里,20121-a)18号)｡
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【 表1-5 】 勤 続 期 間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: %)

1 年 未 満 ﾓ)D 駛)i2-4 未 満 的D 闌2ĀĀĀĀ

2 0 0 9 . 6  R 1 7 . 2 %  鉄 纈 R 3 0 . 6 %  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 9  縒 R 1 3 . 8 %  鼎 R 4 3 . 3 %  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 0  唐 ﾃ R l l . 2 %  b R 4 4 . 6 %  Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1  R 3 2 . 2 %  ゅ 坦 2 8 . 9 %  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2007年以後､申請権者が勤務した事業場の規模をみると､全体的に500人以

上の大企業で差別是正申請が も多かった｡特に､期間制雇用法施行の初期で

ある2009年6月までは1,000人以上の大企業で差別是正申請が も多かった｡

しかし､徐々に300人未満の事業場の差別是正申請の割合が高くなって､ 2011

年には差別是正申請事件の64. 1%が300人未満の事業場で提起された｡特徴的

なのは､ 2009年以後には300人以上1,000人の規模の事業場での差別是正申請

の割合がかなり低く現れており､ 2011年の場合には､ 300人以上1,000人規模

の事業場で12.8%しか差別是正申請をしなかったことである｡

【 表1-6 】 事 業 場 の 規 模 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: %)

100 人 未 満 ﾂﾓ# 等ﾂ300-499 人 鉄ﾓ 涛ﾂ1,000 以 上 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2009.6 纈R3.7% 絣R29.2% 田2 繧RĀĀĀĀĀ

2009 rR20.4% b 縒R3.7% "RĀĀĀĀĀĀĀĀ

2010 ゅR29.6% 途R8,5% b 纈RĀĀĀĀĀĀĀ

2011 鼎2 綯R20.5% 迭R7.7% 2RĀĀĀĀĀĀ

差別是正申請事件の申請内容別にみると､賃金が1,021件で78.5%を占めて

おり､福利厚生が178件(13.8%)､勤労時間が20件(1.5%)､その他81件(6.2%)

であった｡賃金に関連する申請がほとんどであり､福利厚生に関する申請も金

銭に関連するものが多い｡そして､賃金に関する差別是正申請を内容別に分類

してみると､諸手当に関連する差別是正申請が523件(40.2%)､賞与金に関連

する差別是正申請が269件(29. 7%)である｡賃金の基本給に関連する差別是正

申請は145件(ll.2%)で､相対的に少なかった｡

差別是正申請を内容別にどのように処理したかをみると､基本給と勤労時間

に関する差別是正申請の場合､不合理な差別であると認定される割合がかなり

低い一方､諸手当又は賞与金に関する差別是正申請の場合､不合理な差別であ

ると認定される場合が相対的に高かった｡特に､ 2011年に､諸手当又は賞与金

について不合理な差別であると認められた事例が多い｡これは､全体的には差

24



別是正申請件数が減っているが､諸手当又は賞与金にはまだ不合理な差別が存

在していることを間接的に示すものといえる｡

【表1-7】差別是正の内容

① 内 容 別 処 理 結 果: 2009 年 ～2011 年 総 合 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: 件､ %)

全 体 ｾ 劔 兀 ﾏｩ b 勤 労 時 間 ｸ,ﾉ ﾂ
小計 舒馮ｸｸｲ諸手当 ﾉu霎退職 金 ｸ,ﾉﾂĀĀĀĀĀĀĀ

全 体  , 3 0 0  ﾃ # 1 4 5  鉄 # 2 2 6 9  " 7 2  s 2 0  塔 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

(100.0) 茶s ゅR(ll.2) 茶C(29.7) 茶 纈(5.5) 茶2 繧(1.5) 茶bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

判  荏  僖 b 2 2 0  6  # b 5 5  4  0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā定 茶(86.8) 茶" 縒(57.3) 茶#R(0.0) 茶 繧(13.2) 茶(0.0) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

不 認  鉄 c b 4 2 4  塔 b 2 0 5  2  1 1 0  唐 2 4  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

定 茶(74.9) 茶R(36.2) 茶 偵B(0.4) 茶2 縒(19.4) 茶 紕(4.2) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

調 停 .  4 0  涛 2 2 8  B 2 1  途 3  8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

仲 裁 100.0) 茶cb 紕(20.0) 茶#B(15.0) 茶R(2,1) 茶2 綯(5.7) 茶BĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

取 消  1 1  c " 1 9  田 3 4  3 8  r 3  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

(100.0) 茶sb 繧(9.0) 茶3"(16.1) 茶 紕(18.0) 茶 ゅ(1.4) 茶2 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

進 行 中  6 3  S 6  涛 4 9  6  1  唐 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

(100.0) 茶 綯(3.7) 茶SR(30.1) 茶(3,7) 茶 繧(0.6) 茶B 纈ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

② 賃 金 と 関 連 す る 処 理 結 果 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　( 単 位: 件)

全 体 僵ｹ.)."rﾝ 取 消 俎9(bĀĀĀĀĀĀĀ
認 定 儻9Di.Ā

基 本 給  2 2  7  唐 3  2 0 1 0  2  都 R 1 3  唐 3  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1  " 1  釘 7  唐 2  Ā Ā Ā Ā

諸 手 当  1 0 9  6 4  2 3  ″ ㊓ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā2 0 1 0  c 3 2  l l  8 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1  S 2 7 5  2 2 3  R 7  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

賞 与 金  5 0  唐 2 5  1 6  2 0 1 0  c 9  都 r 1 7  2 4 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1  鉄 3 8  唐 4  迭 3  Ā Ā Ā

福 利 厚 生  3 1  2 4  7  2 0 1 0  # " 2 8  都 6  唐 2  Ā Ā Ā Ā

2 0 1 1  R 1  唐 1 3  1  Ā Ā Ā Ā Ā
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第3章　雇用形態を理由とする労働条件格差をめぐる

従来の検討

第1節　｢平等｣ ･ ｢均等｣及び｢差別禁止｣の区分

｢平等｣ ･ ｢均等｣ ･ ｢差別｣など多様な用語が日常的に又は法律用語として使

われている｡広辞苑によると､ ｢平等｣は､個人の資質､能力､努力､成果など

に関係なく､片寄りや差別がなく､みな等しいこと(例えば､ ｢利益を平等に分

配する｣ ｢男女平等｣など)をいう｡ ｢均等｣とは､二つ以上の物事の間が互いに

平等で差がないと(例えば､ ｢均等に配分する｣ ｢機会均等｣など)をいう｡そし

て､ ｢差別｣とは､差をつけて取扱うこと(例えば､ ｢差別待遇｣など)をいう｡

辞書的定義によると､平等と均等すべて差別がない状態を意味するもので､両

者の間に意味上の相違はない｡法律で使用された例から見ると､憲法14条では､

法の前の平等､同法14条1項及び同法26条1項の精神を具体化したもので教

育基本法3条(教育の機会均等)など平等と均等という用語が共に使用されてい

る｡また､労働関係法規では､募集･採用の場合には､均等という用語が使用

されるし72､労働条件に関しては､差別の禁止という用語が使用されるなど73､

差別領域によって差異を置いているように見える74｡

本論文では､ ｢平等｣ - ｢均等｣ - ｢差別禁止｣は同義に扱う( 【図1】 )｡

その際､本論文では､ ①憲法14条1項でいう人種､性別､社会的身分など本

72雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条､雇用対策法10条

などがある｡
7=3労働基準法3条では､ ｢均等待遇原則｣として位置づけられ､その内容は､ ｢差別的取扱をして

はならない｣という表現定式が用いられ､同法4条では｢同一(賃金)原則｣とされ､ ｢差別的取

扱いをしてはならない｣とされ､第2条では､ ｢対等｣の立場と表現されている｡
71大和田敢太｢平等原則と差別禁止原則の交錯-オランダ平等法の示唆｣彦根論叢第369号(2007

午)48頁によると､裁判例では､ ｢平等｣と｢差別(禁止)｣とは同意ではなく､また､ ｢平等｣概

念と｢差別｣概念にも多様性があるとしている｡
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人の意思や努力によってはかえることができない不可変の属性を理由とする差

別を｢平等｣といい､ ②本人の意思により非正規雇用を選択したとしてもその

雇用形態を理由とする差別を｢均等｣という｡そして､ (丑のように合意による

ものではものと､ ②の合意によるものを､包括的な意味で｢差別｣という｡

【図1】 ｢平等｣･｢均等｣及び｢差別禁止｣との関係

-  Ā

①② ①差別禁止:合意のない場合と合意のある ③ Ā

②平等:人権などのように合意のない場合  Ā

③均等:雇用形態のように合意のある場合  Ā

第1款　平等

第1項　平等の概念

平等思想は､中世時代には｢神の前の平等｣ ､近代国家の成立以来には｢法

の前の平等｣として発展した｡平等とは､一般的には､ ｢等しいものを等しく､

等しくないものを等しくなく扱うこと｣ (等しく扱われないこと､すなわち､

差別されることは､人権を著しく傷っけられることでもある)であり､アリスト

テレス715の基本原理に基づいている｡こうしたアリストテレスの平等概念は､

7;Jアリストテレス(高田三郎訳) 『二コマコス倫理学(上)』 (岩波文庫､ 1971年)174頁以下｡アリ

ストテレスは､正義を配分的正義と矯正的正義に分けているが､ここでいうのは配分的正義で

あり､人は何らかの価値に比例するものを配分されるべきであるとする考え方である｡

27



公正に関する一般人の情緒と一致することで､長い間､平等を説明する叙述語

として使われている76｡

平等は､法適用の平等を意味する形式的平等と､法内容の平等を意味する実

質的平等と区分され､個人の条件に関わらず､すべての人をすべての面で常に

平等に待遇する絶対的平等と､同一条件のもとにおいて平等に扱う相対的平等

と区分される｡一方､保護対象の範囲をめぐって機会の平等と結果の平等に分

ける｡

まず､機会の平等は､同一の出発点で競争に参入できるように保障すること

を意味する｡平等を出発線上の自由を保障する機会の平等として理解する｡そ

うすると､国家は､特定の事由を理由とする差別を禁止し､そのような差別か

ら保護する差別禁止法制を設ける｡このように差別禁止法制の目的を国家が機

会の平等を保障するものと理解する観点は､理念的に自由主義から由来するも

ので､個人の意思と市場の機能を重視し､国家の過度な関与には批判的な立場

もある77｡

次は､結果の平等は､使用者の差別意思による個別的な行為を規制すること

に留まるものではなく､雇用機会又は賃金の再分配等を通じて発生する格差を

是正しようとすることを意味する｡平等を結果の平等で理解すると､国家は､

個別使用者の差別的意思による行為のみを規制するのに留まるものではなく､

過去の差別を是正するために､より積極的な手段を設けなければならない｡結

果の平等は､個人より集団を重要視するもので､間接差別禁止78や積極的な是

7G平等と正義との関係でよく引用される理論は､ロールズの正義論である｡ロールズの正義の原

則は､前提として､すべての人は､同等な基本的自由を 大限享受しなければならない(平等な

自由の原則)｡そして､社会的不平等は2つの前提条件の下で認められる｡まず､ も不利な立

場にいる人たちに利益が戻るようにしなければならないという｢差等の原則｣と､次に､社会

的地位に接近する機会が平等に付与されなければならないという｢機会均等の原則｣がある｡

平等に関する議論で重要な意味を持っ格差原理(differentiate principle)によると､個人の成

功が遺伝的･社会的偶然によって決定されるのは､道徳的観点から見て望ましくないので､個

人の才能を社会的共同資産として考える(田中成明･竹下賢･深田三徳･亀本洋･平野仁彦編『法

思想史〔第2版〕 』 (有斐閣､ 1997年)247頁以下:荒木尚志･大内仲裁･大竹文雄･神林龍編

『雇用社会の法と経漕』 (有斐閣､ 2008年)212頁)0
77東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法』 (有斐閣､ 2003年)70頁以下参照:安部圭介｢差

別の禁止の基礎にあるもの-アメリカ法における｢平等｣からの示唆｣法律時報79巻3号(2007

午)38頁(個人の自由を重要視する米国の場合､法の平等な保護は､すべての人たちに機会の平

等が保障され､法の前にすべての人が平等な権利を持つ｡すなわち､結果の平等や特定集団の

権利を保障するものではないという立場を維持することで､平等を機会の平等として理解しよ

うとする傾向が支配的である)｡
7澗接差別は､適用した基準自体は中立的であるが､これにより特定の少数者集団に不利益な結

果をもたらす場合､これを差別であるとみる概念である｡間接差別を予防するために､雇用主
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正措置は､結果的平等概念を反映したものであるといえる｡しかし､積極的是

正処置は､他の差別論争をもたらす恐れがあるために積極的是正措置が正当化

されるためには､過去の具体的な差別と密接につながっていなければならない

79

0

第2項　日本における平等

1.平等待遇義務説

平等待遇原則を社会的差別の禁止とは異なる規範と位置づけたうえで､雇用

形態という契約上の属性に基づく異なる取扱いについては､民法第1条2項の

信義誠実の原則に従って､他の原理や原則に基づいて正当化される場合を除い

ては､使用者は､労働条件を不平等に待遇しない義務を負うという平等取扱義

務からアプローチするべきとする平等待遇義務説である80｡毛塚勝利81は､平等

取扱いとは､企業という生活空間を支配する使用者に､自らの権能を窓意的に

行使してはならず､すべての労働者に公正に行使することを求めるものである｡

その中でも､雇用形態差別に対する平等取扱い義務として､同一の計算基準に

基づく賃金制度をとることが原則として求められる(同一賃金制度原則)が､異

なる賃金制度をとることに合理的理由が認められる場合でも､時間的経過のな

かで制度間の調整を行うこと(制度間調整原則)や､異なる制度にある者の間の

処遇に均等を失していないように調整すること(均衡処遇原則)が要請されると

や施設及びサービス･提供者は､特定な基準や行為が少数者の集団に著しく不利な影響が及ばな
いように合理的な便宜を提供することを実質的に求められることになる｡この間接差別を明文

化した立法例としては､男女雇用機会均等法5条及び6条(性別を理由とする差別を禁止)があ
る｡間接差別は､従来性別差別及び人種差別に対して適用されてきたが､これらに適用対象を

限定しなければならない理由はない｡これらの差別事由以外においても直接差別を回避する行

動を使用者が取ることはありうるのであり､これに対応するために､間接差別の禁止の範囲を

広げていく必要がある｡
70 例 え ば､ city of Richmond v. J.A.Croson, 488 U.S. 469(1989) で､ 人 種 割 当 制 は､ 一 部 市 民

が競争に参加する機会を剥奪するものであるが､過去に差別されたという漠然な主張だけでは

人種割当制を正当化することができないと判断した(安部･前掲注(77)40頁)｡
HO毛塚勝利｢平等原則-の接近方法｣労働法律旬報第1422号(1997年)4頁以下:毛塚勝利｢労働

法における平等-その位置と法理｣労働法律旬報第1495 ･ 1496号(2001年)49頁以下｡
Hl毛塚勝利｢労働法における差別禁止と平等取扱-雇用差別法理の基礎理論的考察｣山田省三･

石井保雄『労働者人格権の研究(下)角田邦重先生古稀記念』 (信山社､ 2011年)22頁｡
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する｡すなわち､人間社会での不平等の感情は､同じ場所での生活を前提に形

成されるため､使用者は､同じ場所で働く非正規雇用労働者を平等に扱う義務

を負うとする｡また､非正規雇用労働者の勤続期間が長くなると､他の構成員

との均等待遇に対する非正規雇用労働者の期待が高まることになり､これに相

応して､使用者の平等待遇義務は大きくなるとする82｡したがって､非正規雇

用労働者が入社当時､自分の意思に基づいて労働条件の格差を承認したとして

も､使用者が格差を維持する場合には平等待遇義務違反になるという83｡

同見解は､公序を｢絶対的一般的公序｣と､ ｢相対的限定的公序｣に分け､使

用者と労働者が労働契約を締結することにより成立する雇用関係に適用される

均等待遇原則は､ ｢相対的限定的公序｣であるとする別｡均等待遇原則が､ ｢相

対的限定的公序｣であるという点で､均等待遇原則は､雇用関係の他の重要な

原則(能力と成果に応じた処遇､契約の自由､団結の自由)と組み合わせを考え

るべきである｡したがって､団体交渉の結果の組み合わせによって獲得した労

働条件については均等待遇原則を自動的に非組合員に適用してはならない｡労

働組合と合意したという事実だけを理由に､均等待遇原則の適用を排除すると､

会社と労組の合意により不合理な格差を是正することができなくなるので､平

等待遇説もこのような場合まで適用を排除するものではないようである｡

同見解は､社会的差別禁止と均等待遇を異なる概念であるみる一方､企業組

織-の帰属を均等待遇原則の根拠とすることに特徴があるが85､ある程度の時

H2平等待遇義務説と異なる観点からみる日本労働組合総連合会は､少なくとも初任給から均等待

遇は守られるべきであるという｡その理由は､職務給ではなく賃金体系を採択する場合でも､
入社当時の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の経験(能力)には差異がないので､非正規雇用

労働者の初任賃金は正規雇用労働者の初任賃金の時間換算額を下回ってほならないとする｡陳

浩展｢パート労働側から見た改正パートタイム労働法の評価と問題点｣季刊労働法220号(2008

午)81 頁｡
ボ3 【事件311】丸子警報器事件判決(長野地裁上田支部判決平成8.3.15労働判例690号32頁､第

3編第2章参照)でも､一定期間以上勤務した臨時社員に対しては､年功序列という要素も正規

雇用労働者と同じように考慮すべき｣であると判示しながら､長期間持続された賃金格差は公

序違反であるとみている｡西村健一郎も､同じ業務を正規雇用労働者と臨時社員が混在して実

行することが一時的であったなら､特に問題はないが､長期間継続した点に問題があると指摘

している(西村健一郎･安枝英諦｢判例法理の検討一女性臨時社員と正規雇用労働者の賃金格差

と公序良俗違反の成否｣日本労働研究雑誌439号(1996年)24頁)｡また､労働関係において使

用者が労働者に対して優越的な地位にあることを考えれば､人を平等に扱うという要請は使用

者にも向けられなければならないとしている(西谷敏｢短時間労働者の均等待遇をめぐる法政

策｣日本労働研究雑誌518号(2003年)61頁)｡
Hl毛塚｢平等原則-の接近方法｣ ･前掲注(80)4頁以下:毛塚｢労働法における平等-その位置と

法理｣ ･前掲注(80)49頁以下｡
H･rj大木正俊｢非典型労働者の均等待遇をめぐる法理論｣季刊労働法234号(2011年秋)235頁｡
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間が経過した後に､どの程度の待遇をするのかが明確ではないという点で限界

があると思われる｡

2.憲法上の平等

憲法14条1項は､ ｢すべて国民は､法の下に平等｣であると規定して､平等

原則を保障している｡これは､法の規律の対象となる国民は法の下で公平に待

遇されなければならないという憲法上の原則として､国家が本質的に同一のも

のは平等に､異なるものは不平等に待遇することにより､人間の尊厳を保障し､

正義を実現する原理であるといえる｡憲法14条1項は､すべての平等原則の基

礎を成す根拠規定であり､同条項で保障する平等は､尊厳と価値を尊重しなが

らも個人の能力と努力による多様な差異を認定する相対的平等としての性格を

もつ｡平等原則は､一切の差別的待遇を否定する絶対的平等を意味するもので

はなく､合理的根拠のない差別をしてはならないという相対的平等を意味し､

合理的根拠のある差別かの可否は､その差別が個人の尊重という憲法原理に反

しない､また正当な立法目的を達成するために必要かつ適正なものかを基準と

して判断されなければならない｡

平等権は､憲法13条が保障する個人の尊重及び幸福追求権とともに基本権保

障において二つの軸を成している｡平等権は､個人の自由な領域を設定し､こ

れを侵害する国家の行為を禁止したり､特定な行為を要求する他の基本権と区

別される｡平等権は､比較を属性とする権利で､国家が個人の自由をどれぐら

い制限するかを問題にすることよりは異なる待遇をする基準と論拠の正当性が

問題となる｡平等の対象は､様々な類型の自由と権利である｡したがって､平

等を制限するようになれば､その対象となる自由と権利も制限されることにな

る｡平等権が問題となる事例を見ると､職業の自由､財産権など個別的自由権

が同時に問題になっていることを分かる｡これは平等の問題が常に自由と権利

の問題を同伴するということを意味する｡平等権と他の基本権が競合してどの

ような基本権を優先するかの問題がなる場合は､審査の対象と内容により密接

な関連性を持った基本権を優先的に適用し､他の基本権の価値も一緒に考慮し
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なければならない｡例えば､社会的少数者の自由侵害の可否を審査する場合に

少数者が経験している不平等構造も一緒に考慮しなければならない｡

憲法14条1項は､平等以外にも人種､信条､性別､そして社会的身分を理由

とする差別禁止を直接規定している｡すなわち､個別的平等原則規定であると

いえる｡個別的平等原則規定は､憲法14条1項で保障される平等原則をより具

体化することによって特定領域を特別に保護しようとする条項であるといえる｡

第3項　韓国における平等

1.平等待遇理論

平等待遇理論は､同一の状況にある者を同等に扱わなければならないという

理論であるW'｡同理論は､すべての人間が､性別､皮膚の色､政治的な信念等

とは関係なく､個人的資質に応じて処遇されることを求める｡すなわち､労働

能力が低いなどの理由で異なる取扱いを行うことは認めるが､個人の能力や資

質に対する偏見や固定観念に基づいて異なる取扱いを行うことは差別に該当す

るとしている｡

差別は､人間が社会を形成して以来存在し､これが深刻な水準に達したと認

識されたときに､これを解消するための法制度が設けられてきた｡差別禁止の

対象は､奴隷制度､人種差別などから出発し､現在､立法形態には差異がある

が､性別､宗教､年齢､障害､社会的な身分､人種､皮膚色､出身国､出身民

族､出身地域､容貌などの身体条件､婚姻可否､家族状況､同性愛など性的性

向､病歴､政治的な見解などについて差別禁止の対象とされるようになってい

る｡

韓国の場合､人種差別の問題は生じなかったが､問題とされたのは､伝統的

な儒教社会に起因した士農工商や､男女間の差別(性差別)などであり､日本と

同様に､社会の発展や権利意識の向上などを受けて､近年では､差別禁止が論

じられる対象は､女性､障害者､学歴､非正規雇用労働者､外国人勤労者など

Hf一子oot土号判事司『11%斗望iil ol胡』 (2006 I-i)34　号(中央労働委員会『雇用差別の理解』

(2006 年)34 頁)｡
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に広がっている｡

平等待遇理論からは､職務遂行で必要とされる技術､努力､責任及び作業条

件など客観的な条件が同一であれば同一な待遇をすべきことの論理的な根拠を

導き出すことができる｡この観点から､非正規雇用労働者に対する差別の禁止

に関する新たな理論的根拠を導くことが可能と考えられる｡

2.憲法上の平等

憲法11条1項は､ ｢すべての国民は､法の前に平等である｡いかなる者も性

別､宗教又は社会的な身分によって政治的､経済的､社会的､文化的な生活の

すべての領域において差別を受けてはならない｣と規定する｡この規定の形態

や文言上の包括性などを勘案して､この規定が一般的な平等原則を定めている

と解する見解があるR7｡

この見解によれば､憲法11条1項は､立法者が法を制定する際に遵守しなけ

ればならない平等の具体的内容を明示しておらず､この点を明確にしなければ

ならない課題を有している｡しかし､これを理由に平等権の保障が宣言的なも

のにすぎないと解することには反対する｡平等原則は､憲法で定められた国民

の基本権保障に関する 高の原理として､国が､立法の制定や法の解釈又は執行

にあたり従うべき基準であると同時に､国家に対して合理的な理由なく不平等

な待遇をしないことと､平等な取扱いを要求することができるというすべての

国民の権利と解すべきとするのである｡

但し､平等原則は､一切の差別的待遇を否定する絶対的な平等ではなく､立

法や法の適用において合理的な根拠のない差別をしてはならないという相対的

な平等を意味するR8｡合理的な根拠の有無は､当該差別が人間の尊厳性を尊重

するという憲法の原則に反するか否か､及び正当な立法目的を達成するために

必要かつ適正であるか否かを基準にして判断される89｡また､国民の基本権に

H7聖書司･ 7otAa印･ -Rl音千･ 7C,t̂J司『1jlRc,]青司　斗望音スl　せせ71吾｡9　%cEMl　せせ　Q]L干』

( 音ooT ヒ 号 朝 里 司,2006 　td) 7 　 号( 朴 ジ ョ 　 ン フ イ･ 妾 成 泰･ 全 ユ ン グ･ 妾 ソ ン フ イ

『非正規職差別禁止判断基準及び運用に関する研究』 (中央労働委員会､ 2006年)7頁)｡
tlH 憲 裁1998.9.30 宣 告98 憲 ガ7,96 憲 バ93( 併 合) 決 定: 1998.ll.26 宣 告97 憲 バ31 決 定:

1999.5.27 宣 告98 憲 バ26 決 定 な ど｡
HO 憲 裁1994.2.24 宣 告92 憲 バ43 決 定: 1995.2.23 宣 告93 憲 バ43 決 定 な ど｡
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関する差別の有無が争点となっている場合には､当該差別の目的が憲法に合致

する正当な目的であり､差別が争われている基準とその目的の実現との間に実

質的な関係が存在すること､差別の程度が適正なものであることが必要となる

90

0

本論文で問題となるのは､ ｢社会的身分｣に雇用形態が含まれるか否かである｡

この点について通説及び憲法大法院は､後天的身分説91をとっている｡憲法大

法院92は､ ｢憲法11条1項での差別禁止事由として規定されている｢社会的身

分｣とは､社会で長期間にわたって決められる地位として､一定の社会的評価

を伴うことを意味する｣としている｡

但し､憲法に規定される性別･宗教･社会的身分は､例示的な列挙に過ぎな

いと解されている｡

第2款　均等

一般的な均等待遇の原則は､本来､全ての労働者が均等な待遇を受けること

を意味する｡同原則は､労働法上の一般原則として､強行規定ではない｡つま

り､一般的な理念又は労使関係においてゆるい基準として同原則の違反につい

て直接的に制裁が加わるものではない｡したがって､賃金などが使用者と労働

者の合意によって契約書に明文で規定されている場合又は団体協約に別途の約

定がある場合には同原則の効力は及ばないとした93｡しかし､ 【事件3-1】丸子

警報器事件9′tで､労働基準法3条､同法4条の根底にある均等待遇の理念に反

して違法である判断した｡本判決は､臨時社員と正社員の賃金格差の違法性を

認めた 初の判決であり､日本社会に新鮮な衝撃を与えた｡しかし､均等待遇

9 ° 憲 裁1989.5.24 宣 告88 憲 ガ37,96( 併 合) の 決 定: 1996.8.29 宣 告93 憲 バ57 決 定｡

ql先天的身分はもちろん､使用者､勤労者､帰化者､前科者などのように後天的に獲得した身分

も含まれる見解である｡
02 憲 裁1995.2.23 宣 告93 憲 バ43 決 定｡

93水町勇一郎『パートタイム労働の法律政策』 (有斐閣､ 1997年)96頁｡

朋長野地裁上田支部判決平成8.3. 15労働判例690号32頁(第3篇第2章参照)｡
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理念の法的根拠が明確でないという批判がある95｡この事件は､短時間労働者

などに対する差別禁止条項が明文化される前に短時間労働者の差別が均等待遇

原則によって保護を受けることができるかどうかが争点となった｡すなわち､

均等待遇原則から短時間労働者と通常労働者の均等待遇を引き出すことができ

るかについて議論があった｡

一方､韓国における一般的な均等待遇とは､労働関係上､一般的な差別禁止

義務と関連して､使用者は､特定の差別禁止規定が存在しなくても､比較可能

な状況に置かれている労働者を合理的又は客観的な理由なしに異なる扱いをし

てはならない､という一般的な均等待遇義務を負担すると解されている｡その

根拠は､労働者の人格的利益の侵害を禁ずる付随的義務と就業規則の内容統制

理論に求められている96｡

労働者の人格的利益を侵害してはならないという付随的義務の要諦は､従属

的な労働自体は､人間の尊厳と価値及び人格権を侵害するものではないが､使

用者のように優位にある者が劣位にある労働者に対して窓意的な権限行使をす

る場合には､少なくとも自己価値防御権ないし一般的な人格権の侵害がありう

るという点にある｡

就業規則の内容統制とは､通常の約款の場合でも交渉の構造的な不均衡を調

整し､実質的な契約自由を確保するために約款規制法による内容統制が一般的

に認められるように､使用者が一方的に作成する就業規則に対しても､使用者

と個別労働者の間の構造的な非対等性をふまえてその適格性に関する統制を行

うことが可能であり､その限度で､使用者は､労働者に対して､均等待遇義務

ないし差別禁止義務を負担するというものである｡しかし､使用者の優越的な

95均等待遇原則は､同一労働･同一賃金原則とは区別される差別禁止原則であるが､現行法上そ

の法規制は一定事由に限定されていて､公序という一般法理を通しての規制はありうるが､公

序になりうる差別禁止は男女平等のよう普遍的な基本的人権として認めうるもののはずである｡
しかし､パートタイム労働についての均等待遇原則は､労働市場の柔軟性と社会的公正さにつ

いての考え方によって異なる､各国の労働市場政策の問題であって､公序と考えるべき性質の

ものではなく､本事件のような疑似パートの低い労働条件を放置するのは､確かに社会的不正

義であるようにも見えるし､判決の指摘する正規雇用労働者-の転換ないし臨時社員の年功的
処遇は､健全な雇用管理の方法として推奨されるべきものではあるが､しかしながら､それは､

まさしく非正規社員の集団的労働条件として労使間の交渉事項であり､裁判所が権利義務とし
て裁判できる事柄ではないという見解95は､ ｢同一価値労働同一賃金原則｣の公序性を否定し､

正規･非正規雇用労働者間の均等待遇原則は法政策によるべきものではなく､労使間の交渉に

よるべきものであると主張した(菅野･諏訪･前掲注(3)113頁)｡
96巻喜子｢ヨ呈亜71loll人1311音吉相♀望司oll尊重里子｣ 11司ql卑jjl中人tt一昔(2004 I-a)12号(全

ユング｢勤労関係での均等待遇原則に関する研究｣高麗大学校博士論文(2004年)12頁)0
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地位を根拠に付随的義務を認めることは､使用者がそのような地位に無い場合

の説明が困難になる｡また､就業規則の内容統制理論も､就業規則の作成義務

がなく就業規則が存在しない場合には､均等待遇義務を説明することができな

いという欠点がある｡

第3款　差別禁止

第1項　差別の概念

一般的な差別又は差別的待遇については､これを合理的な理由なく､特定の

労働者を他の労働者より不利に扱うことと定義する見解97や､同一又は類似の

状況で､比較対象者と比べて非好意的に扱うことと定義する見解がある98｡一

方､他の労働者より不利に扱われても勤労の内容､性質､形態､勤務の成績､

態度､成果等合理的な理由がある場合は､差別に該当せず､労働組合の組合員

を団体協約によって非組合員より有利に扱うことも差別には該当しないと判断

している99｡

このような差別の概念は､その社会における伝統､歴史､文化的な背景､支

配的な差別類型などに応じて異なる｡現在､一般に用いられる差別という用語

は､強い否定的な語義を持っているが､元々の差別(discrimination)は､区別

をやりこなす能力(弁別力)を指す中立的な用語である｡差別が人々を区別する

特別な方法であり､これに一般的に否定的な意味が与えられるようになったの

は比較的 近である｡

労働関係での差別に関する理論は､主に男女差別禁止と関連する分野に集中

してきたが､ 近では､雇用関連全般にわたって差別禁止に関する研究が活発

に展開されている｡以下では､差別の概念を明確にするために､その差別の発

生原因は何か､また､差別をなぜ非難することができるかについて検討する｡

9703子音『土音望』 (年増人工2007td)356苧(林鍾律『労働法』 (博英社､ 2007年)356頁)0

9日せ号音oc,tヒ%朝型司(韓国中央労働委員会) ･前掲注(86) (2006年)32頁｡

9リ韓国大法院199l.4.9宣告,90ダ16245｡
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差別は､ ①性別､人種等を理由とする差別と､ ②雇用形態を理由とする差別

から始まっている｡まず､ (丑の場合は､性別､人種等に対する偏見､又は人件

費を減らそうとする経済的動機が原因になる｡もちろん､その二つの要素が複

合的に作用する場合もあり､不純な経済的動機を偏見で合理化する場合もあり

得る｡

そして､思想又は組合員を理由とする差別の場合には､偏見又は他の労働者

たちに影響を遮断したり､さらには､組合を瓦解させようとする不当労働行為

の意思が原因になる｡したがって､思想又は組合員を理由とする差別の場合に

は､差別が賃金及び労働条件で留まるものではなく､解雇､転勤､組合から脱

退勧誘など多様な形態で発生することになる｡

そして､ ②の場合は､ ①と異なる経済的動機が原因になる｡例えば､使用者

は､円滑な雇用調整の必要性､人件費削減による競争力確保のため､労働者の

一部を非正規雇用労働者で構成しようとする｡雇用形態を理由とする差別は､

偏見より経営戦略によって事前に計画されたものであると見られる｡

上述①と②の動機から発した差別は､社会的に非難を受ける理由又は非難を

受けなければならない理由は､差別が使用者の偏見又は利潤から発生したから

である｡使用者の利潤動機は自然なことであり､市場経済維持のためには尊重

されなければならないが､その程度が過ぎて差別に至ると､これは憲法が保障

する 高の価値である人間尊厳性を穀損することだけではなく､当事者の利益

を均衡に考慮しなければならない契約の公正性を侵害する結果をもたらす｡

まず､人間の尊厳性穀損とは､人間はそれ自体として尊厳し､価値のある存

在であり､幸せに生きる権利を持っている｡憲法で人間の尊厳と価値は､すべ

ての基本的人権の 終根拠であり､理念的基礎となる｡人間が尊厳し､価値の

ある存在になるためには自由でなければならず､平等に待遇を受けなければな

らない｡もし､個人の生が人種､性別など本人の意思と努力によって変えるこ

とができない事由ないし偶然の事情によって決定されると､人間の尊厳性は大

きく穀損される｡合理的な理由なく雇用形態のみを理由に使用者が非正規雇用

労働者を不利に扱うことも､非正規雇用労働者の人間としての尊厳性を穀損す

ると見られる｡ということは､人種､性､雇用形態の差異などは､それ自体で

職業能力と提供する労働と何の関係がないという点では本質的に同じであるか
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らである｡人種､性､雇用形態の差異などを理由に労働者の採用､労働条件の

決定などで差別することは人間として尊重しないものであることだけではなく､

同じものを異なる待遇することで､正義の原則に反する結果をもたらす｡

また､すべての国民は幸せを追求する権利を有する｡労働者は､職場で自分

の能力を発揮して､向上･発展させることで自分の存在を確認して自分の価値

を実現する存在である｡しかし､使用者から合理的な理由なしに不利に待遇を

もらうことになると､仕事を通じた自己実現に深刻な影響を受けることになり､

これは憲法で規定している個人の尊厳と幸福追求の権利を穀損することになる

100｡差別は人間を人種､性など属性によって評価することにより個人として尊

重せず､合理的な理由なく差別することで､人間が社会的生活を営むことにお

いて不可欠な雇用､教育など基本的権利を侵害したり､侵害する可能性がある

ために101社会的に非難されなければならず､禁止されなければならない｡

そして､契約の公正性侵害とは､一般的に契約は当事者が合意したものなの

で､公正であるだろうと思われがちであるが､実際の契約は､優越な地位､契

約と関連した情報の差異､交渉力の差異などにより公正に行われていない場合

が多い｡雇用関係においても使用者と労働者はお互いに対等な立場で互いの利

益が均衡を実現するように労働条件を決定しなければならず､使用者は労働者

が提供する労働の評価を根拠にそれに応じる賃金を提供しなければならないだ

けではなく､労働者間で衡平が維持されるように労働条件を決定しなければな

らない｡

しかし､現実では使用者が契約上優越な地位を利用して労働契約の内容を有

利にしたり､偏見又は人件費削減に向けて合理的な理由なしに非正規雇用労働

者を差別する場合が少なくない｡したがって､労働契約の内容が､労働者に一

方的に不利であったり､利益の均衡が著しく崩れたり､非正規雇用労働者を合

理的な理由なく差別した場合には､契約の公正性の実現に向けて､国家が介入

する必要がある｡私的自治の原則は､私法関係で基本的でありかつ重要な原則

であるが､このような原則も憲法が保障する基本権の理念に合致しなければな

EOO川田知子｢雇用形態間の均等待遇の特質｣ 『労働者人格権の研究下巻』 (信山社､ 2011年) 116

頁｡
101毛塚･前掲注(81)5頁～6頁参照｡
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らない102｡労働法学でも契約規制の根拠と関連して民法での議論103を基に､経

済的合理性よりは契約の定義を強調して合理的な理由がない差別を禁止しなけ

ればならないという見解と､自由な自己決定を確保するために契約を規制する

必要があるという見解が提起されている104｡

第2項　雇用関係における差別

雇用形態を理由とする差別を禁止する個別的な法制定について反対する見解

がある｡これは､雇用形態を労働者の意思と努力によって変えることができな

い属性であると限らないからである｡しかし､非正規雇用労働者が正規雇用労

働者-の転換が容易ではない社会的状態に置かれているという事実は否定でき

ない105｡さらに､非正規雇用労働者の低い賃金と雇用の不安全性は､ワーキン

グプアの直接的な原因になっており､正規雇用労働者に比べて低い賃金が公正

であるのかについて疑問が提起されている｡このような状況が持続されれば､

社会統合に悪影響を及ぼす恐れがあり､社会の不安要素になる106｡ワーキング

プアを解消し､労働者の能力と貢献によって評価される公正な雇用関係の実現

と社会の統合をためには､国家の立法的関与が避けられないと思われる｡

また､雇用形態の多様化が企業だけではなく､労働者にも有益な制度として

定着されるためには､合理的な理由がない差別は厳格に禁止されなければなら

1('2憲法上の基本的人権は､原則的に国家から個人を保障するものであるので､労働関係のような

私人間の関係には直接的に適用されない｡しかし､労働関係は使用者と労働者の交渉力の差異

などに照らしてみるとき､国家と個人との関係で類似点があるので､憲法上の平等原則が適用

されなければならない(荒木･大内･大竹･神林･前掲注(76)212頁)｡
10･弓契約規制の根拠に関して民法の領域では､ ①契約の定義を規制の根拠とする説､ ②人間が生き

る共同体の内在的規範によって契約に対する規制が要請されるという説､ ③権利又は自由の保

護を規制の根拠とする説､などが議論されている(川田知子｢有期労働契約の法的規制新たな
構想一正規･非正規の新たな公序に向けて-｣日本労働法学会誌107号(2006年)62頁)｡

…川田･前掲注(103)63頁｡

川5こうした理由として雇用形態を理由とする差別も自分の意思と努力によって変えられない性､

人種と一緒に人権の問題として扱わなければならないという見解もある(西谷敏『人権として
のディーセント･ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)』 (旬報社､ 2011年)186頁:緒方桂

子｢雇用形態における均等待遇｣日本勢働法学会誌117号(2011年)38頁など)｡
l''一一ある食堂で非正規雇用労働者として働くある若者は｢私は希望がない. 10年後の未来がみえな

い｡私はこれ以上の地位上昇が不可能なので､私のような人が目につかないように､より多く

の人が非正規雇用労働者になったらいいね｣とした｡生活に疲れた若者の毒舌で夢を失った青

年に対する憐情を越えて怖いと感じられた(門倉貴史　『ワーキングプア』 (宝島社新書､ 2008

年)156-157 頁)｡
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ない｡どのような雇用形態を選択しても､労働条件に差別がない場合に労働者

が自分の生活与件及び必要に応じて自由に雇用形態を選択でき､雇用関係で自

己決定権を実現できるためである｡これと関連して雇用柔軟性を資本と経営の

必要に応じて労働という要素を､より効率的に使用しようとする資本の観点か

らではなく､労働の観点で実現しなければならないという見解がある107｡この

見解によると､労働者が必要に応じて雇用形態を短時間労働者-転換するなど､

労働者の簡易で雇用の柔軟化が行われなければならないとする｡労働者の観点

で雇用の柔軟化が図られるためには､雇用形態を理由に差別が禁止されなけれ

ばならない｡

一方､雇用政策の観点は､女性の経済活動参加が増えて企業の経営環境が急

変する状況で標準的な雇用関係だけでは企業と労働者の需要に合致し難い｡企

業は一時的な人材のニーズに効果的に対応することができ､労働者は仕事と家

庭生活を並行できるという多様な雇用形態が必要である｡しかし､非正規雇用

労働者ということを理由に､合理的な理由なしに､労働条件で不利な処遇を受

けると､非正規雇用労働者の多くは正規雇用労働者-の転換を希望することに

なる｡正規雇用労働者-の転換を希望する労働者が多いほど､真の意味で雇用

形態の多様化が実現されたと見ることはできない｡非正規雇用労働が悪い雇用

又は仕方がなく雇用することなく､企業と労働者全員に必要な雇用形態として

定着するためには､合理的な理由のない不利な処遇は厳格に禁止されなければ

ならない｡雇用形態を理由とする差別禁止の法制は､企業が経営与件によって

多様な雇用形態を選択できるようにする一方､労働者がどのような雇用形態を

選択しても正規雇用労働者と均等待遇を保障することとして柔軟で公正な労働

市場の形成に貢献する｡

第4款　｢平等｣･｢均等｣及び｢差別禁止｣との関係

差別の解消がこれ自体が目的なのか､また､他の目的や価値を実現するため

1°701望司｢t]l瑠寸土音9]望召旦互iil州召膏-♀Q]LOJ瑠JA391幸子｣土音増望干Rll ll互(2001 Ld)

3 　 号( 李 元 薫｢ 非 正 規 労 働 の 法 的 保 護 の 新 し い 傾 向 一 柔 軟 安 定 性 追 求｣

労働法研究第11号(2001年)3頁以下)0
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の手段であるのか､特に平等の価値を実現するための手段であるのかなどにつ

いて､長い間議論された｡

差別と平等は､同じ意味であると思うが､差別禁止規範の目的は､基本的人

権の確保にある一方､平等規範は､特定の生活空間の支配者(雇用関係において

は､使用者)の窓意性排除にあるとし､差別と平等は規範の性格や目的等で異な

るという見方もある108｡

そして､均等待遇と差別禁止の差異と関連して差別禁止の形式は罰則を賦課

しやすく､規範の程度が高く感じられることだけで､法律効果で均等待遇と差

別禁止は実際的に差異がないという見解109､差別禁止規定の達成目標である平

等という差別が形式的に禁止されている状態であるという見解110､そして､一

般的に均等待遇といえば､均等待遇をしなければならないことを意味するが､

具体的には合理的な理由なく他の労働者や労働者集団に対する待遇に比べて差

別しないことをいう見解111､平等が要求する内容が合理的理由がない差別を禁

止するものであるため､差別と平等は､コインの両面と同じであるという見解112

などがある｡

差別禁止形式の法制が特定の行為を禁止(～してはならない)している反面､

均等待遇の形式の法制は特定の行為を要求(～しなければならない)の形式を取

っている｡このような法文の形式から見て､均等待遇が差別禁止よりも積極的

な行為を要求する概念で理解することができる｡

例えば､障害者の場合､障害者に作業補助施設などが提供されれば､障害者

が他の労働者と同一の労働提供が可能な場合には､そのような作業施設などを

提供するようにする配慮義務を使用者に課しているが､このような配慮義務も

均等待遇の一つである見ることができる｡その理由は､機会の均等を実質的な

機会の均等として理解しなければならず､障害者の場合は､障害を解消できる

作業補助施設が設けられた状態が実質的な機会の均等が成り立っているとみな

10H 毛 塚･ 前 掲 注(81)9 頁 ～11 頁｡

】oリ和田肇｢今なぜ雇用平等法を問題にするのか｣日本労働法学会誌第117号(2011年)3頁｡

1川浅倉むつ子『労働とジェンダーの法律学』 (有斐閣､ 2000年)180頁｡

=召司t]n 『土音望(711 21せ)』 (中 旬̂T-, 2012 td)220号(金亨培『労働法(第21版)』 (博英社､

2012 年)220 頁)｡

Il2 三% せ 『j1% オ 望 音 スl 増91 号Rllt]1 立:Cg ロl 増jlill 　 望 召･ 杏 胡9] 斗 望 音 ス19Ll 　 増Rll 喜

子̂j旦呈』を号ヒ%9]._干肇(2004 I-i)3　苧(趨龍晩『雇用差別禁止法の国際比較一英米法系の

年齢･障害の差別禁止の法制を中心に-』韓国労働研究院(2004)3頁)0
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ければならないからである｡均等待遇と差別禁止は､均等待遇が差別禁止を包

摂する広い概念として､意味に多少の差異はありうるが､本質的な差異はない

ことで､どの方式を選択するかは保護対象の性格が何かによって変わる余地が

ある｡

一方､雇用上の差別問題を平等の観点で眺める方式の問題点と限界を指摘し､

労働権の観点から平等を眺めなければならないという見解がある113｡平等原理

の下で差別はそれが不平等の形態あるいは機会不均等を招くために問題がある｡

したがって､非差別は人たちが同等に扱われたり､同等な機会が与えられたと

きに満たされる｡しかし､労働の価値の下での差別はそれが人々の労働生活に

否定的な影響を持つために問題となる｡例えば､働く人々に性や人種を理由と

する雇用上の差別は労働の価値を実現する機会を剥奪すること又はこの価値の

実現を阻害する不利益待遇を意味する.Il°

一般的均等待遇の原則は､本来すべての労働者が均等な待遇を受けることを

意味する｡同原則は一般的な理念又は労使関係においてゆるい基準として同原

則の違反について直接的に制裁が加えられているわけではない｡一方､差別禁

止は､性別､思想､国籍など特定の事由に基づく差別を禁止するもので､差別

禁止の規定に反する合意又は行為は無効になったり違法になり､罰則が課され

るなど､明確な法律効果が発生する115｡また､一般的均等待遇の原則と法律に

根拠を置いた差別禁止ないし均等待遇は､規範の明瞭性､保護対象の確定性な

どの差異がある116｡労働者保護のため一般的均等待遇の原則を広く認めるのか､

法律関係の安定のために厳格に解釈するかについては､定義に関する自然法思

想と法実証主義議論のように､これからも論議が持続されるものであるだろう｡

":i ̂j瑚ZJ ｢勇吉中　土音更011己71せ(望ロ1)ヱ%ヰ望増91 7Tj1喜召　01胡｣ ̂1%tn卑立上昔増

9]L千句瑚　26　互(2009 I-i)227　号(沈載珍｢平等権と労働権に根拠した(英米)雇用差別法の

価値論的理解｣ソウル大学労働法研究会第26号(2009年)227頁)｡
]llJ 召 瑚XJ( 沈 載 珍) ･ 前 掲 注(113) 227 頁｡

‖1-1西谷･前掲注(105)191頁｡

1川一般的均等待遇の原則を具体的な事案に適用するためには相当程度の価値補充を必要とし､

事前に設定された要保護集団が存在せず､使用者の具体的な行為が行われている場合に比較

対象者を確定できるなどの差異がある｡
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第2節　労働関係法令など労働条件格差に関する諸規定

第1款　日本における労働関係法令など労働条件格差に関する諸規定

第1項　労働基準法第3条の均等待遇説

労働基準法第3条は､ ｢使用者は､労働者の国籍､信条又は社会的身分を理由

として､賃金､労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならな

い｣と規定する117｡同条に違反した使用者は処罰されることになり､同条に違

反する賃金差別については損害賠償の対象になる｡

通説は､同条にいう社会的身分を､先天的であれ後天的であれ､自分の意思

では抜け出すことができない社会的分類118を意味するものと解している｡これ

によれば､雇用形態は､労働契約を締結する際に自分の意思により決定するこ

とができるのでt19､社会的身分に含まれないと解することになる1200

一方､雇用形態を社会的身分に含める見解も主張されている121｡これに分類

される見解の一つは､労働基準法が持つ機能を刑事的機能と民事的機能と峻別

し､後者の民事的機能を問題とする場合については､罪刑法定主義の要請する

厳密な法文解釈にとらわれない弾力的な解釈が可能であるとする労働基準法の

117韓国の勤労基準法第6条(均等な待遇)に相当する｡韓国の勤労基準法第6条は､ ｢使用者は､

労働者に対して男女の性を理由に差別的待遇をしてはならないし､国籍･信仰または社会的
身分を理由として､勤労条件に対する差別的処遇をしてはならない｣と規定している｡日本で

は､賃金に関する性差別の禁止を労働基準法第4条に別に規定しているが､韓国の勤労基準法

第6条は性別を差別禁止事由の一つとして列挙している｡
lllq菅野和夫『労働法(第九版)』有斐閣(2010年)150頁以下.

llU脇田滋は､個別労働者の意思を過度に強調する考え方は､新自由主義的｢自己責任論｣と密接

に結びついており､これについては､人権を無視する日本的な非正規雇用の拡散を事実上正当

した｢労働者合意論-自己責任論｣に対する根本的な反省が必要であると主張する(脇田滋｢非

正規労働の撤廃をめざす立法･解釈論｣労働法律旬報第1711号(2010年)22頁)｡
.L70東京大学労働法研究会･前掲注(77)96頁以下｡

IL'1西谷敏は､労働基準法の規定を公法という観点からみると罪刑法定主義の要請に応じて厳密に

解釈しなければならないが､私法の観点からみるとむしろ柔軟に解釈するのが適切であるとし
ながら､労働基準法の規定を解釈するに当たり､公法的な側面と私法的な側面を区別して､公

法的な側面は厳密に､私法的な側面は弾力的に解釈すべきであるとしている(西谷敏｢労働基
準法の二面性と解釈の方法｣伊藤博義･保原喜志夫･山口浩一郎編『労働保護法の研究:外尾

健一先生古稀記念』 (有斐閣､ 1994年)1頁)0
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二元的解釈論を前提に､正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の賃金格差

の問題に対して労働基準法第3条を類推適用することが可能であると主張する｡

非正規雇用労働者という契約上の地位も社会的身分に含めて解釈することは､

それが可能であるだけではなく､そのように解釈することが非正規雇用労働者

という地位が正規雇用労働者-の転換が困難な一種の身分のようになっている

現実に照らして妥当であることが､いくつかの論者により主張されている122｡

また､これらの主張の背景には､正規雇用労働者としての就業を希望するに

もかかわらず､労働市場の状況によりこれが叶わないためにやむを得ず非正規

雇用労働者を選択した場合､これを自由な意思によるものとはいえないという

認識123がある｡自由な意思による決定とは､十分な情報が与えられ､複数の選

択肢の中から一つを選択することができることを前提とするが､右の場合はこ

の前提が欠けるということである121｡

さらには､雇用形態が社会的身分に該当するか否かについては見解を明らか

にしていないが､労働基準法第3条の社会的身分は､ 1947年､法制定当時の封

建的な身分差別を解消するために設定された概念であるため､現在の多様な雇

用状況を適切に反映していないという見解125もある｡

第2項　公序法理による保護

1.同一労働同一賃金原則説

｢同じものは同じように､異なるものは異なるように｣という均等待遇原則

を賃金に適用したのが｢同一労働同一賃金原則｣である126｡同一労働同一賃金

122浅倉むつ子｢パートタイム労働と均等待遇原則(下)｣労働法律旬報第1387号(1996年)42頁以

下:本多淳亮｢パートタイム労働の理論的検討｣労働法律旬報第1405号(1997年)24頁以下:

和田肇｢短時間労働者の｢均等待遇｣-パートタイム労働法私案について｣労働法律旬報第1485

号(2000 年)25 頁｡
】23浅倉むつ子は､非正規雇用の女性は､決して､自由な選択による結果ではなく､公私二分論が

支配する社会で｢強要された選択｣に過ぎないとしている(浅倉むつ子｢労働法とジェンダー｣

『講座21世紀の労働法第6巻』 (有斐閣､ 2000年)52頁)0
121西谷･前掲注(105)55頁以下｡

125山田省三｢労働法における均等待遇原則の課題｣労働法律旬報第1495 ･ 1496号(2001年)58頁o

■26均等待遇をめぐる 近の議論は､賃金請求権の付与までは認めず､賃金格差分の損害賠償請
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原則は､性別､人種など個人の意思や努力によって変えることのできない属性

や､自らの意思による選択の自由が保障されている宗教･信条等､人権保障の

観点から､当該事由を理由とする｢差別取扱い｣を禁止する｢均等待遇原則｣

の賃金面における-原則である｡換言すれば､同一労働同一賃金原則とは､賃

金に関する均等待遇原則のことである127｡

正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の待遇格差について､同一労働同一賃

金原則が公序として機能するか否かについて､学説の論争が本格的に展開され

たのは､ 1955年代からである12R｡学説は､臨時工と本工の待遇格差問題を背景

に､同一労働同一賃金原則を公序として肯定する説とこれを否定する説に分か

れた129｡

肯定説は､労働基準法第3条又は同法第4条は､直接的には臨時工と本工と

の賃金格差に適用されないとしても､これらの規定の精神からこのような賃金

格差は民法第90条の公序良俗に反し無効であるとする130｡また､公序性を認め

る余地があるとしても､学歴･年齢･技能･職種などによって格差をつけるこ

と自体は合理的な理由があるとして公序性まで認めがたいという一部肯定説も

ある131｡いずれにせよ､公序良俗違反の効果は契約の全部無効あるいは一部無

効に限られ､契約条項に何かを付け足すことを含まないため､公序良俗違反と

の構成をとる限り､たとえ賃金格差が違法とされたとしても､そこからただち

に臨時工に対して本工との差額賃金分の請求権を認めることは困難である132｡

求のみを認める見解が多い｡また､待遇格差の一部のみについて損害賠償請求を認める比例的

救済を主張する見解もある｡これらの見解はいずれも私的自治に対する法的介入を認める見解
である(救済肯定論)｡これは､契約上の権利を認める同一労働同一賃金原則を主張する学説と

は同じである(大木･前掲注(85)224頁)0
127労働政策研究研修機構｢雇用形態による均等処遇についての研究会報告書｣ (2011年7月)座長:

荒木尚志東京大学教授｡
12tq議論が本格的に展開される前からも､ 1948年の世界人権宣言において､ ｢すべての人は､いか

なる差別も受けることなく､同等の勤労に対し同等の報酬を受ける権利を有する｣規定と､1951

年､国際労働機構(ILO)第100号条約(男女労働者の同一価値労働に対する同一報酬に関する条

約)に採択されていた｡
12日民法第90条(公序良俗)は､ ｢公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は､

無効とする｣と規定する(韓国の民法第103条(反社会秩序の法律行為)に相当する)｡公序法理

は､昔から学説として提起され､ 1966年に､公序違反を理由として結婚退職制を無効にした判

例(住友セメント事件･東京地裁昭和41. 12.20判決)において具体化された｡その後､女性差別

定年制などにも公序法理が適用されるなどその対象領域は拡大されている(東京大学労働法研

究会･前掲注(77)76頁以下)0
川全紙同盟研究会｢臨時工について｣ [青木宗也報告]労働法律旬報252号(1956年)4頁以下｡

1こ31横井芳弘｢臨時工-その実態と労働法上の諸問題｣別冊法律時報3号(1957年)154頁｡

1:32横井芳弘｢臨時工をめぐる判例･裁定例｣東洋経済新報社編『臨時工をめぐる法律問題』 (東
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一方､否定説は､臨時工の存在自体は違法でないこと､日本の経済組織(年功

制などの雇用形態)や法感情133､臨時工と本工の賃金格差は組合組織化の有無に

よる交渉力の差を反映したものであること131等を指摘して､同一労働同一賃金

原則が公序として成立しているとは言い難いと主張する｡

1975年代以降は､短時間労働者特有の事情を考慮した議論が形成された｡例

えば､短時間労働者は､主として家庭責任をもつ女性労働者により構成されて

おり､短時間労働という労働形態は労働者自身の希望によるものとして､採用

手続きや業務内容､業務上の責任において正規雇用労働者と異なる処遇をつけ

ていることが多いという事情の考慮である｡このような事情を考慮しつつ､同

一労働同一賃金は､臨時工と本工の賃金格差の問題の延長線上で議論され､短

時間労働者と正規雇用労働者の貸金格差の問題として､引き続き同一労働同一

賃金の公序性をめぐって肯定説と否定説が対立していた135｡

肯定説としては､国籍､信条､社会的身分を理由とした賃金等の労働条件の

差別を禁止する労働基準法第3条､及び男女同一賃金を定める労働基準法第4

条の中には同一労働同一賃金原則という国際原理が一貫して流れており､合理

性のない待遇格差は公序に反し無効となり､労働基準法第13条により正規雇用

労働者と同額の賃金請求権を得る､あるいは不法行為として差額賃金分の損害

賠償を請求できるとする見解がある136｡この説は､同一労働同一賃金原則を公

序として認めるが､例えば､賃金決定要因としている学歴､年齢､勤続期間､

職種､勤務地､過去の勤務成績､職務遂行能力の評価などに基づく差異は合理

性をもつとする点に特徴がある｡

他方､否定説137は､均等待遇原則を認めることには先進国間でも差異があり､

同一労働同一賃金は､男女間の均等待遇のように普遍的な人権原則とみるのが

洋経済新報社､ 1957年)281頁｡
1:3=う宮島尚史｢臨時工-その法律関係の体系的考察｣季刊労働法23号(1957年)23頁o

1:"峯村光郎｢臨時工の法的地位｣日本労働協会雑誌19号(1960年)6頁:峯村光郎｢技術革新下

の臨時工問題｣慶応義塾大学法学研究36巻5号(1963年)499頁｡
l=3'r'学説の整理ついては､水町･前掲注(5)114頁以下:水町勇一郎｢｢同一労働同一賃金｣は幼想

か? :正規･非正規労働者間の格差是正のための法原則のあり方｣鶴光太郎･樋口美雄･水

町勇一郎編『非正規雇用改革』 (日本評論社､ 2011年)271頁以下｡
1:捕本多淳亮｢パートの労働法違反がなぜ続発するのか｣季刊労働法127号(1983年)4頁以下:水

町･前掲注(93) 228頁以下:土田道夫｢パートタイム労働と『均衡の理念』 ｣民商法雑誌第

119 巻4･5 号(1999 年)552 頁 以 下 な ど｡
1こi7野田進｢短時間労働者の労働条件｣日本労働法学会誌64号(1984年)47頁以下:菅野･諏訪･

前掲注(3)131頁以下など｡
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難しい労働市場の柔軟性に関する立法政策の問題であるとする｡さらに､職種

概念が確立し､職種に応じた賃金率が存在するヨーロッパの産業社会と異なる

賃金体系を持っている日本では､同一労働同一賃金の原則を適用することは現

実的に難しいと主張する｡例えば､同説は､日本には同一労働同一賃金原則を

定めた実定法の規定はなく､短時間労働者は採用の基準･手続､配置･職業訓

練などにおいて正規雇用労働者とは異なる取扱を受けており､業務の範囲や責

任も緩やかであって格差には合理的理由があること､また､同一賃金に対応す

るところの｢同一｣労働を客観的な把握ないし確定が困難であり､賃金決定に

関する法規制は､ 低賃金と差別禁止以外はなく､それ以外は労使の集団的自

治､あるいは契約の自由に委ねられるべきであるから賃金格差は違法ではない

ことを主張して右原則の公序性を否定した｡このほかにも､肯定説の法的構成

は論証不十分であるという技術的な難点や､同一労働同一賃金原則の公序性を

肯定すると短時間労働者の雇用機会が減るといる法政策的な難点も挙げられて

いる13日｡

以下の同一労働同一賃金原則と関連する見解は､同原則を公序として語める

点では同じであるが､いずれの場合に同原則を違反であるかについては､多少

の差異がある｡同一労働同一貸金原則に関連して様々な見解が示されてきたが､

本論文では､ 1990年代以降に提起された見解を中心にみる139｡

1)同一義務同一賃金原則説

同一労働同一賃金原則を背景に､同一義務同一賃金原則説が登場した｡同説

は､同一労働同一賃金の原則ではなく､同一義務同一賃金の原則が妥当である

と主張する見解である110｡同見解は､同一賃金の前提となる同一労働を同一義

務で理解し､同一義務を構成する職務(労働の質と量)と､拘束の程度(残業､配

11'iH大木正俊｢第1節労働法- 〔3〕均等･均衡処遇｣大内仲裁『有期労働契約の法理と政策一法と

経済･比較法の知見をいかして』 (弘文堂､ 2014年)78頁以下｡
I:う990年代以前に提起された他の見解として､職務､能率､資格､機能､勤続などを理由とする格

差は､日本の賃金体系に照らしてみると､ある程度の合理性を持つが､著しく不合理な賃金格

差がある場合には､憲法第14条(法の下の平等条項)労働基準法第3条及び第4条､民法第90

条の規定により無効とされ､無効となった部分は労働基準法第13条の規定により正規労働者
の契約内容が適用されるとのみる見解(鈴木芳明)がある(大木･前掲注(85) 224頁以下:水町･

前掲注(5)121頁以下)｡
川'水町勇一郎｢『パート』労働者の賃金差別の法律学的検討｣法学58巻5号(1994年)64頁｡
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転､勤務時間外活動の制約､勤務時間の決定･休暇取得の差異の労働者の事由

など)を評価し､義務が同一であると認められる場合には同一賃金が支払われな

ければならないと主張する｡

同見解は､例えば､短時間労働者の特性である①短時間性､ ②非定着性､ ③

低拘束性､ ④異市場性(二重の労働市場)141の中で､どの要素が短時間労働者の

低賃金を合理化･正当化することができるかを経済的合理性と法的正当性から

分析する｡日本では､ ③低拘束性のみが短時間労働者の低賃金を正当化するこ

とができるために､同一貸金の前提条件として､拘束の程度を含めて判断する

のが経済的観点から合理的であり､法的観点からも公正である｡したがって､

日本では､職務と賃金を直接連結する同一労働同一賃金の原則は妥当ではなく､

職務と拘束の程度を考慮して賃金格差が正当であるかどうかを判断しなければ

ならないとする｡短時間労働者は､労働時間など労働条件が正規雇用労働者よ

り自由であるため､すなわち､正規雇用労働者がより多くの義務を負担するた

め､正規雇用労働者に対し､その対価としてより多くの賃金請求権を与える必

要がある｡そうでなければ､むしろ正規雇用労働者が不当な差別を受ける結果

になる｡

同見解は､日本の賃金体系を考慮して､賃金格差を発生させる要素の中でど

の要素が合理的であるかどうかについて明らかにした後､均等待遇の前提とし

て､労働内容以外に企業による拘束の程度を判断基準として 初に提示したと

いう点で､高い評価を受けているt12｡しかし､拘束の程度を賃金にどの程度反

映しなければならか､拘束の可能性だけで賃金に差異を置くのが妥当であるの

か̀13については疑問1′11が提起されている｡さらに､同見解は､日本特有の経済

的合理性に着目したもので､労働者の人権保護という観点から構想された理論

ではないとの批判115も提起されている｡

川正規労働者は企業内部の労働市場で､短時間労働者は外部の地域労働市場により賃金が決定さ

れることを意味する｡
Hl' 土 田･ 前 掲 注(136)561 頁: 和 田･ 前 掲 注(122)19 頁: 大 木･ 前 掲 注(85)223 頁｡

‖‥例えば､正規労働者に転勤義務を規定している就業規則だけを理由に､短時間労働者と正規労

働者の賃金格差を置く場合､これは正当なものとみることができないだろう｡
1日中嶋士元也･道幸哲也･山川隆一｢労働法理論の現在-1993-95年の業績を通じて｣日本労働

研究雑誌431号(1996年)19頁:島田陽一｢パートタイム労働の法律正策｣日本労働研究雑誌

448 号(1997 年)68 頁 以 下: 和 田･ 前 掲 注(122)26 頁｡
川本多･前掲注(122)23頁｡
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2)修正同一労働同一賃金原則説

同一義務同一賃金原則説とほぼ同じ時期に登場した修正同一労働同一賃金原

則説によれば､人間としての尊重と自由を平等に保障するために均等待遇原則

が存在し､憲法第13条及び第14条､労働基準法3条及び第4条に基づき､使

用者が合理的な理由なく差別をする場合には､公序違反が成立するものとされ

る1′16｡同見解は､合理的な理由があれば､同一労働に従事する労働者間の貸金

の差異は正当化されるとする｡したがって､公序違反の成否は､格差の合理性

の有無に左右されるが､同見解は､特定時期に社会的基盤を形成する社会通念

及び慣行を基礎として､合理的な賃金決定要素として､年齢･学歴･職務(業務

の範囲と責任) ･能率･機能･勤続期間･企業貢献度などを挙げる147｡これらの

中で､職務(業務の範囲と責任) ･能率･機能･勤続期間は､労働の質に直接影

響を与える要素であり､年齢･学歴は､労働の質と関連があると推定される要

素であり､企業貢献度は､企業の利益に関連する要素で､各々合理性があると

いう｡

同見解は､賃金決定要素が合理的であるかどうかを判断する際に考慮すべき

基準として､次の3つを提示する｡第一に､合理的な賃金決定要素での差異は､

形式(規定)ではなく実態をもって比較する必要があり､第二に､そのような差

異を置く理由が当該労働者の職務上の必要性からでなければならないし､第三

に､賃金格差の程度と賃金決定要素の差異が互いに比例的でなければならない｡

同見解については､合理的な理由を幅広く認めることによって､同一労働同

一賃金原則の趣旨が形骸化される結果をもたらす可能性があることや118､正規

雇用労働者と労働者の同一性が認められている短時間労働者であっても合理的

な理由が存在すると救済を受けることができなくなること149について批判が提

起された｡

Hb浅倉･前掲注(123)46頁｡

‖7浅倉･前掲注(122)38頁:山田省三｢パートタイマーに対する均等待遇原則-法律学の視点か

ら-｣日本労働法学会誌90号(1997年)111頁では､ ｢同一労働｣の要素として､ ｢職務内容･

責任･技能｣を含んでいるが､ほぼ同旨である｡
l<lH島田陽一｢正規雇用労働者と臨時社員との賃金格差の適法性｣平成八年度重要判例解説(1997

年)198頁以下｡
1川土田･前掲注(136)560頁0
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2.準公理説

準公理説は､同一労働同一賃金原則を規定した実定法が存在せず､同一労働

を客観的に把握することが容易ではない日本の現実のもとに同一労働同一賃金

の原則を公序として認めることは難しいが､同じ事業所で､労働条件に応じた

待遇が予定され勤務に従事する労働者を別の方法で処遇するためには合理的な

理由を必要とするという点で公理に準ずるルールであるとする｡したがって､

採用の基準と手順､業務の範囲と責任､配置､教育訓練､服務規律などが正規

雇用労働者と非正規雇用労働者が異なる場合には､労働条件の格差について合

理性が認められるが､上記のような条件が同一であるにもかかわらず正規雇用

労働者と異なる扱いをすると､使用者の不法行為責任が認められるとする150｡

しかし､同見解については､同一労働同一賃金原則が公序であることを否定

しながらも同一労働同一条件を公理に準ずるルールと位置つける趣旨が明確で

ないとの批判151が提起されている｡

第3項　パートタイム労働法第3条の均衡処遇説

均衡処遇説は､正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の処遇の差異を認

めながら､その処遇の差異が労働の量と質の差異を考慮して､均衡が図られた

公正な格差であるべきであると主張する152｡これは､丸子警報器事件判決が賃

金格差の8割という部分的救済を認めたことに影響を受けたものである｡

同見解は､ 2007年改正前の旧パートタイム労働法第3条の均衡の理念に公序

の根拠を置いており､使用者が均衡の理念に反して顕著な賃金格差を継続する

場合には公序違反として不法行為責任を負うとする｡また､パートタイム労働

法上の均衡理念の規定は､使用者の努力義務に過ぎない以上､短時間労働者の

均衡待遇は､原則として､労使の自主性に任せなければならないし､限られた

範囲で労使自治-の介入が予定された法規範であるとする｡

l150下井陸史『労働基準法(第4版)』 (有斐閣､ 2009年)30頁｡

151 大 木･ 前 掲 注(85) 231 頁C

】52土田･前掲注(136) 548頁
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使用者が均衡の理念に違反したか否かは､ (丑格差が短時間労働者の労働の量

と質･拘束の内容153に照らして､社会的に許容することができる程度であるか

を基準にして､ ②短時間労働者の処遇改善又は正規雇用労働者-の転換など使

用者が格差是正のために努力したかどうかを考慮して判断しなければならない

とするl･r''1｡労働者側が､非正規雇用労働者が労働の量と質･拘束の程度が正規

雇用労働者と類似であり､賃金に顕著な差が存在し､使用者の改善努力がない

ことを立証した場合､使用者側は､ 3つの要素(第3篇第3章第1節参考)に差

異があること､そのような差異を反映して賃金水準を策定したこと､格差を是

正するために十分な努力をしたことを立証しなければならない｡もし使用者が

立証できない場合､その格差は違法と評価されることになる｡

格差が公序違反と認められた場合､短時間労働者は正規雇用労働者との均衡

が維持される賃金額との差額分を請求することができる｡例えば､労働の量と

質が正規雇用労働者と同一であるが拘束の程度のみ異なる場合には､賃金格差

は拘束の程度の差異に比例した範囲でなければならない｡もちろん3つの要素

が実質的に同一である場合には､同一賃金を支払わなければならない0

同見解は､短時間労働者の処遇に関する実定法規であったパートタイム労働

法第3条を公序の根拠としており､同条の私法上の意義を明確に解明した点な

どに意義があるが155､賃金格差が存在しても､使用者が格差解消のために努力

する場合には違法性が否定される可能性があり156､実際に顕著な格差があった

場合を除き､適用しにくいという批判157が提起されている｡

ー5洞見解は､同一義務同一賃金原則説から同一賃金の前提条件として掲げている3つの要素を判

断要素としている｡但し､拘束の程度を判断する際には､同一義務同一賃金原則説の指標で

ある残業､人事異動､勤務時間､休暇の決定に､されに､採用手続と勤続年数も含めて判断

している0
151 土 田･ 前 掲 注(136)564 頁｡

ItrjL=)和田･前掲注(122) 23頁｡

1;-ltう和田肇『人権保障と労働法』 (日本評論社､ 2008年)109頁｡

IiI'7緒方桂子｢雇用形態間における均等待遇｣日本労働法学会誌117号(2011年)37頁｡
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第2款　韓国における労働関係法令など差別禁止に関する諸規定

現在､労働関係法及びその他の法令に差別禁止に関する多くの規定が散在し

ている｡これらを簡単に概観すると､ ①勤労基準法第6条で､均等処遇を､第

24条2項で､経営上の理由による解雇の時の女性差別禁止を､ ②男女雇用平等

と仕事･家庭の両立支援に関する法律(以下｢男女雇用平等法｣ )第2条及び第

7条ないし第11条では､採用募集の段階から解雇に至るまでの全労働関係の間

に女性などを理由に不当に差別することを禁止する規定を､ ③国家人権委員会

法2条第4号､第5号､第7号で､雇用に関する全般的な差別禁止を､ ④雇用

政策基本法第7条で､雇用と関連した一般的な差別禁止を､ ⑤障害者差別禁止

及び権利救済等に関する法律(以下｢障害者差別禁止法｣ )第3条､ ⑥そのほか

にも､労働組合及び労働関係調停法(以下､ ｢労働組合法｣ )第9条は､労働組合

の組合員に対する差別禁止を､女性発展基本法第17条及び第18条で､女性に

対する差別禁止を､障害者雇用促進及び直接と直接訓練法第5条第2項で､障

害者であることを理由とする差別待遇禁止を､障害者福祉法第8条で､障害を

理由とする一般的な差別禁止を､職業安定法第2条で､職業紹介及び指導など

における一般的な差別禁止を､国家有功者礼遇及び支援に関する法律第36条で､

同法により就業された者に対して不利益な処遇禁止を､外国人労働者の雇用等

に関する法律第22条で､外国人に対する不当な差別禁止を設定している｡

以下では､ ①から⑤を中心に法律規定を紹介する( 【資料3】労働関係法令など

差別禁止条項及び法内容参考)0

まず､ ①勤労基準法上の差別禁止は､同法第6条で､使用者は労働者に対し

て男女の性を理由に差別的処遇をしてはならないし､国籍､信仰､又は社会的

身分を理由として勤労条件の差別的処遇をしてはならないという規定がある｡

すなわち､勤労基準法上の差別又は差別的待遇とは､合理的な理由なく､特

定の労働者を他の労働者と比べて不利に待遇することをいう158｡したがって､

他の労働者より不利に待遇しても勤労の内容､性質､形態､勤務の性格､態度､

成果等合理的な理由があるときは､差別とみることができないし､労働組合の

糊oj子音(林鍾律) ･前掲注(97)356頁o
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組合員は団体協約に比べて非組合員より有利に扱うこともそうであると判断さ

れる｡

②男女雇用平等法上の差別禁止は､同法第2条1項で､事業主が労働者に性

別､婚姻､家族の中での地位､妊娠又は出産などの理由で､合理的な理由なく､

採用又は勤労の条件を異なるようにしたり､その他の不利な措置をした場合を

規定している｡これは､直接差別を禁止することはもちろん､事業主が採用条

件や勤労条件は同一に適用しても､その条件を満たすことができる男性又は女

性がほかの性に比べて著しく少なく､それに伴う特定性に不利な結果をもたら

し､その条件が正当なものであるということを証明できない場合を含むとして､

間接差別も禁止している｡

但し､男女雇用平等法は､差別に該当しない事由には､ ④職務の性質に照ら

して特定の性が必然的に要求される場合､ (塾女性労働者の妊娠､出産､授乳な

ど､母性保護のための措置をした場合､ (らその他の法律又は他の法律に基づい

て積極的な雇用改善措置をする場合を列挙している｡また､男女雇用平等業務

処理規定第3条では､性によって労働者を異にする待遇をする場合､合理的な

理由があるとするためには､当該事業の目的､当該職務の性質､作業条件など

を具体的･総合的に考慮して､企業経営上の男女を異にする待遇をする必要性

が認められ､その方法･程度などが適正でなければならないといる規定を設け

ている｡

③国家人権委員会法上の差別禁止は､ UNの｢国際人権法の国内的拡散のため

各国の特別人権機構設置を積極勧奨｣措置と､これに基づく1993年のパリ原則

｢国家人権機構設立に関する国際社会の普遍的な基本準則｣に基づいて､ 2001

年11月､国家人権委員会という特別な組織が発足した｡同委員会は､立法､行

政､私法に属さない国家機関としての性格を持っている｡同委員会は､人権に

関する制度と政策を研究･開発し､人権実態状況に関する調査と人権の教育と

広報を行い､さらに､人権侵害状況について調査し､適切であると判断される

救済措置を関係機関に勧告することができる｡このような人権侵害に対する調

査と救済の勧告対象には差別の場合も含まれている159｡

】59中子司｢ヒ音せ711望qlJq9]斗望音スIRll呈9]召7拒r瑠ヰ専辛世事tjoT-専｣ (2007七旦)4号(朴ジ

ョ　ンフイ｢労働関係法での差別禁止制度の展開過程と今後の発展方向｣季刊調停と

審判第30号(2007年)4頁)｡
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その中で雇用と関連しては､ ｢合理的な理由なく､性別､宗教､障害､年齢､

社会的身分､出身地域(出身地､登録基準地､成人になる前の主な居住地域など

を言う)､出身国家､出身民族､容貌など身体条件､既婚･未婚･別居･離婚･

死別･再婚･事実婚など婚姻有無､妊娠又は出産､家族形態又は家族状況､人

種､皮膚色､思想又は政治的意見､刑の効果が実効された前科､性的性向､学

歴､病歴など｣ (同法第2条第1項第4号)を理由とした優遇･排除･区別した

り不利に待遇する行為を差別であると規定している｡そして､これに対する是

正勧告措置をすることができる｡

このような点でみると､国家人権委員会の決定及び勧告措置はたとえ法的な

拘束力はなくとも､雇用分野では一番広い差別禁止領域を設定している160｡

但し､現存する差別を解消するために特定の人(特定の人々の集団を含む)を

暫定的に優遇する行為と､これを内容とする法令の制･改正及び政策の樹立･

執行は､平等権侵害の差別行為としてみない｡

⑦雇用(募集､採用､教育､配置､昇進､賃金及び賃金以外の金品支給､資

金の融資､定年､退職､解雇などを含む)と関連して特定の人を優遇･排

除･区別したり､不利に待遇する行為

㊥財貨･用役･交通手段･商業施設･土地･住居設備の供給や利用と関連

して特定の人を優遇･排除･区別したり､不利に待遇する行為｡

0教育施設や職業訓練機関での教育.訓練､又はその利用と関連して特定

の人を優遇･排除･区別したり､不利に待遇する行為

㊤セクハラ行為

すなわち､国家人権委員会法は､差別の概念を｢合理的な理由なく､特定人

又は特定集団を優遇･排除･区別したり､不利に待遇する行為｣として定義し

ている｡また､差別の種類を雇用差別､財貨･用役差別､教育訓練差別として

分類している｡

④雇用政策基本法上の差別禁止は､同法第7条第1項で､ ｢事業主は､労働者

を募集･採用する際に合理的な理由なく性別､信仰､年齢､社会的身分､出身地

域､出身学校､婚姻･妊娠又は病歴など(以下｢性別など｣ )を理由に差別をして

はならならないし､均等な就業機会を確保しなければならない｣と規定し､同

160中書司(朴ジョンフイ) ･前掲注(159)11頁｡
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条第2項では､ ｢職業紹介､職業指導､雇用情報提供など雇用支援サービスを提

供する者は､その業務を遂行する際に､合理的な理由なく性別などを理由に求

職者を差別してはならない｣と規定し､同条第3項は､ ｢職業能力開発訓練を実

施する者は､訓練対象者の募集､訓練の実施及び就職支援などにおいて合理的

な理由なく性別などを理由に訓練生を差別してはならない｣と規定している｡

すなわち､雇用政策基本法で規定されている差別の概念は､主に雇用と関連

して合理的な理由なく差別をすることができないように規定しているが､差別

の範囲や合理的な理由には､非常に抽象的に規定のみされている｡また､差別

禁止の規定を個別の法律でそれぞれ規定されることで､差別の概念を一貫して

把握しにくく､個別法律の性格に合わせて異なる解釈される余地がある｡

⑤障害者差別禁止法上の差別禁止は､同法第3条で､差別の概念に間接差別

や嫌がらせが含まれている｡間接差別とは､ ｢障害者に対して形式上には制限･

排除･分離･拒否などにより不利に扱うことはしないが､正当な事由なく障害

を考慮しない基準を適用することにより障害者に不利な結果をもたらす場合｣

と定義している｡そして､嫌がらせの概念を､より広く拡大させ｢嫌がらせな

ど｣として規定している｡障害者差別禁止法によると､ ｢嫌がらせなど｣は､ ｢集

団いじめ､放置､遺棄､嫌がらせ､虐待､金銭的搾取､性的自己決定権の侵害

などの方法で障害者に加えられる身体的･精神的･言語的行為｣を意味する｡

障害者差別禁止法で規律する代表的な差別の領域は､雇用､教育､財貨･用

役の提供及び利用､そして､広告分野であり､財貨･用役の提供及び利用に関

する領域に情報接近､情報通信､意思疎通､文化･芸術活動､体育活動が含ま

れる｡また､私法･行政手続及び公共サービスと参政権､母･父性権と性に関

する権利が含まれることが障害者差別禁止法の特徴である｡

障害者差別禁止法でも真正な職業資格及び積極的な優遇措置は､差別に含ま

れていないが､障害者に対する正当な便宜提供の拒否は差別の概念に含まれて

いる｡しかし､そのような拒否行為は､ ｢過度な負担や著しい困難な事情など｣

の｢正当な理由がある場合｣には､差別に該当しないと規定している｡すなわ

ち､結局､障害者の正当な便宜提供は差別ではないとみている｡
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第3節　小括

日本においてもまた韓国においても､雇用形態を理由とする労働条件格差の

是正を図るための法律が制定されるまでは､性､人種､宗教､社会的身分など

憲法で禁止する事由に基づく差別禁止を具体化するために定められた､労働(勤

労)基準法における均等待遇原則の規定､男女雇用機会均等法における性を理由

とする差別禁止の規定など､様々な差別禁止に関わる規定によって､非正規雇

用労働者の労働条件格差の是正が図られてきた｡しかし､社会の各分野で非正

規雇用労働者の不合理な労働条件の格差は存在し続けてきたため､雇用形態を

理由とする労働条件格差を是正するための特別な法的規制を設ける必要性があ

った｡

韓国では､憲法で禁止する性､人種､宗教､社会的身分などの事由以外に､

雇用形態を理由とする労働条件格差を禁止する法規制が制度化された｡それに

着目して､本論文では､差別概念をめぐる日韓の議論をまとめ､検討した｡

差別の概念は､平等概念とのかかわりにおいて定義することができる｡平等

概念については､すべてのことを常に同一に待遇する絶対的平等ではなく､同

じであることは同じに､異なることは異なるように待遇する相対的平等である､

と理解する見解が一般的である｡相対的平等の概念によると､合理的な根拠が

ある差別は許される｡すなわち､すべての差別的待遇が､差別に該当するので

はなく､差別の概念に含まれる差別的待遇と差別の概念に含まれない差別的待

遇に区別することができる｡そこでは､差別という事実関係の確認が先行し､

次に､規範的な評価として差別か否かの結論が示される｡

しかし､このような差別の概念は､その社会の中で追求する理念的な伝統と

歴史､そして､文化的な背景､支配的な差別種類などによって異なる場合があ

る｡当初の差別概念は､アメリカ､オーストラリア､ニュージーランド､カナ

ダなど様々な人種で構成された多人種社会において､人種間の差別､原住民に

対する差別を禁止するための概念として出発したが､現代社会では､人権概念

の拡大や社会構成のより一層の複雑化などにより､年齢､宗教､経済力など､

差別が問題となる領域が拡大している｡現代社会では､社会構成が複雑となり､
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構成員間､集団間での差別が深刻な水準に達しており､それは解消しなければ

ならない課題となっている｡したがって､初期の奴隷制度､人種差別から出発

して､今日では､雇用､性別､宗教､年齢､障害､社会的身分､人種､皮膚色､

出身国家､出身民族､出身地域､容貌など身体条件､婚姻有無､家族の状況､

同性愛などのような性的性向､病歴､政治的な見解など､非常に広範な事項が､

差別禁止の対象とされているのである｡

日本や韓国では､人種差別はそれほど深刻な問題ではないが､男女間の性差

別は深刻な水準であり､また､社会がより複雑になることにより､社会全般に

存在する様々な差別の解消の必要性が認識されるところとなっている｡特に､

近では､女性差別､障害者差別､学歴差別､非正規雇用労働者の差別､外国

人労働者に対する差別などが深刻な問題として認識されるようになっている｡

このように､差別の概念は､時代に応じて新たに定義され､その意味も絶え

ず変化している｡例えば､米国は､直接的な差別を前提に成立した差別的取扱

い理論の限界を認識して判例を通じて差別の概念を拡大している傾向にある｡

これらの初期の差別に対して同一な状況にある人を､その人が持っている性

別や人種､宗教､皮膚の色などのような特性を理由に異にする待遇をするアメ

リカでは差別的取扱い､イギリスとオーストラリアでは､直接差別として規定

している｡今まで差別解消のための初期の努力は､主に直接差別(差別的取扱い

理論)を中心に構成されてきた｡その結果､差別に対する認識は､集団間の差異

を実際に把握して検討せずに政策や慣行が中立的であるかどうかをみて判断し

ていた｡

実際には､ ｢同じてあることは同じように｣という原則に基づいて､男性､女

性など特定集団に同一な雇用慣行や基準を適用するとしても､長く維持されて

きた社会的な慣行により､実際には､特定集団を排除する結果をもたらす場合

が多かった｡例えば､女性が男性のように行動したり､障害者が健常者のよう

に行動するには限界があるので､中立的な政策が必ずしも中立的な結果をもた

らすとは言えないだろう｡このような直接差別概念の限界について認識される

ようになると､実質的平等が追求されるようになる｡実質的平等の理論は､構

造的差別の問題を解決するため､実質的に､規範とはかなり異なる人をまるで

同じように待遇することは､彼らの差異を理由に､直接的に不利に待遇する結
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果をもたらすことになり､差別にあたるという事実を認識するようになった｡

このような認識に基づいて､外見上中立的な基準を実質的に同一に適用するこ

とができない集団に適用することをアメリカでは差別的効果､イギリス､オー

ストラリアでは間接差別であると規定し､差別の概念に含ませている｡

思うに､ ｢同じであることは同じに｣という概念は､形式的な同一待遇を要求

することだけであって､どのような内容で待遇するのが公正であるのかに関し

ては基準を提示していない｡また､形式的な平等は､比較要素を必要とするが､

これらの比較要素が､場合によって存在しなかったり､存在しても社会的に支

配的な存在であるとか､優越的な集団である場合が多く､従来から維持されて

いる構造的な差別により､比較対象者との間に現実的な差異が存在するだろう｡

したがって､形式的な平等は､現実的に存在する差別を規制したり､解消する

ことができず､むしろ､差別を強化することができる合法的な正当性を付与す

るという問題を含んでいる｡このようなことから､実質的平等を追求すること

ができるように､差別の概念を拡大させていかなければならないと考える｡

雇用形態を理由とした差別を救済するための日本の学説は､同一労働同一賃

金の原則や均等待遇原則などを公序とみることができるか､公序とみる場合､

その根拠は何なのか､公序違反の成否を判断するに当たって､日本の賃金体系

と人事管理の特性をどのように反映するか､といった争点についての立場の差

異を巡って展開された､とみることができる｡

第一に､均等待遇原則を公序とみることについては､これを否定する見解も､

法解釈論として均等待遇原則の公序性が認めにくいということであって､非正

規雇用労働者の保護のために国家政策の関与自体を否定するものとは思われな

い｡

第二に､非正規雇用労働者の保護のために公序法理を認める見解は､憲法第

13条･第14条､労働基準法第3条･第4条､パートタイム労働法第3条､民

法第1条2項･第90条など実定法の多様な条項に､その根拠を求めている｡た

だし､均衡処遇設は､同一労働同一賃金原則説とは異なり､比例的救済を認め

ており､平等待遇義務説は､時間の経過を違法性判断の重要な要素として把握

するなど､違反の効果と違法性の判断指標に多少の差異を見せている｡

そして､第三に､均等待遇原則を公序であると認める見解も､合理的な理由
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があれば差別であるとはみないし､合理的な理由との関連については､労働と

の関連性を原則としながらも､日本の貸金体系と人事管理の属性も一緒に考慮

する｡

日本における以上のような議論は､その後のパートタイム労働法の差別的取

扱い禁止を定める規定や賃金について均衡考慮の努力義務を定める規定､労働

契約法の改正により定められた不合理な労働条件を禁止する規定や同様の内容

の改正パートタイム労働法の規定の制定に際し､またその解釈にあたって､一

定の影響を与えたものと考えられる｡パートタイム労働法の差別的取扱いの禁

止を定める規定にみられるその適用のための要件の設定の仕方､同様に､労働

契約法及び改正パートタイム労働法の不合理な労働条件の禁止を定める規定に

みられるその適用のための要件の設定の仕方に､その影響を見ることができよ

う｡
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第2編　韓国の非正規職保護法における

差別的処遇の禁止及び差別是正制度

韓国において非正規職勤労者とは､一般的に期間制勤労者･短時間勤労者･

派遣勤労者のことを指す161｡非正規職勤労者は､ 1997年に外国為替危機が発生

する以前から存在していたが､この危機に対応していく過程で増大した(第1篇

第2章第2節第2款を参照)｡ IMF(国際通貨基金)から緊急救済基金を支給する

条件として､政府に対し行った国家が運営する企業の民営化や労働市場の柔軟

化などの多様な要請の中に､特に労働市場の柔軟化と関連して､解雇要件の緩

和､勤労時間制度の規制緩和､派遣労働の合法化などが含まれていたのである｡

これに対応するために｢派遣勤労者保護等に関する法律｣ (以下｢派遣法｣と略

す) が､ 1998 年2 月20 日 に 制 定 さ れ た(1998 年7 月1 日 施 行)｡

その後､使用者は､雇用の柔軟性を確保し､費用を節減するために正規職よ

り非正規職を選ぶようになり､非正規職勤労者が急増した｡両者間の勤労条件

の格差や162､雇用不安の問題などが大きな社会問題となり､これらに対応する

法制度の必要性が認識されるようになった｡

これらの問題に対処するために2001年7月､労使政委員会は､ ｢非正規職勤

労者対策特別委員会｣を構成し､制度改善の方策に関する議論を開始した｡こ

の委員会の答申をもとに､政府は､ 2004年11月､ ｢期間制及び短時間勤労者保

護等に関する法律(秦)｣と､ ｢派遣勤労者保護等に関する法律(改正案)｣を国会

捕l日本では､ ｢有期雇用労働者･短時間労働者(パートタイム労働者) ･派遣労働者｣と呼ばれる｡

本論文の2編(のみ)では､韓国における非正規職保護法のみについて扱うので､韓国語をその

まま直訳して使うようにした｡これ以外の日本の用語との対応を示すと､勤労-労働､勤労者
-労働者､正規職勤労者-正規労働者､派遣事業主=派遣元事業主､使用事業主-派遣先事業

主､勤労条件-労働条件､勤労時間-労働時間､法院-裁判所､高等法院-高裁､団体協約
-労働協約などがある｡

川2例えば､非正規職保護法が制定される前､非正規職勤労者の月平均賃金は､正規職の

月平均賃金の62.8%である(非正規職保護法が制定される後､ 2007年8　月は､ 63.5%であ

る): 司 召 祁｢ オ 望 人1 召011 　 せ せ 　 増 量ol 　71 望 き91 　 オ 望 人1 瑠 　 土 司011 　 ロ1 尋 　cg 専｣

土%召RlliI一召　瑚34事Rll 3互(2011 i-i)苧(雀ヒョンゼェ｢差別是正に関する法律が企業らの

差別是正努力の及ぶ影響｣労働経済論集第34巻第3号(2011年)84頁)｡
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に提出し､労使の激しい議論を経て､国会常任委員会で修正を経た後に､ 2006

年11月30日に､国会本会議で職権により上程され163､ 2006年12月21日に非

正規職保護法が制定された(2007年7月1日施行)161｡このような過程を経て､

これまで非正規職保護法をめぐる攻防が一段落することとなった｡

この｢非正規職保護法｣ 165とは､ ｢期間制及び短時間勤労者保護等に関する

法律｣ (制定､法律第8074号:以下｢期間制雇用法｣と略す)､ ｢派遣法｣ (一

部改正､法律第8076号)､及び｢労働委員会法｣ (一部改正､法律第8075号)

の3つの法律を､学術上まとめて表現するときに使われる｡これらの法律は､期

間制勤労者･短時間勤労者･派遣勤労者のみを対象とする｡

非正規職保護法上の差別禁止制度の特徴は､第一に､雇用形態を理由とした

差別禁止を勤労基準法の均等待遇の原則とは別に特別法で規定したこと166､第

二に､雇用形態を理由とした差別については､他の法律で定められている救済

機関及び救済手続とは別に､労働委員会内に新たに設置した差別是正委員会に

よる独自の是正手続と( 【図2-1】労働委員会による差別是正手続の流れ及び解

説参考:本論文148頁参考)､勤労監督官を通じて､勤労監督官は､使用者が差

別的処遇をした場合､その是正を要求することができるように規定したことに

ある( 【図2-2】勤労監督官による差別是正手続の流れ及び解説参考:本論文149

頁参考)0

そして､第二の特徴である救済手続については､さらに､次のような特徴を

指摘することができる｡まず､是正手続として調停方式と審判方式を並列させ､

川3国会議長の職権上程とは､国会法第85条に､国会議長は､回付する案件又は回付された案件

について審査期間を定めることができる｡この場合､委員会が理由もなくその期間内に審査

を完了しなかった場合は､議長は中間報告を聞いた後､他の委員会に回付するとか､すぐに

本会議に付議することができる権利をいう｡しかし､これは､時間的な制約があり､与野党
の合意点を見つけられない案件に限って､国会法が許容する範囲内で極めて限定的に使用さ

れる手段である｡しかし､与野党の合意過程が省略されて正常な立法手続であると見ること
ができないという批判がある｡したがって､国会議長が職権上程で法案を処理することがで

きる場合を限定した国会法第85条が2012年5月25日改定され､同年5月30日から施行され

た｡これによると､天災地変､戦時事変などこれに準ずる国家非常事態､国会議長が各交渉

団体代表議員と合意した場合に限られる｡
16-非正規職保護法制定の経緯については､本篇第1章参照｡詳細については､李羅貝｢韓国にお

ける非正規保護法の立法過程に関する一考察｣臨床政治研究第2号(2012年) 58頁以下:脇田

滋｢韓国非正規職保護法-その概要と関連動向-｣龍谷法華第40巻第4号(2008年)1210頁以下

参照｡
川1-'【資料1】韓国における差別是正制度に関わる法規定(翻訳)を参照｡

川G 【資料4】労働委員会による差別是正制度以外の労働関係法令などによる差別是正の比較を参

照｡
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職権で調停手続に回付することができるようにしたこと､次に､差別的処遇そ

れ自体には罰則を課さず､差別是正委員会による是正命令を予定すること､そ

して､確定した是正命令を履行しない場合､その履行を確保するために過怠料

処分を予定していること､ 後に､是正命令の種類には､差別行為の停止､賃

金等勤労条件の改善(就業規則､団体協約等の制度改善命令を含む)又は適切な

補償等のような様々な救済形態を予定し､どのような是正命令を下すかについ

ては､事案の特性と差別的処遇の性質を勘案して労働委員会が裁量的に選ぶこ

とができるようにしたことである｡

非正規職保護法の差別禁止規定は､抽象的かつ､一般的な文言で表現されて

いるため､その具体的な判断基準と内容については､解釈に委ねられている｡

また､雇用上の差別禁止法理の発達が十分でないのみならず､雇用形態を理由

とする差別に関する研究や実務経験も十分でない中で､非正規職保護法が施行

されることになったことから､このような非正規職保護法の差別禁止制度の運

用の困難を解消し､同制度の早期定着を実現するために､法施行前にいくつか

の研究報告書と､雇用労働部又は労働委員会が作成したマニュアルの普及が図

られた｡これらの研究報告書とマニュアルは､差別是正委員会の判断に一定の

影響を及ぼしている｡

非正規職勤労者に対する差別禁止と､それに対する差別是正制度が施行され

てから7年が経過したが､付則により事業の性質(公共部門)と規模に応じて段

階別に適用が開始されたため､実質的には5年しか経過していない｡それゆえ

現時点で､非正規職保護法が正規･非正規職間の不合理な差別の解消について

どの程度実効的であったかを判断することは難しい｡また､非正規職保護法に

おける差別禁止規定の効果を測定するに際し､いかなる範囲の項目をその調査

対象として統計処理するのかは､差別禁止規定の理解の仕方の違いを反映する

ものとなるため､不合理的な差別を計量的に測定すること自体が困難である｡

実際､調査主体(政府や労働組合のシンクタンクなど)と統計調査の結果には大

きな違いが見られるところとなっており､これらの統計調査結果の利用には慎

重な態度が求められる｡

そこで､本編では､以上の点に留意しつつ､以下のことを研究し､より実効

的に非正規職保護法を改正､運営するための立法政策を提言する｡
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第一に､中央労働委員会の判定を中心に､差別是正制度の運営状況を分析す

る｡調査対象は､非正規職保護法が施行された2007年7月1日から2013年12

月31日までとし､差別的処遇の判定日を基準にする｡

第二に､判定結果(是正命令､却下､却下)と､その理由及び判断基準､是正

手続(申請権者､被申請権者､申請期間､立証責任など)､是正命令の内容を総

合的に分析し､その問題点を把握して､改善方策を模索する｡

第三に､学説が提起している問題点について､分析した研究報告書や文献調

査を通じて検討し､それを体系的に組み合わせて､総合的な改善方策を模索す

る｡

第四に､雇用形態を理由とする差別禁止が初めて立法化し､導入された当時

には､適用範囲が拡大すればするほど差別是正件数が多くなると予想された｡

しかし､実際の状況は､適用範囲が拡大されたにもかかわらず､差別是正件数

は予想とは違って減る傾向さえみせている｡この減少の背景を探る｡
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第1章　非正規職保護法の立法政策の展開過程

第1節　非正規職保護法の制定･改正(2007年7月まで)

(労使政委員会の議論: 2003年7月まで)

継続的に悪化してきた非正規職勤労者の勤労条件を改善するために､ 2000年

以降､立法措置を求める様々な請願があった｡韓国労総は2000年7月､民主労

総は10月167に､さらに､女性団体連合と非正規職共同対策委員会が同年9月と

10月に非正規職保護のための立法請願を国会に提出しており､政府も独自の対

策のために2000年10月5日､非正規職勤労者対策法案を発表した｡しかし､

この法案は､労使双方から多くの批判を受け､これ以上は政策案として推進さ

れず､国会に係っていた時に第16代国会が解散されたため自動的に廃棄された｡

以来､非正規職保護法制を具体化する議論の場は､ 1998年のIMF通貨危機当

時の国家競争力強化と社会統合の実現を目的として設置された労使政委員会に

移っていった｡

2001年4月､労使政委員会は､非正規職対策のための特別委員会の設置を提

案し､同年7月23日｢非正規職勤労者対策特別委員会｣ 168(以下､ ｢非正規特委)

と略す)を設置して､ 2年間で100回以上の会議(特委全体会議24回､特委分科

36回､公益委員会議19回など)､意見聴取･討論会(労使意見聴取3回､専門

家 招 請 討 論 会: 2001.10.8､ ワ ー ク シ ョ ッ プ: 2002.6.27-28､ 労 働 法 学 者 招 請

1̀ う7元々は労組のナショナルセンターは､韓国労総のみであったが､韓国労総が勤労者の権益の

ために大きな力を発揮していないと思った人たちが､韓国労総から出て全労協を結成した｡こ
の全労協が拡大改編された団体が民主労総である｡民主労総は､様々なストライキや闘争を主

導する団体であるといえる｡一方､韓国労総は､相対的に穏健派でる｡
1(当巨正規職対策特別委員会は､委員長､その他に､勤労者委員4名､使用者委員4名､政府委員

4名､公益委員6名で構成された｡政府委員は､労働部など関連部の局長級の公務員であり､

公益委員は､労働問題の関連分野を専攻とする大学教授や専門家である｡
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特殊雇用討論会: 2002.9.30など)､実態調査(国内実態調査11回: 2002. 10.24

-ll.28)などを実施し､制度の改善方策を論議した｡

この非正規特妻は､当時労使政委員会に参加していた韓国労総が特妻を構成

することを提案して発足したが､民主労総と非正規共同委はこれに参加しなか

った｡この非正規特委では､雇用形態別に期間制勤労､短時間勤労､派遣勤労､

及び特殊形態勤労などに分けて､それぞれに関する対策法案が議論された｡ま

ず､期間制勤労､短時間勤労､派遣勤労について2年余りにわたる議論の末､

2003年5月23日､本会議を開き､公益委員案を正式に確定した｡しかし､労

使間の意見が異なり､合意は不成立となった｡そして､労使政委員会は､ 2003

年7月25日､これまで議論された結果を踏まえて労使立場と公益委員案を政府

に報告することを決定した169｡

一方､特殊雇用170については諸外国においても立法例がほとんどないという

理由で一緒に議論されず､別途の後続機構を設置して対策法案を用意すること

にした171｡

zG901 互 亡｢t]l 瑠T7 -Ll 呈ql 司 せ01- 啓 子 召｢ 者･9]LOl 瑠̂ oi｣ 旦 望9] 召 キ% 胡 啓 三Zj｣ 啓 子 斗 司

召司可司Rll 13召(20061｡)149号(李ホグン｢非正規勤労対策方案一韓国的｢柔軟安定性｣モデ

ルの定着のための条件｣韓国社会政策第13集(2006年)149頁以下)｡
17∩特殊雇用とは､使用者と委託契約､運送請負契約などを締結し､個人事業者となっており､仕

事した部分について成果給(手数料､運搬料など)形態として賃金が支給される勤労者をいう｡

例えば､ゴルフ場の競技補助員､学習誌教師､車持込み運転手､保険設計人､テラーマーケテ

イングなどである｡これらの勤労者は､特定使用者と事業のために特定使用者の指揮､命令に

応じて働いているにも関わらず､形式的には個人事業者として扱われ､労働法上の勤労者とし
て認められず､労働3権の死角に置かれている｡中音% ｢tjl確守召せaL　増量望増ol子吉
人lノ斗召｣昔曇tn卑jjl増卑iL一書瑚17召(2012 ll)竿(朴チャンヨン｢非正規職関連法律法立が与

える示唆点｣崇実大学校法学論叢第17輯(2007年2月)279頁以下)｡
171これ以降､ 2006年6月､国政懸案政策調整会議は､特殊形態勤労従事者対策推進委員会を構

成し､本格的な対策準備に着手し､ 2006年10月25日､経済法的保護法案を主な内容とする第
一次保護対策を樹立､推進した｡そして､ 2006年11月には､ 2次保護対策として労働法的保

護方策を用意するために特殊形態勤労従事者保護法案を用意するために林鍾律教授などを構
成員とする基礎委員会を構成し､基礎案を用意して､ 2007年3月から基礎案を中心に労使政

協議を試みたが､使用者側の不参加で､労使政間の議論は進まなかった｡一方､政府では意

見を集めるために､ 4回にわたって基礎案をめぐって協議をした結果､ 2007年6月5日に､特

別形態勤労従事者保護等に関する法律案を確定し､ 6月臨時国会での議論をするために､政府
立法ではなく､議員立法の形式で6月14日､特殊形態勤労従事者保護等に関する法律案を国

会に提出した｡しかし､現在まで､立法化されてない｡
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(政府案の準備: 2003年7月～2004年11月)

労働部172は､提出された労使立場( 【資料5】労使政の争点参考)は除いたま

ま､労使政委員会の公益委員案を中心に､ 2003年11月､非正規職保護法案を

用意して､関係部署と意見照会及び協議を進めた｡そして､ 2004年9月8日､

総理主催で国政懸案政策調停会議を開催して非正規職保護法案を確定し､同年

9月10日に､非正規職保護法案を立法化すると予告した(労働部広告第2004-111

号)｡その以来､公聴会開催､市民団体懇談会などの意見聴取過程を経たうえで､

同年11月2日の国務会議で政府案が 終的に確定され､同年11月8日､非正

規職保護法律案を定期国会に提出した｡

政府の非正規職関連立法案の核心は､労働市場の柔軟性を阻害しないという

前提の下で､非正規職勤労者に対する不合理的な差別待遇を禁止し､衡平性を

高め､濫用を防止することにある173｡例えば､新たに期間制勤労者及び短時間

勤労者に対する差別を禁止する規定を新設した｡これにより､合理的な理由の

ない差別をなくし､差別が発生した場合は労働委員会を通じて是正申請をする

ことを可能にした｡これと共に､効果的な是正措置のために､労働委員会法を

改正して部分別委員会174として差別是正委員会を新設し､差別是正担当公益委

員の委嘱根拠規定を設け､調停が成立された場合には裁判上和解の効力を付与

するなど､調停制度の活性化が図られた｡さらに､確定された是正命令を履行

しない場合は､事業主に 高1億ウォンの過怠料を科すことができるようにし

て実効性を確保も目指されている｡そして､派遣勤労者の差別禁止が宣言され

ているにすぎなかった1998年の派遣法の定め175を､期間制雇用法の場合と同じ

ように強行的な差別禁止とし､これを守らない場合の是正手続を改正した｡

上述した政府案をもとに､非正規職保護法案の審議過程において､政労使は

各々自分の立場を 大限に反映させようと努力した｡具体的な内容審査が行わ

れる前に､法律の実効性､非正規職保護に関する請願を併合審査するのか､そ

)722010年7月5日､労働部から雇用労働部に名称を変更した｡

】7･' う 召 召 ♀ ｢t]l 召 育 司 　oj 増(ol)% 喜 司 せ と･̂ T･Rol xB 召｣ 土 号 司 音(2004 I-a)57 号( 金 ジ ョ ン

ウ｢非正規職立法(秦)を巡る労･使･政争点｣労働リビュー(2004年)57頁以下)｡
】71労働委員会法第15条( 【資料卜3-1】参照)0

-75 ｢派遣事業主と使用事業主は派遣勤労者が使用事業主の事業内の同一業務を行う同種勤労者と

比べて不当な差別的処遇を受けないようにしなければならない｣ (旧派遣法第21条)｡
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れとも政府が提出した法律案を中心に審査するのか､既存の勤労基準法を改正

するのか､それとも新たな法律を制定するのか､特殊雇用形態の勤労者を含む

かなど､序盤から何度も議論された｡具体的な法律案の内容についても政党(当

時の与党をいう｡現在､民主統合党に該当する)と労使の立場が大きく対立した｡

主要な争点となったのは､同一価値労働同一賃金の明文化､差別是正の請求主

体及び立証責任､期間制勤労における使用期間､使用期間経過後の雇用保障及

び使用理由制限の導入､派遣勤労において派遣期間経過後の雇用保障及び不法

派遣の場合に雇用義務を果たすことなどであった176｡

政府法案について､労働側はもちろん､経営側も反対意思を表明した｡政府

は､政府法案が成立した場合､派遣勤労者はわずかに増加するものの､全体的

な非正規職の規模は縮小すると予想していた｡これに対して､民主労総を始め

として労働側は､派遣勤労者の規模が急激に増えるだけでなく､従来の正規職

も期間制などで代替され､非正規職の規模が大きく増加すると主張した｡一方､

韓国経営者総協会(以下｢経総｣と略す)は､期間制勤労者の解雇制限などはむ

しろ労働市場の柔軟性と企業の競争力を大きく損なうとし､政府法案に反対し

た｡

このように､労使政間の立場が大きく食い違うのは､現在の非正規職問題を

含め､労働市場の柔軟化に関する労使政間の基本的な認識に大きな違いがある

ことによる｡労働側から 大の問題とされているのは､期間延長に関するもの

である｡労働側は､期間制勤労者の契約期間を 大3年まで延長した場合は､

使用者には雇用形態を多様化させることができる幅がそれだけ増えることにな

ると主張し､これにより､現在のように1年以下の短時期間制の雇用形態とし

て､単純な業務のみを扱うのではなく､ 2年ないし3年単位の期間制雇用が一

般化されることで､単純業務以外の業務まで期間制雇用が活用化され､この過

程で正規職雇用の相当な部分まで代替されるようになる､と主張している｡ま

た､労働側は､期間制勤労には､勤労者の交換使用に関する規制がないため

悪の場合､使用者は3年になる前に､期間制勤労者を交換するか､ 1-3月程度

の空白期間を経た後に､同じ勤労者を期間制勤労者として再び雇うことができ

]76司せXJ ｢昔曹司61斗望司♀音ス1, 7l7JRll亡王7171 2 td旦呈Rllせ｣号司旦(2007 I-a)107苧(雀サ

ンジン｢不合理な差別処遇禁止､期間制勤労期間2年に制限｣国会報(2007年1月)107頁) :

韓国の政党の変遷過程については､梅田暗士『現代韓国政治分析- ｢地域主義･政党システ
ム｣を探る』 (志学社､ 2014年)123頁参考｡
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るという点を憂慮していた｡これとは反対に､政府は､期間制勤労者の場合に

は､差別禁止及び使用期間の制限などにより､不必要な使用が縮小されむしろ

期間制勤労者の規模が減少すると考えている｡この点､労働側は､差別に関す

る判断基準が明確ではなく､個別勤労者が不利益を被ることを押して差別是正

を申請することは難しく､是正手続に相当な時間を要するため､差別是正には

実効性がない､と主張している｡

また､労働側は､非正規職の不当な差別をなくすためには､勤労形態が異な

ることを理由に雇用及び勤労条件上の差別待遇を禁止し､同一事業場内の同一

価値労働に対して同一賃金の支払に関する明文規定を設けるよう要求した｡

これに対して経営側は､不当な差別と能力に基づく公正な差異を区別するこ

とが事実上困難な条件下で､差別救済手続が導入される場合､その判断基準の

暖昧さと救済申請の暴走により大きな混乱が予想されるとし､差別救済手続が

立法案から削除されるべきであると主張した｡

政府は､このような労使双方の批判に対して､正規職と非正規職に対する同

一価値労働同一貸金原則は国際基準もなく､各国の立法例にもほとんどないた

め対応することが難しいとしている｡政府は､差別禁止の法制化の目的は､不

合理な差別を禁止することで､正規職と非正規職間の賃金格差を問題すること

ではなく､合理的な理由なく非正規職という理由のみで発生する賃金格差が是

正するということであるとして､差別禁止の明文化を主張した177｡

(政府案国会提出後: 2004年11月～2006年11月)

2004年11月8日､期間制及び短時間勤労者保護法等に関する法律案が国会

に提出された後､同年12月7日､環境労働委員会は､立法公聴会を開催し､法

案を法案審査小委員会に回付した｡しかし､政府の非正規職保護法案の内容が

発表されると､使用者団体のみならず､非常に積極的に非正規職立法請願をし

た労働側からも強力に反対の立場が表明された｡特に､民主労総は､政府案に

反対する意味で､一日中警告ストライキを行い､一部の非正規職勤労者が与党

177召瑠♀(金ジョンウ) ･前掲注(173)60頁以下｡
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(現在､民主統合党に該当)の建物を占拠して強力に抗議することもあった｡ま

た､全国104の労働､市民､社会団体で構成された｢非正規労働法共同対策委

員会｣は､ 2005年4月､非正規職保護法案についてほとんどの国民が国家人権

委員会の意見にしたがって労使政間の合意に基づいて立法化することを支持す

るとの国民世論調査の結果を発表して､政府案に反対の意思を表明した｡与党

内でも政府案に対する評価が分かれた｡

上記のような状況から政府案について十分な議論を行うことができず､政府

案をめぐる労使政間の攻防は2005年にも継続され､同年4月と5月の間の国会

では､労使政代表者会議(15回)が開かれたが結局決裂した｡

こうした現状をふまえてか､同年4月14日､国家人権委員会が政府の非正規

職保護法案に対する意見を提示した｡同委員会が政府の法案に意見を提示する

ことは､異例なことである｡国家人権委員会は､非正規職勤労者の労働人権の

根本的な価値が穀損され形骸化される危機状況に瀕していると現状を分析し､

非正規職勤労者の労働人権の保護と差別の解消が社会の重要な課題であること

を強調して､同一労働価値同一賃金の原則の明文化､期間制勤労者の利用事由

の制限､派遣対象業務を現行通り維持することなど､労働側の主張と同様の意

見を表明した178｡

政府与党(現在､民主統合党に該当)は､同年6月の臨時国会で自らの主導で

法律案を通過させようとしたが､民主労動党の議員が国会環境労働委員会の小

会議室を占拠するなど法案審議に反対する態度をとったため､同年6月28日､

環境労働委員会委員長は､ 6月中の国会処理179は留保すると決定した｡

同年11月､与党により労使自律対話(11回)が開催されたが､合意には至ら

なかった｡

同年11月30日､韓国労総は､ ①同等又は類似の技術･作業遂行能力をもつ

勤労者に関する同等処遇､②期間制勤労者の使用期間の2年の制限(超えた場合､

無期契約とみなす)､ ③派遣業種の現状維持､ ④派遣期間の2年の制限､ ⑤不法

派遣の場合すぐに雇用する義務､ ⑥クーリング期間､などを主要内容とする修

正案を発表した｡そして､この韓国労総の修正案を中心に､ 2005年12月1日

】7鞘王召1]n 『t]lRol育ヒ号斗　増』 (2011 ll)27　苧(趨ギョンベ『非正規労働と法』 (順天郷大学校

出版部､ 2011年)27頁以下)｡
179国会では､国民生活に必要な法を制定し､必要な内容を直すことができる｡法律案の制定･改

正手続は､提案､国会審議･議決､政府-移送､公布の順で行われる｡
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から同月8日まで及び2006年2月7日､環境労働委員会の法案審査小委は､法

案審議を再開し､重要争点を除いた(但し､差別禁止規定の方法は､政府原案の

通り議決)大部分の事項について暫定的に議決した( 【資料5】労使政の争点参

考)0

2006年2月17日､環境労働委員会の法案審査小委は､民主労働党の議事進

行妨害で開催されなかった｡その後､環境労働委員会の全体会議で法案の審議

のあり方について論義した結果､同年2月20日14時まで法案小委員会で解決

することを再要請したが､やはり2006年2月20日の法案小委は民主労働党の

議事進行妨害で開催されなかった｡その結果､環境労働委員会の全体会議で法

案を処理することになり､同年2月27日に同委員会が召集された｡この委員会

の全体会議は､民主労働党が排除された状態で開催され､当時与党当時野党議

員たちのみが残った争点を合意し､その合意により政府案を修正し､その修正

案を議決し､これを法制私法委員会に回付した｡しかし､同年2月28日に予定

されていた法制私法委員会の全体会議は､民主労働党の会議場占拠により開催

されなかったので､法案処理は4月の臨時国会まで延長されたが､この臨時国

会のときも､私学法再改正を要求する当時野党の不参加で議決されず､ 6月の

臨時国会に移された｡

以上の経過を経て180､ 2006年11月30日に､国会本会議で国会議長の職権で

法律案が上程され､議決された｡国会を通過した非正規職保護法とは､学術上

の用語であり､実際には､ ｢期間制雇用法｣､ ｢派遣法｣及び｢労働委員会法｣

を意味する｡この法律は､ 2006年12月21日から効力を発生し､ 2007年7月1

日から施行されている｡

lHO韓国の政府立法過程及び所要期間は次のとおりであるo　例えば､立法計画の樹立-法令案の

立案(約30-60日)-関係機関との協議及び党政協議(約30-60日)-立法予告(約40-60日)

-規制審査(約15-20日)-法制処の審査-次官会議･国務会議審議(約15-20日)-大統領の

裁可及び国務総理と関係国務委員の副署､国会提出(約7-10日)-国会審議･議決及び公布案

を政府移送(約30-60日)-国務会議閣議の上程(約5日) -公布(約3-4日)される(労働部の

非正規法案の説明資料(2006年3月)参照)｡
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第2節　非正規職保護法の施行以後から改正に向けた動き

(2007年7月以後)

労働部は､2009年3月12日､ ｢非正規職総合対策｣を発表した｡その内容は､

特別法を制定し､自発的に非正規職を正規職-転換させる企業に対して一時的

に社会保険料を減免(50%)することや､期間制雇用法を改正して差別是正の申

請期間を3月から6ケ月に延長すること､非正規職の雇用安定と職業能力開発

のための行政運営を積極化することなどであり､中でも非正規職の利用を規制

する規定を緩和することが注目される｡期間制雇用法と派遣法での 高使用可

能期間を現在の2年から4年に拡大することをはじめ､派遣対象業務を増やし､

使用期間の制限を受けない例外的な業務に山火監視員のような季節的業務を含

むこと､又は1週20時間以下の短時間勤労者を含むことなどである181｡これに

対し､経営側は､非正規職の使用期間の延長(2年から3年)と派遣許可業務拡

大を求めているが､労働側は､非正規職の使用期間延長に反対しながら､社内

下請対策､差別是正制度の改善を要求するなどしており､労使政が対立してい

る182｡

このような状況であるのに政府は､経済危機の克服と非正規職の雇用安定の

ために非正規職の使用期間を現行の2年から4年に延長する内容を骨子とする

法改正案を2009年3月13日に立法予告した183｡この改正が行われると､企業

は､非正規職勤労者を使用した2年後に正規職-転換せずに4年まで使用でき

るようになる｡非正規職保護法の改正案について､労働側は､ 4年間安定的に

非正規職を使うことができるとすれば正規職の採用数が限定され､実質期間制

限を撤廃することに結びつくとして､この改正案に反対の立場を示した｡

2012年2月1日(2012年8月2日施行)､差別是正制度の活性化に向け非正規

職保護法を改正した｡上記の｢非正規職総合対策｣ (2009年3月12日)の内容

.H17ot̂3印｢可召育司望, olq呈7Tot可叫?tjl増子司増　7Ⅵ瑠　%召望ql羊司｣ 土̂Tス1皇瑚822互

(20091-i)4苧(妾成泰｢非正規職法､どこ-行けば良いか?非正規職法改正､動きに負えな

い｣ 労 使Journal 第822 号(2009 年)4 頁)｡
tHu'叫望73瑚｢tjl確守雪男　7Ⅵ召,<斗望入1瑠　望司　vslt,i q Q]L杏'｣ (20081-i)

(毎日経済｢非正規法改正,(差別是正が先にvs 1年もっと延長｣ (2008年))o
IHr3 2009年4月3日の｢非正規職保護法改正に関する討論会｣の資料0
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であった差別是正の申請期間を3月から6ケ月に延長した181｡さらに､差別是

正委員会による差別是正制度と並行しながら､勤労監督官に､積極的に差別要

因を調査又は是正することができるように差別是正の権限を付与した(労働監

督官は､勤労者の申請がある場合はもちろん申請がなくても非正規職勤労者を

多数使用する事業場などを対象に差別の存在可否を職権で調査し､差別がある

場合は､是正するように指導することができる( 【図2-2】勤労監督官による差

別是正手続の流れ及び解説参考)0

近､ 2014 年3 月18 日(2014 年9 月19 日 施 行)､ 差 別 是 正 委 員 会 に､ 就 業

規則及び団体協約に対する命令ができるようになり､確定した是正命令の効力

を拡大する制度を導入した｡

現在､国家人権委員会と法務部は､個別法律として規定されている差別禁止

に関する法規定を統一化し､又は一貫性があるように整理するために差別禁止

法の制定を推進している｡現在まで進行された差別禁止法(秦)の概要をみると

以下のとおりである185｡

まず､国家人権委員会の差別禁止法案の差別をみると､ ｢合理的な理由なく性

別､障害､病歴､年齢､出身国家､出身民族､人種､皮膚色､出身地域､容貌

など身体条件､婚姻有無､妊娠又は出産､家族形態や家族の状況､宗教､思想､

政治的意見､前科､性的性向､学歴､雇用形態､社会的身分を理由に､個人や

集団を分離･区別･制限･排除したり､不利に待遇する行為｣と定義し､既存

の人権委員会法に規定されている差別禁止事由に｢雇用形態｣を追加した｡そ

して､ ｢現存する差別を解消するために､特定の人又は特定の集団を暫定的に優

遇する行為と､これを内容とする法令の制定･改正及び政策の策定樹立･執行｣

は､平等権侵害の差別行為に含まれないという既存のいわゆる積極的な優遇措

置に加え､ ｢特定職務や事業遂行の性質上不可避な場合｣でも､差別行為に該当

しない真正な職業資格要件を追加した｡

一方､法務部案は､国家人権委員会案と同様に､間接差別と嫌がらせを差別

の概念に含ませており､間接差別の概念を､ ｢外見上中立的な基準を適用したが､

その基準の特定集団や個人に不利な結果をもたらした場合｣と定義している｡

lM差別是正の申請期間については､李維貝｢韓国の非正規職勤労者に対する差別是正制度の現状

と課題一差別是正い手続きの問題を中心に｣労働法律旬報1762号(2012年)41頁～43頁､46頁｡
IH=r't]lt舌司･7ot̂3印･重量千･ 着̂j司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妾ソンフイ) ･前掲注(87)

参照｡
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また､差別の概念に含まれる嫌がらせの事由を､ ｢性別､障害､人種､出身国家､

出身民族､皮膚色､性的性向｣の7つのみに限定している｡

すなわち､法務部によると､差別とは､ ｢合理的な理由なく性別､障害､病歴､

年齢､出身国家､出身民族､人種､皮膚色､出身地域､容貌など身体条件､婚

姻有無､妊娠又は出産､家族形態及び家族状況､宗教､思想又は政治的意見､

犯罪前歴､保護処分､性的性向､学歴､社会的身分などを理由に個人や集団を

分離･区別･制限･排除したり不利に待遇する行為｣を意味する｡法務部案は､

国家人権委員会案と違って｢雇用形態｣が含まれてないことである｡
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第2章　非正規職保護法における差別的処遇の禁止

第1節　期間制雇用法

期間制雇用法で規定されている差別制度の主な内容は､次のとおりである｡

まず､期間制雇用法は､差別的処遇を賃金､定期賞与金､名節賞与金等定期

的に支給される賞与金､経営成果に応じた成果金､その他勤労条件及び福利厚

生等において合理的な理由なく不利に処遇することと定義する(期間制雇用法

第2条第3号)｡その上で､同法8条は､ ｢期間制勤労者であることを理由(ある

いは､短時間勤労者であることを理由)に当該事業又は事業場におて同種又は類

似の業務に従事する期間の定めのない勤労契約を締結した勤労者(あるいは､通

常の勤労者)に比して差別的処遇をしてはならない｣と規定する｡同条は､期間

制勤労者である事実又は短時間勤労者である事実だけでは､原則として､差別

的処遇の理由として認められないことを明らかにしたものである186｡これらを

併せて理解すれば､期間制勤労者(あるいは短時間勤労者)に対する差別的処遇

とは､期間制勤労者(あるいは､短時間勤労者)であることを理由に､その期間

制勤労者(あるいは短時間勤労者)に不利な処遇が行われたこと､これらの処遇

に合理的な理由がないことを意味する｡この審査は､ ①使用者の行為が期間制

勤労者(あるいは短時間勤労者)に対する不利な処遇であるかどうか､ ②仮に不

利な処遇に該当した場合､当該不利な処遇を正当化する合理的な理由があるか

否か､という流れで行われる｡

差別的処遇を受けた非正規職勤労者は､労働委員会を通じた差別是正( 【図

2-1】参考:本論文148頁参考)と､勤労監督官を通じた差別是正( 【図2-2】参

考:本論文149頁参考)がある｡

まず､前者の場合､差別的処遇を受けた期間制勤労者又は短時間勤労者は､

lHb召喜子｢t]lフ日干司　斗望人1召̂J召%喜司せ胡月喜9]召主｣ Oj音9]L干15互(2007七旦)5苧(全ユ

ング｢非正規職の差別是正申請を巡る解釈論の検討｣賃金研究15号(2007年)5頁)｡
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労働委員会に是正を申請することができるが(同法第9条第1項)､その際､差

別的処遇の内容を具体的に明示しなければならない(同法第9条第2項)｡求め

られる具体性は､使用者の処遇が期間の定めのない勤労者あるいは通常勤労者

に比べて不利な処遇であったということが推定できる程度である｡同法第9条

4項の使用者の立証責任の規定は､これらの推定を前提としたものであると理

解することができる｡

①の審査段階においては､適切な比較対象者を選定し､使用者のどのような

処遇が､不利な処遇であったかを明らかにすることが鍵となる｡

上記の②段階での合理的な理由には不利な処遇が期間制勤労者という理由で

はなく､別個の独自的な理由はもちろん､例外的に期間制勤労者という事情と

密接な関係があるが､正当化される理由も含められる｡代表的には､期間制勤

労者の再契約を拒絶することで､当該勤労者の希望や期待に反して勤労関係を

終了させる場合を挙げることができる｡

後者は､上記の差別是正委員会による差別是正制度と並行し､期間制雇用法

第15条の2(2012年2月1日改正)により､雇用労働部長官は､使用者に差別的処遇

の是正を要求することができ､それに応じなかったときは労働委員会に通報し､

同委員会が差別的処遇有無を審理し､その是正を命ずることができる｡この制

度は､改正される前の差別是正命令は事後的な処理の構造であり､当事者が不

利益を憂慮して差別是正を申請しなかった場合があるなどの問題があるため､

政府が事前かつ積極的に差別を解消することができるようにすることを目的と

して導入した(改正法公布文上の改正理由を参照)｡この制度の導入は､特に､

非正規職労働組合が組織されていない事業所を念頭に置き､労働組合に申請権

を付与して申請権者の範囲を拡大することより､公益的次元で政府の職権介入

を通じて差別是正制度を活性化することがより望ましいという政策的判断を背

景とする｡

政府職権の差別是正制度は､事業場単位で集団的差別是正を可能にする｡こ

れは､既存の制度が持つ個別的差別是正の限界を克服するものである187｡今後､

政府の職権差別是正業務は､雇用労働部､地方官署で実行されるものであるが､

限定された資源の組織又は人員の中で差別是正業務がどれぐらい効果的に実行

川7三舎tLt ｢可増子司　オ望音ス19]増召斗斗瑚｣ヒ昔増卑Rll42互(2012t･3)13竿(槍龍晩｢非正規

職差別禁止の争点と課題｣労働法学第42号(2012年)13頁)0
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されるのかは未知数である｡この制度が適切に運用されるかは､今後､政府の

差別是正意志と能力に左右されるであろう｡意思がないとか､あっても能力が

伴わなければ失敗する｡差別是正能力の向上は､政府が早めに解決すべき課題

である1RRc

差別是正の申請を受けた労働委員会は､遅滞なく､必要な調査と関係当事者

の審問を行い(同法第10条)､関係当事者の申請又は職権で調停手続に回付する

ことができる｡調停とは別に､関係当事者の合意に基づいて申請した場合には

仲裁をすることができる(同法第11条)｡その他の救済手続の具体的な過程は､

不当解雇及び不当労働行為の救済手続と同様である｡差別是正命令に従わなか

った場合は､過怠料を賦課される(同法第24条)｡

第2節　派遣法

旧派遣法第21条は､派遣勤労者が使用事業主の事業内の同一の業務を遂行す

る同種勤労者と比較して､不当に差別的処遇を受けないようしなければならな

いと規定していた｡しかし､ 2007年改正派遣法によって(以下｢派遣法｣ )､派

遣事業主と使用事業主は派遣勤労者であることを理由に使用事業主の事業内の

同種又は類似の業務を遂行する勤労者と比較して派遣勤労者を差別的に処遇し

てはならならないと改正された(派遣法第21条)｡旧派遣法第21条が訓示規定

に過ぎなかったのに対し､派遣法第21条は､比較対象者を類似の業務を遂行す

る勤労者まで拡大した｡また､確定された是正命令を履行しなかった者に対し

ては､過怠料が賦課されることとなった(同法第46条)｡

禁止される差別は､派遣事業主又は使用事業主が､派遣勤労者であることを

理由に､使用事業主の事業内の同種又は類似の業務を遂行する勤労者に比べて､

派遣勤労者のを賃金､定期賞与金､名節賞与金等定期的に支給される賞与金､

経営成果に応じた成果金､その他勤労条件及び福利厚生等において合理的な理

棚三%l]J(趨龍晩) ･前掲注(187)13頁以下｡
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由なく不利に処遇することを意味する(同法第2条7号)｡

派遣法の差別禁止の主体として派遣事業主と使用事業主の両方を定めている

ため､誰が､差別に対する是正命令の履行者であるかについて見解の対立があ

る｡この点､是正命令の履行義務者は､派遣事業主と使用事業主両方であると

みるべきであろう｡派遣法第21条は､差別的処遇の禁止義務の主体として派遣

事業主と使用事業主を区別しておらず､同法第20条第2項は､使用事業主に勤

労者派遣契約を締結する際に派遣事業主に同法第21条第1項の規定を遵守する

ように必要な情報を提供する義務を課している｡すなわち､派遣法第34条第1

項に､派遣法第20条第2項の使用者が派遣事業主であると規定されているにも

かかわらず､同条では使用事業主を直接的に関連させていることなどを照らし

てみると､是正命令の履行義務者は､両者であるとみるべきである( 【資料1】

参考)0

差別的処遇を受けた派遣勤労者は､差別是正委員会にその是正を申請するこ

とができる(同法第21条2項)｡また､派遣法第21条の2(2012年2月1日改正)によ

り､雇用労働部長官は､使用者に差別的処遇の是正を要求することができ､そ

れに応じなかったときは労働委員会に通報し､同委員会が差別的処遇有無を審

理し､その是正を命ずることができる｡

同法第21条2項の規定による是正申請その他の是正手続等に関しては､期間制

雇用法の規定を準用することになっているのでその条文の引用については期間

制雇用法の条文を掲げることにするようにする(第2編第2章参考)｡この場合､

｢期間制勤労者又は短時間勤労者｣は｢派遣勤労者｣で､ ｢使用者｣は｢派遣事

業主又は使用事業主｣とみなす｡
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第3章非正規職保護法における差別的処遇の判断基準

第1節　差別是正に関わる主な判例の概要

以下では､労働委員会に提起された差別是正事件(2013年12月31日基準で

2,605件である:本論文151頁参考)の中で､中労委に再審を請求した事件を中

心に､その事件の主要な争点と､地労委と中労委の判定結果などを紹介する｡

そして､論点を検討する際､下の事件番号を引用する｡

【事件2-1】済州特別自治道賃金及び福利厚生費など差別事件189

本件のⅩらは､ 2003年3月1日及び2005年10月1日に､済州特別自治道の

済州市交通行政課に駐･停車取締員として採用され､不法駐･停車車両の取締

業務に従事する者である｡

Ⅹらは､2007年8月28日及び2007年9月5日､済州市庁を被申請権者とし､

当該事業場で同一業務を遂行する暫定的な比較対象者である請願警察に比べて､

基本給など14個項目の賃金､福利厚生費などについて勤労条件上の差別的処遇

を受けたとして､済州地労委に是正申請をした｡その後､ 2007年9月7日､本

件の被申請権者を済州市庁から済州特別自治道に変更した｡

これに対し､済州地労委は､ X　らに比較対象者に支給される賃金支給項目の

うち､いくつかの項目が支給されない､あるいは少なく支給されることはある

が､年俸で算定した賃金総額はほぼ同様の水準であるので､不利な処遇が存在

しない旨を理由として申請を棄却した｡

しかし､中労委は､ Ⅹ　らが提起した再審申請について不利な処遇が存在する

lHリ麿州特別自治道地労委2007. ll. 1漕州2007差別1-15併合:中労委2008. 3.20中央2007差別

5-19 併 合｡
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ことを認めたが､業務遂行に必要な努力の程度､危険の程度などを基準に不利

な処遇に合理的な理由があるものとして､その申請を却下した｡

【事件2-2】韓国鉄道公社成果賞与金差別事件190

Y(韓国鉄道公社)の非正規職勤労者であるX　らに対して成果賞与金を不支給

としてことについて期間制雇用法で禁止される差別的処遇該当性が争われた事

案であり､全国的な単位で期間制勤労者らの差別是正申請が行われた事案であ

る191｡

本件のⅩらは､ Yと1999年12年1日から2006年7月24日までの期間の定

めのある勤労契約を締結し､全国の各支社､事業場､駅などにおいて期間制(契

約職)勤労者として電気員､線路管理員､車両管理員､防災要員､駅員､駅員補

助員として勤務してきた者である｡

Yは2007年7月31日に比較対象者である期間の定めのない勤労契約を締結

した勤労者には､ 2006年度の経営実績評価に基づく成果賞与金を各勤務実績に

基づき支給する一方､ Ⅹ　らに対してはこれを全く支給しなかった本件行為に対

し､ X　らは､合理的な理由のない差別的処遇に当たると主張して､各管轄地方

労働委員会に､ 2007年8月2日から同月17日までの間に､差別是正の救済申

請をした｡

各地方労働委員会は､ 2007年10月17日から同年12月27日までの間に､ X

らの主張を受け入れ､ ｢本件の行為が期間制雇用法上禁止される差別処遇に当た

糊' ソ ウ ル 地 労 委2007. ll.8 ソ ウ ル2007 差 別1-3,5-6,8-14 併 合､ 京 畿 地 労 委2007. 10. 10 京 畿

2007 差 別2-10 併 合､ 釜 山 地 労 委2007. 10. 11 釜 山2007 差 別1-11 併 合､ 慶 南 地 労 委2007. ll.26

慶 南2007 差 別1-2 併 合､ 忠 南 地 労 委2007. ll.28 忠 南2007 差 別2,4,6,8 併 合: 中 労 委2008. 1. 14

中 央2007 差 別1,4,20,21,26 併 合: ソ ウ ル 行 政 法 院2008.10.24 宣 告2008 グ ハ ブ6622 判 決:

ソ ウ ル 高 等 法 院2009. 7.9 宣 告2008 ヌ33923 判 決: 大 法 院2012. 1.27 宣 告2009 ヅ13627 判 決｡
191 【事件2-2】韓国鉄道公社成果賞与金差別事件の判定以外にも､類似の時期に同じ事案で差別

是正申請が行われた｡例えば､ソウル地労委(ソウル2007差別38)､忠北地労委(忠北2007差

別2,3,4併合)､釜山地労委(釜山2007差別19,20,21併合)､忠南地労委(忠南2007差別9,10

併合)､慶北地労委(慶北2007差別23,24併合)､全南地労委(全南2007差別4､全南2007差別

5,6併合)､全北地労委(全北2007差別2)､江原地労委(江原2007差別2)､京畿地労委(京畿

2007差別12, 13併合)､慶南地労委(慶南2007差別6)などで差別是正申請が行われ､各地労委

はすべて非正規職勤労者に成果賞与金を不支給したのは差別的な処遇であると認めた｡そして､
これら地労委の判定に対して中労委(中労委2008.4.24中央2008差別1-5,9-13, 16併合)の

再審判定でも差別的処遇を認めたが､但し､京畿地労委の判定のみ認めなかった｡
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る｣として､ Yに対し､ ｢本件の行為によりⅩらが受けることができなかった成

果賞与金を30日以内に支給する｣ことを命ずる救済命令を下した｡

各地方労働委員会の是正命令に対し､ Yは､ 2007年10月25から同年12月

31日までの間に､中央労働委員会に再審申請をしたが､中央労働委員会は､2008

年1月14日､前記の各救済命令と同様の理由でYの再審申請をすべて棄却する

再審判定をした｡

中央労働委員会の再審判定に不服としたYは､再審判定の取消を求めてソウ

ル行政法院に訴訟を提起したが､第1審判決でソウル行政法院は､地方労働委

員の判定と同じ趣旨でYの請求を棄却した｡一方､ソウル高等法院は､成果賞

与金支給の根拠となった勤労が期間制雇用法の施行日以前のものなので､期間

制雇用法の適用対象にならないとみて､第1審判決を取消し､中央労働委員会

の再審判定を取消する判決を下した｡そして､大法院は､原審判決を破棄し､

事件を再審理･判断するように原審法院に送還した｡

【事件2-3】克明文化学院事件192

本件のXらは､ 2005年4月1日､学校法人である東明文化学院の東明情報大

学校に1年単で雇用されている契約職専任講師である｡ Ⅹらは､教員人事規定

により採用された専任講師に適用される号俸制の賃金体系とは異なる年俸制の

賃金体系を適用されていること､それにより､相対的に低い水準の賃金を支給

されるなど差別を受けていると主張して､ 2007年9月28日､釜山地労委に差

別是正を申請した｡

これに対して､釜山地労委は､ X　らが同種又は類似業務に従事する専任講師

より低い賃金を支給されるのは差別的処遇に該当すると判定した｡しかし､中

労委は､ X　らは事実上期間の定めのない勤労契約を締結した勤労者に該当する

ので､当事者適格がないとして､ Ⅹらの　申請を却下した｡

192 釜 山 地 労 委2007. ll,28 釜 山2007 差 別15-18 併 合: 中 労 委2008.3.31 中 央2007 差 別22-25

併合｡
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【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件193

慶北大学校非常勤講師に関する規定などによる委嘱契約に基づいて､非常勤

講師として在職した者又は在職しているⅩら36名は､使用者である教育科学技

術部と慶北大学校が賃金などの決定において比較対象者である同大学1年次の

専任講師と比べて貸金決定などについて不合理な差別的処遇をしていると主張

し､差別是正を申請した｡

これに対して､慶北地労委は､国が設立･経営する教育施設の名称に過ぎな

い慶北大学校は､法律上独立された権利義務の帰属主体がないとして当事者適

格性を否定し､その理由で却下した｡そして､教育科学技術部に対する是正申

請は､ Xらが比較対象者として提示した1年次の専任講師は､教育以外に研究

及び奉仕業務を一緒に核心業務としているので比較対象者としてみることがで

きないという理由で棄却した｡

その後､中労委は､ X　らが再審申請をする際に比較対象者として専任講師以

外に講義招碑教授を追加した｡講義招碑教授が､期間制勤労者であっても､通

常勤労者に該当するので､比較対象者に該当すると判断したが､時間給通常賃

金を基準ししてみると不利な処遇が存在しないとして再審申請を棄却した｡ソ

ウル行政法院も中労委の判定と同じ趣旨で､ Ⅹらの請求を棄却する判決をした｡

以後､ Ⅹらが控訴したが､ 2009年6月15日､控訴取下で終結された｡

【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件194

大部大学校から非常勤講師として委嘱され､同大学に在職した者と在職して

いるXら20名は､ 2007年7月1日以後､差別是正申請当時まで同大学の専任

講師らと比べて賃金決定などについて不合理な差別的処遇を受けていると主張

し､大部大学校を設立･運営している学校法人である栄光学園と大部大学校を

柑‥う慶北地労委2008, 1, 15慶北2007差別21 :中労委2008.4. 14中央2008差別7 :ソウル行政法院

2009.2.6 宣 告2008 グ ハ ブ22747 判 決( 確 定)｡
…慶北地労委2008. 1.15慶北2007差別22 :中労委2008.4.30中央2008差別8 :ソウル行政法院

2009.6.3 宣 告2008 グ- プ24743 判 決( 確 定)｡
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被申請権者として差別是正を申請した｡

これに対して､慶北地労委は､大部大学校に対する申請は､学校法人によっ

て設置された機関にすぎないとして被申請権者の当事者適格性がないとして却

下し､栄光学園に対する申請は､ Ⅹ　らの業務が比較対象者である専任講師の業

務と同種又は類似な業務であるとみることができないとして棄却した｡

中労委は､Ⅹらの再審申請を上記の事件4(慶北大学校非常勤講師事件)の判定

と同じ趣旨で棄却した｡

【事件2-6】朝鮮大学校非常勤講師事件195

本件の勤労者192名は､朝鮮大学校の非常勤講師として在職した者又は在職

している期間制及び短時間勤労者である｡

2008年1月23日､全南地労委は､申請権者の期間制勤労者性と短時間勤労

者性を同時に認めた｡しかし､ 2008年5月13日､中労委は､期間制勤労者で

はあるが短時間勤労者ではないとした｡そして､ 2007年7月1日当時に勤務し

ていない非常勤講師1人に対しては当事者適格を否定した｡

中労委は､ ｢本件の勤労者らが短時間勤労者であるかについて-短時間勤労者

として認定されるためには､その事業場に同じ種類の業務に従事する通常勤労

者が必要であるが､ -定年系の専任講師と非定年系列の教育中心教員が遂行す

る核心業務には､講義業務のみならず､研究業務も含まれている｡　これらは

講義業務のみに従事している非常勤講師などと同じ種類の業務に従事していな

いので非常勤講師などと同じ業務に従事する通常勤労者としてみることができ

ず､同じ事業場に同じ種類の業務に従事する通常勤労者が特に存在しない｡本

件の勤労者は期間制雇用法の短時間勤労者には該当しない｣と判示した｡

195 全 南 地 労 委2008. 1.23 全 南2007 差 別2,3,7 : 中 労 委2008.5. 14 中 央2008 差 別150
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【事件2-7】韓国道路公社成果賞与金差別事件196

X ら(584 名) は､ 1997 年5 月1 日 か ら2007 年12 月5 日 の 間 に 韓 国 道 路 公 社

又は外注業体(西安山企業､ゼフン企業)により契約期間1年を単位とする期間

制勤労者として､それぞれ入社し､板橋､城南､河南､九里､清渓､金浦､始

興､西安山､土坪営業所で料金収納業務を遂行する勤労者である｡

Ⅹらは､韓国道路公社が2006年度の経営実績評価に基づいて､ 2007年9月

10日､ Xらを排除して無期契約勤労者のみインセンティブ賞与金を支給したの

は､差別的処遇に該当すると主張し､差別是正を申請した｡

これに対して､京畿地労委は､西安山､土坪営業所で勤務するⅩらが韓国道

路公社を相手に提起した差別的処遇に対する是正申請は､申請権者らの事業主

は韓国道路公社ではないのでその申請を却下し､残りのⅩらの申請に対しては､

比較対象者と同種又は類似の業務に従事しているとみることができないとして､

その是正申請を棄却した｡本件の再審判定でも同様の趣旨の判定をした｡

【事件2-8】浦項医療院事件-97

Ⅹら(27名)は､浦項医療院の社員食堂の調理員として勤務している者である｡

Xらの勤労契約の締結回数は､ 1回(4ケ月勤務)から14回(13年7ケ月勤務)ま

で更新締結されるなど勤務期間はそれぞれ異なる｡契約期間は1年単位である

が､毎年1月中に一括して契約書に署名捺印することで継続勤労している｡そ

して､契約期間が満了されても退職金の支給などの退職手続をされたことがな

く､これまで契約期間の満了を理由に再契約が拒否された例もない｡

Xらは､ 2007年12月20日､浦項医療院が無期契約勤労者と栄養士に成果手

当を支給した一方､期間制勤労者であるXらに対しては､期間制勤労者である

という理由で支給しなかったことは差別的処遇に該当すると主張し､差別是正

を申請した｡

196 京 畿 地 労 委2008. 2. 29 京 畿2007 差 別15-91, 93, 95-154, 156-203, 205-331, 333-398, 400-

440, 442-505, 507-520, 523-524, 526-610 併 合: 中 労 委2008. 7. 15 中 央2008 差 別22｡

1 耶 慶 北 地 労 委2008.3.21 慶 北2008 差 別1-27 併 合: 中 労 委2008.6.25 中 央2008 差 別20.
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これに対して､慶北地労委は､ Xらが1年単位の勤労契約を毎年締結して

長14回に渡って長期間反復更新されているなど､たとえ勤労契約の更新回数が

1回ないし2回にすぎない勤労者であっても､同種勤労者の勤労契約締結慣行

をみる際には､勤労契約期間が満了した後も､特別な事情がない限り､勤労関

係が維持されると期待されていることなどを挙げながら､ Xらは､契約書の文

言にもかかわらず､事実上期間の定めのない勤労契約を締結した者とみなして

申請権者の当事者適格がないとして､申請を却下した｡そして､中労委も､再

審判定を棄却した｡

調理師である申請権者は､たとえ1年の契約期間である勤労契約を締結した

としても､ 1994年から継続されていたし､例外なく勤労契約が更新された｡そ

して､その他の有期契約をした理由は､予算編成上の必要によるものであった｡

したがって､実質的には､その期間の定めは形式にすぎないとみることができ

るので､申請件者は､事実上､期間の定めのない勤労者に該当すると判断し､

申請権者らの申請を却下した｡

【事件2-9】韓国鉄道公社栄養士賃金など差別事件198

Ⅹ ら(7 名) は､Y( 韓 国 鉄 道 公 社) と2001 年6 月1 日 か ら2007 年5 月1 日 ま で､

1年単位で期間の定めのある勤労契約を反復更新しながら期間制栄養士として

勤務していた｡

このⅩらは､期間制雇用法の施行日である2007年7月1日から比較対象者の

無期契約栄養士が存在した2008年4月13日まで､基本給､定期賞与金､成果

賞与金､調停手当､親孝行休暇費､長期勤続手当において継続的な差別的処遇

を受けたと主張しながら､4人の期間制栄養士ら(以下､ ｢勤労者1乃至4｣)は､

2008年5月23日､ソウル地労委に､ 3人の期間制栄養士ら(以下､ ｢勤労者5

乃至7｣ )は､ 2008年5月29日､忠南地労委に差別是正申請をした｡

19" ソ ウ ル 地 労 委2008.7.22 ソ ウ ル2008 差 別6,7 併 合､ 忠 南 地 労 委2008.8.5 忠 南2008 差 別2,3

併 合: 中 労 委2008. ll.3 中 央2008 差 別23,25 併 合: ソ ウ ル 行 政 法 院2009.5.22 宣 告2008 グ ハ

ブ48794 判 決: ソ ウ ル 高 等 法 院2010.1.13 宣 告2009 ヌ17614 判 決: 大 法 院2011.12.22 宣 告

2010 ヅ3237 判 決｡
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本件では､継続的な差別的処遇の範囲が争点となった｡ソウル地労委は､是

正申請の一部を受け入れて､正規職栄養士と比べて､基本給､定期賞与金､成

果賞与金､調停手当､親孝行休暇費を少なく支給したことと､ 5年以上勤務し

た期間制栄養士に長期勤続手当を支給しなかったことは差別的処遇であると認

めた｡しかし､ X　らが主張するような継続的な差別的処遇には該当しないとし

た｡したがって､期間制雇用法の施行日からではなく､申請日の3月前である

2008年2月23日から2008年4月13日までの間の差別についてのみ少なく支

払われた金額を支給するよう是正命令を下した｡すなわち､ 2008年2月22日

以前に該当する部分についての是正申請は棄却した｡一方､忠南地労委は､是

正申請をすべて受け入れ､勤労者5乃至7に､正規職栄養士と比べて､基本給､

定期賞与金､成果賞与金､調停手当､親孝行休暇費などを少なく支給したこと

と､ 5年以上勤務した期間制栄養士に長期勤続手当を支給しなかったことを､

継続的な差別的処遇と認め､期間制雇用法の施行日である2007年7月1日から

2008年4月13日までの期間について正規職と比べて少なかった金額を支給す

るように下した｡また､勤労者5については､長期勤続手当を支給するように

是正命令を下した｡

ソウル地労委に申請していた勤労者1乃至4は､棄却部分を不服として再審

申請を行い､他方､ Yは､忠南地労委の判定に不服として再審申請をした｡

中労委は､ 2008年11月3日､勤労者1乃至4の再審申請を棄却し､ Yの再審

申請は一部受け入れ忠南地労委の初審判定を変更した｡すなわち､中労委は､

2008年2月29日から2008年4月13日までの基本給､調停手当､長期勤続手

当の支給における差別的処遇により勤労者5乃至7に少なく支給した金額を支

給するようにした一方､差別是正対象期間内に支給されたことがなかった定期

賞与金､成果賞与金､親孝行休暇費及び是正申請日から3月前である2008年2

月28日以前に該当する基本給､調停手当､長期勤続手当については､差別是正

申請を却下した｡

X　らは､ソウル行政法院に､中労委の再審判定の適法可否を争いながら､賃

金支給においてYから受けてきた差別的処遇は､期間制雇用法第9条1項但書

に規定されている｢継続的な差別的処遇｣に該当し､したがって､上記のよう

な差別的処遇が各賃金支払日に至って初めて発生するものであることを前提と
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した中労委の再審判定は違法であるので取消すべきであると主張した｡これに

対して､ソウル行政法院は､ Ⅹらの主張を受け入れた｡

控訴審で､ソウル高等法院は､中労委の再審判定の中で､成果賞与金に関す

る部分は適法であるとした(すなわち､成果賞与金に対する差別是正申請却下)｡

しかし､残りの部分は違法であると判断し､一時的に支給した成果賞与金を除

く､基本給などに対する差別は､継続的な差別的処遇であると認めた0

大法院でも､入社以後からYから受けてきた貸金支給の差別的処遇は､期間

制雇用法第9条1項但書が定める継続的な差別的処遇に該当するとした｡その

理由で､期間制雇用法の施行日から差別的処遇の終了日までの賃金支給と関連

する差別的処遇の全体に対して是正を求めることができるという原審判断が正

当であるとした｡

【事件2-10】洪恩痴呆老人福祉院賃金差別事件199

Xは､ 2007年1月31日､ Y(洪恩(hongeun)痴呆老人福祉院)に入社し､夜間の

生活指導員として勤務した｡そして､ 2008年1月4日から同年6月30日まで

とする期間の定めのある勤労契約を締結し勤務していたが､ 2008年1月11日

に解雇された者である｡

Xは､在職期間中に賃金､勤労時間､延長･夜間･休日勤労手当などにおい

て昼間の生活指導員と比べて差別的処遇を受けたと主張し､2008年6月12日､

ソウル地労委に差別是正を申請した｡

これに対して､ソウル地労委は､申請期間が過ぎたという理由で申請を却下

した｡

中労委も､ XがYの始末書の提出要求に応じなかったこと､ 2008年1月11

日以後に出勤しなかったこと､ 1月12日､自分が解雇されたことを知っていた

と認めたことなどを考慮して､XとY間の勤労関係は､2008年1月11日に終了

したと判断した｡これに伴い､本件の差別的処遇の終了日も2008年1月11日

であるので､差別是正申請が不適法であると却下した｡

J99 ソ ウ ル 地 労 委208.7.29 ソ ウ ル2008 差 別8 : 中 労 委2008. ll.5 中 央2008 差 別24｡
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【事件2-11】ウォンイル(現代自動車)事件200

Xl(勤労者1乃至2)は､ 2008年7月21日に廃業したウォンイル(WONIL) (以

下､ ｢Y3｣ )所属の勤労者であり､ X2(勤労者3乃至5)は､ NAMMYOUNG企業(以下､

｢Y2｣)の勤労者である｡一方､ Y,は､現代自動車(以下､ ｢Yl｣)と請負契約を締

結し､自動車塗装業を行った者である｡

本件のXらは､派遣法における派遣勤労者に該当し､ Yl所属の勤労者と比較

して賃金などについて差別的処遇を受けたと主張して､ 2008年3月20日､忠

南地労委に差別是正申請をした｡そして､ 2008年3月28日､ Y2とY3を各々被

申請権者として追加した201｡

まず､忠南地労委は､先決問題として､ YlとY2との間の請負契約が､派遣契

約に該当するかどうか検討し､ Ⅹ　らが派遣勤労者に該当すると判断した｡その

後､ Xらに対する処遇が差別的処遇であると認めてY2に是正命令を下した｡本

件は､社内下請勤労者に対する差別是正命令を下した初の事案である｡しかし､

Y,については､差別申請の要件事項が賃金など金銭的な事項であるので､派遣

法第34条に基づいて､本件の請負契約が勤労者派遣契約として認められても是

正命令の履行義務者ではないとした｡そして､ Y3は､ 2008年7月21日に廃業

したので当事者適格が認められないとして却下と判定した｡

Xらは､初審判定の取消を求め､再審を申請し､ Ylも､派遣法上の使用事業

主であると判定した初審判定の取消を求める再審を申請した｡

これに対して､中労委は､ Y　らは､勤労者派遣契約関係にあると認めること

ができず､当事者適格がないとして却下した｡そして､ Ylの再審申請について

は､救済利益がないと却下の判定をした｡

州 忠 南 地 労 委2008. ll.4 忠 南2008 差 別1 : 中 労 委2009.3. 16 中 央2008 差 別26,27,28 併 合｡

ml 初に､この事件を受けた忠南地労委は､独自に救済申請の適格性の問題を判断せず､ 2008

年4月3日､大田地方労働庁の天安支庁に､この事件が不法派遣に該当するかについて調査を

要請した｡これに対し､天安支庁は､現代自動車は法違反の事実がないという結果を2008年
8月　26　日忠南地労委に通報した｡しかし､忠南地労委は､天安支庁の調査結果と関係なく､

差別是正委員会の公益委員と担当調査官を2008年8月26日　現代自動車の現場調査を実施し､

結局､ 2008年11月4日大田地方労働庁の天安支庁の結論と反対に不法派遣であることを前提

に差別是正救済命令を下した｡
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【事件2-12】乙路運輸通常時給など差別事件202

Xは､ 2005年8月23日に､ Y(乙路運輸)に入社し､毎年1年単位の勤労契約

を締結する期間制勤労者として中型バス運転業務に従事している｡

Xは､自分と同種又は類似業務に従事する入社4年目の無期契約勤労者であ

る大型バス運転手と比べて合理的な理由なく通常時金､賞与金､無事故手当､

勤続手当などの支給において差別的処遇を受けたと主張し､2008年11月3日､

全南地労委に差別是正申請をした｡

本件では､不利な処遇に対する合理的な理由の認定範囲が争点となった｡

まず､全南地労委は､ Xを比較対象者と比較して不利に処遇したことには合

理的な理由があるとし､差別是正申請を棄却した｡

これに対して､中労委は､初審判定における賞与金､無事故手当､勤続手当

に関する部分を取消し､ YがXに2008年8月4日から2009年6月3日までの

間に賞与金､無事故手当､勤続手当を差別支給したのは差別的処遇であると認

めた｡

しかし､ソウル行政法院は､通常時金は勿論､賞与金､無事故手当で発生し

た不利な処遇には合理的な理由があるとした｡すなわち､勤続手当のみ差別的

処遇であると認めた｡この判断は､ソウル高等法院でもそのまま維持され確定

された｡

【事件2-13】ソンワオンティピ(錦湖タイヤ)事件203

X ら( 勤 労 者1 乃 至2) は､ 各 2々005 年7 月25 日 と2006 年5 月21 日 に､Yl( 棉

湖タイヤ)の社内下請業者であるY2(ソンワオンティピ)に入社した｡ Ⅹらは､ Y

lの所属職員らと比べて2007年7月1日以降､合理的な理由なく差別的処遇を

2 °2 全 南 地 労 委2009.1.9 全 南2008 差 別123 : 中 労 委2009.6.4 中 央2009 差 別1 : ソ ウ ル 行 政 法 院

2010. 1.22 宣 告2009 グ ハ ブ28407 判 決( 勤 労 者 側)､ ソ ウ ル 行 政 法 院2010. 1.22 宣 告2009 グ ハ

ブ28155判決(使用者側) :ソウル高等法院2010.8.24宣告2010ヌ8074判決(確定)､ソウル高

等 法 院2010. 12.31 宣 告2010 ヌ8081 判 決｡
20･r3 全 南 地 労 委2009.2.9 全 南2008 差 別3 : 中 労 委2009,4.27 中 央2009 差 別2 : ソ ウ ル 行 政 法 院

2009.12.11 宣 告2009 グ ハ ブ22164 判 決: ソ ウ ル 高 等 法 院2010.12.1 宣 告2010 ヌ2854 判 決:

大 法 院2011.3.24 宣 告2010 ヅ29413 判 決｡
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受けていると主張して､ Y-とY2を被申請権者として､ 2008年7月21日､全南

地労委に差別是正を申請した204｡

Ⅹらは､ Y-の所属職員らと混在してタイヤの包装業務を行った｡ X　らは､比

較対象者とは別途にY,請負業体の勤労者を適用対象にする団体協約に基づい

て､定年､基本給､賞与金､月次休暇手当､勤続手当､安全手当､工程支援金､

交通費､家族手当､定期昇号､会社創立日有給休暇､慶弔休暇及び慶弔金､教

育費補助､体力鍛錬費､成果配分及び生産奨励金を支給又は適用されている｡

全南地労委は､ YlとY2との間の請負契約は､勤労者派遣契約に該当すると判

断し､ X　らの当事者適格性を認めた｡また､不利な処遇が団体協約の規定によ

り発生したとしてもその合理性は認められない｡そして､賃金などに対する差

別的処遇を認めたが､派遣事業主と使用事業主の責任範囲を区分した派遣法第

34条1項の規定によりY,を相手に提起した差別是正申請を却下し､Y2を相手に

提起した差別是正申請については一部認定した｡

中労委は､再審判定で､ XらがY-を相手に提起した差別是正申請は初審の趣

旨と同じ理由で却下し､ Y2を相手に提起した差別是正申請は一部認めた｡

ソウル行政法院は､中労委の再審判定を維持した｡

【事件2-14】馬山文化放送定期賞与金など差別事件205

X, は､ 1995 年4 月10 日 に､ Ⅹ2 は1993 年9 月9 日 に､ Y( 馬 山 文 化 放 送) に 臨

時職として各々入社して､コンピューターグラフィックの業務を担当していた

ところ､ 1996年9月7日と1995年5月1日に各々別定職の一般契約職-転換

され､ 2008年10月31日に名誉退職した( 後に締結した勤労契約書上の契約

2°̀1ところで､この事件の勤労者らは全南地労委の差別是正とは別に､ 2008年7月24日､光州地

方労働庁に不法派遣陳情を提起した｡光州地方労働庁は､同陳情事件について､ 2008年12月

1日､派遣法違反としてこの事件の使用者を立件捜査することになる｡全南地労委は､労働庁
の判断を待って審理を延期してきたが､ 2009年1月9日､差別事件の現場調査を実施し､ 2009

年2月9日､光州地方労働庁の結論のとおり不法派遣であることを前提に差別是正救済命令を
した0　-万､光州地方労働庁の起訴意見として立件して捜査した光州地方検察庁は､この事件
の初審判定が出た後､ 2009年5月1日､ ｢錦湖タイヤとこの事件の勤労者間の労務管理上の使

用従属性はない｣と判断し､不起訴決定をした(光州地方検察庁2009.5. 1刑第6473)｡
2̀ '5 慶 南 地 労 委2009.2.25 慶 南2008 差 別56,57 併 合: 中 労 委2009.5.20 中 央2009 差 別3,4 併 合:

ソウル行政法院2010.2. 18宣告2009グ-プ26234判決(確定)｡

89



期 間 は2008 年1 月1 日 か ら2009 年12 月31 日 で あ る)｡

2008年10月31日に名誉退職したⅩらは､比較対象者と比べて定期賞与金と

名誉退職インセンティブについて差を設け､名誉退職する当時に子女学資金を

支給しなかったのは差別的処遇であると主張して､ 2008年11月18日に慶南地

労委に差別是正申請をした｡

2009.2.25､慶南地労委は､この事件のⅩらは､ 1995年と1996年に特別職で

ある一般契約職に転換された後､毎年1年乃至2年単位で､名誉退職まで十数

年間に契約を反復更新された点､毎年12月､業務評価実施後､号俸昇給に対す

る可否について決定して昇給させた点､就業規則に特別職の定年を満56歳に規

定しており､報酬規定に一般契約職の号俸を 高30号俸までに定めて勤続手当

も支給した点､一般契約職勤労者の中､期間満了で退社された者はいない点､

名誉退職金の算定するとき勤務可能な残りの期間を勤労契約書に記載された

2009年12月31日までとせず､定年満58歳の年齢を適用した点などを総合的

に考慮してみると､この事件のⅩらと使用者の間に締結された勤労契約期間は

ただ形式に過ぎなかったものと判断されるため､事実上､この事件のXらは､

期間の定めのない勤労者として当事者適格がないと判断して差別是正申請を却

下した｡

これに対して､中労委は､地労委が引用した判例法理を差別是正事件に援用

するのは無理があるとし､既存の立場を変更した｡すなわち､ Xは､期間制雇

用法上の勤労者に該当するとし､ Yが､ Ⅹらに2008年8月18日から同年10月

31日までの期間に該当する定期賞与金を支給するにあたり､正規職の50%に該

当する定期賞与金を支給したのは､差別的処遇である認めた｡但し､子女大学

学資金は､任意的･恩恵的な給付であるという理由で､名誉退職金は､支給の

義務がない慰労金の性格という理由で､差別禁止領域である賃金その他の勤労

条件に該当しないと判断した｡
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【事件2-15】国民銀行交通費など差別事件206

X ら(118 名) は､ 2005 年12 月14 日 か ら2008 年1 月29 日 の 間 に 国 民 銀 行 に

入社し､内部統制点検者として勤務していたところ､ 2009年1月28日から同

月31日の間に契約期間満了を理由に勤労関係を打ち切られた者である｡

X　らは､比較対象者である内部統制責任者などと比べて交通費や昼食費､職

務給など9個項目について､差別的処遇を受けたと主張し､ 2009年2月20日

に､ソウル地労委に差別是正申請をした｡

ソウル地労委は､比較対象者らは､ Xらの業務を補助的に遂行してはいるが､

比較対象者は他の核心業務を遂行しているので､同種又は類似の業務に従事し

ているとみることができないとして差別是正申請を却下した｡

これに対して､中労委は､ 2008年3月3日から2009年1月31日までの期間

について､比較対象者に比べて､ X　らに交通費や昼食費を少なく支給したのは

差別的処遇であると認めた｡しかし､社内福祉基金から支給される未就学子女

教育費や障害者子女生活補助費は､ Yがその運営を全般的に決定するものでは

ないという理由で差別禁止領域には該当しないとし､子女学資金は､長期勤続

を誘導するためのものであるという点などを考慮して合理的な事由が詑められ

るという理由で､各々棄却した｡

これに対し､ソウル行政法院は､通勤費や昼食費は､継続的又は定期的に支

給されるし､その支給額が確定しているものなので､勤労の対価として支給さ

れる賃金の性質を持つとした｡そして､継続的な差別的処遇に該当すると判定

した｡

20' う 地 労 委2009.4.15 　 ソ ウ ル2009 差 別8 : 中 労 委2009.7.15 中 央2009 差 別6: ソ ウ ル 行 政 法 院

2010.4.29 宣 告2009 グ ハ ブ36583 判 決( 勤 労 者 側)､ ソ ウ ル 行 政 法 院2010.4.29 宣 告2009 グ ハ

ブ36651判決(使用者側) :ソウル高等法院2010.ll.11宣告2010ヌ15577判決､ソウル高等法

院2010. 12.3 宣 告2010 ヌ17139 判 決｡
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【事件2-16】国民銀行賃金差別事件207

X ら(176 名) は､ 2005 年4 月11 日 か ら2007 年11 月1 日 の 間 に 国 民 銀 行 に

入社し､内部統制点検者として勤務する途中､ 2009年2月28日から同年4月

22日の間に契約期間満了を理由として勤労関係を終了されられた者である｡

Xらは､比較対象者である自体点検検査専担者(Internal Control Evaluation

Process)と賃金ピーク制職員と比べて､基本給など6個項目について差別的処

遇を受けたと主張し､ 2009年4月16日と同年5月22日に､ソウル地労委に差

別是正申請をした｡.

ソウル地労委は､ Yが､ 2009年1月16日から同年4月10日までの間にⅩら

に比較対象者と比べて交通費や昼食費を不利に支給したのは､差別的処遇に該

当することを認めた｡しかし､残りの金品に対する差別是正申請は棄却した｡

Ⅹらは､ 2009年8月26日に､ソウル地労委の判定で棄却された項目(交通費

と昼食費を除いた基本給など5個項目)に対する取消を求めつつ､2008年3月3

日から2009年1月15日までの交通費と昼食費に対する差別是正を追加申請し

た｡

これに対して､中労委は､ 2009年2月10日､比較対象者に変動成果給を支

給しながらⅩらには変動成果給を支給しなかったのは､差別的処遇であると認

めた｡しかし､初審申請趣旨に含まれていなかった2008年3月3日から2009

年1月15日までの間に比較対象者に比べて少なく支給した交通費と昼食費の是

正申請は却下された｡

【事件2-17】海軍教育司令部賃金差別事件208

Xは､ 2000年1月13日､海軍教育司令部の勤務支援戦隊に､期間の定めがあ

1'07 ソ ウ ル 地 労 委2009.6.22 ソ ウ ル2009 差 別9,11 併 合: 中 労 委2009.9.23 中 央2009 差 別7,8 併

合: ソ ウ ル 行 政 法 院2010.6.4 宣 告2009 グ ハ ブ47385 判 決: ソ ウ ル 高 等 法 院2011.1.28 宣 告

2010 ヌ20241 判 決｡
20舛慶南地労委2009.8.7慶南2009差別4 :中労委2009.ll.9中央2009差別9 :ソウル行政法院

2010.6.8 宣 告2009 グ- プ55553 判 決( 勤 労 者 側)､ ソ ウ ル 行 政 法 院2010.6. 17 宣 告2009 グ- プ

56488判決(使用者側) :ソウル高等法院2011.1.27宣告2010ヌ22940判決､ソウル高等法院

2011, 1.27 宣 告2010 ヌ21794 判 決｡
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る勤労契約を締結して民間調理員として入社した｡

Xは､ 2009年5月10日､ Yらが精勤手当､成果賞与金､家族手当､精勤手当

加算金､職級補助費､交通費､定額給食費､家計支援費を支給するにあたり､

同一業務を遂行している調理直列機能軍務員と比較して合理的な理由なく差別

したと主張し､ 2009年6月10日､慶南地労委に差別是正申請をした｡

慶南地労委は､ Xが､被申請権者として指定したYl(大韓民国)とY2(海軍教育

司令部の勤務支援戦隊)の中で､ Y2は､ Ylの国防の義務を遂行するための国軍の

下部組織にすぎないという理由で当事者適格がないとして却下し､その他の申

請については棄却した｡

これに対して､中労委は､慶南地労委の判定の中､家族手当､定額給食費､

交通補助費の部分に対する棄却判定を取消し､調理直列機能軍務員に家族手当､

定額給食費､交通補助費を支給しながら､ Xにはこれを支給しなかったのは､

差別的処遇であると認めた｡もっとも､これらの手当は賃金とは異なり支給時

期に初めて発生する実費補助性格の手当であるという理由で継続的な差別的処

遇には該当しないとした｡

しかし､ソウル行政法院は､家族手当､定額給食費､交通補助費は､賃金の

性質を持っているのでこれに対する差別を継続的な差別的処遇に該当すると判

定した｡

【事件2-18】農業協同組合中央会貸金差別事件209

Ⅹ ら は(69 名)､ 2004 年8 月24 日 か ら2008 年10 月1 日 ま で の 間 にY( 農 業 協

同組合中央会)の経済支援職､金融テラー職､営業支援職､総合職､特殊職とし

て入社し､在職中又は契約期間満了を理由として勤労関係が終了された者であ

る｡

Ⅹらは､ YがXらに月定額給与額､賞与金､家庭の月行事費､被服費を比較対

象者と比べて差を設けて支給する､あるいは支給しなかったことは差別的処遇

に該当すると主張し､ 2009年9月21日､ソウル地労委に差別的処遇是正を申

2O9 　 ソ ウ ル 地 労 委2009.12.18 ソ ウ ル2009 差 別22 : 中 労 委2010.7.8 中 央2010 差 別3,4 併 合｡
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話した｡

ソ ウ ル 地 労 委 は､Y が､ 2008 年1 月1 日 か ら2009 年6 月30 日 ま で の 間 に､ K

の被服費を､ N､ P､ S､しの賞与金､家庭の月行事費､被服費を､ 2009年3月6

日から同年6月30日までの間に､ Uの昼食代､交通補助費､賞与金､家庭の月

行事費､被服費を､比較対象者に比べて支給しなかったり､不利に支給したの

は､継続的な差別的処遇であると認めた｡一方､ K､ N､ P､ S､し､ Uのその他の

差別是正の申請と､残りXらの差別是正はすべて棄却した｡

その後､中労委は､初審を維持する判定をした｡

【事件2-19】ソウル特別市賃金など差別事件210

Xは､ 2009年1月2日からY(ソウル特別市の下部機関であるソウル特別市中

部プルン都市事業場)に所属し､森づくりの契約職勤労者として勤務していたと

ころ､同年9月30日付で､勤労契約関係が終了した者である｡ Xは､在職当時

に一緒に勤務していた期間の定めがないの勤労者に比べて賃金及び諸手当部門

で差別的処遇を受けたと主張し､ 2009年12月28日､ソウル地労委に差別的処

遇是正を申請した｡

ソウル地労委は､ Xの申請を棄却した｡これに対して､中労委は､団体協約

の効力は､その当事者である使用者と労働組合及び労働組合員に与えるもので

ある｡すなわち､ Xは､労働組合-の加入対象ではないので､団体協約の効力

は及ばない｡したがって､ Xは､団体協約が適用されていなかったし､その結

果､比較対象者に比べて不利な処遇を受けたのは合理的な理由があるとし､差

別的処遇に該当しないと判断した｡

21(' ソ ウ ル 地 労 委2010.2.25 ソ ウ ル2009 差 別25 : 中 労 委2010.6.11 中 央2010 差 別5｡

94



第2節　雇用形態を理由とする差別で当事者の適格

第1款　申請権者の当事者適格

差別是正の申請権者は､使用者(派遣勤労の場合には使用事業主も含む)から

差別的な処遇を受けたと主張する期間制勤労者､短時間勤労者､又は派遣勤労

者である(期間制雇用法第9条､派遣法第21条)｡ ｢当事者適格がない｣ことは､

却下事由に該当する(労働委員会規則109条1項及び同規則60条1項3号)｡

申請権者の当事者適格性の有無の判定は､差別是正の申請当時ではなく､使

用者による差別的処遇があった時を基準として行われる211｡例えば､使用者か

ら差別的処遇を受けた当時に期間制勤労者･短時間勤労者･派遣勤労者であれ

ば､退職又は正規職-の転換などにより差別是正の申請当時に非正規職勤労者

に該当しなくても申請権者としての適格性が認められる212｡この場合も､差別

的処遇があった日(継続した差別的処遇はその終了日)から6月以内に差別是正

の申請をしなければならない(期間制雇用法第9条1項､派遣法第21条3項)213｡

第1項　期間制勤労者

期間制雇用法第8条第1項と同法第9条1項は､ ｢使用者は､期間制勤労者で

あることを理由に当該事業もしくは事業場で同種又は類似の業務に従事する期

間の定めのない勤労契約を締結した勤労者に比して差別的処遇をしてはならな

2】1ヒ%早『t]l増子雪男召　望羊｡nTLr望』 (2012 I-i)竿(労働部『非正規職法令の業務マニュア

ル』 (2007年)62頁) : 【資料7】労働部の｢非正規職保護法令の業務マニュアル｣参考､

音oc,tヒ号朝型司『斗望人l召望半.]MLr望』 (2009 Li)lo苧(中央労働委員　会｢差別是正業務マ

ニュアル｣ (2009年)10頁) : 【資料9】中央労働委員会の｢差別是正業務マニュアル｣参照)｡
212土青草(労働部) ･前掲注(211)62頁:号oe,rヒ音朝里司(中央労働委員会) ･前掲注(211)10頁｡

213使用者は同じ漕州特別自治道であるが､差別是正の申請期間以内に申請したか否かにより判定

結果が異なった事件がある｡例えば､ 【事件2-1】済州特別自治道賃金及び福利厚生費など差別

事件のように､申請期間以内に差別是正を申請した中労委2008.3.20中央2007差別5-19事

件は､当事者適格性が認められたが､申請期間以後に差別是正を申請した､中労委2008.6.25

中央2008差別21事件(漕州特別自治道)では､当事者適格性が否定された｡
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い｣､ ｢期間制勤労者は､差別的処遇を受けた場合-労働委員会にその是正を申

請することができる2H｣と規定している｡

そして､期間制雇用法第2条1号によると､ ｢期間制勤労者とは､期間の定め

がある勤労契約を締結した勤労者をいう｣｡しかし､勤労契約期間が定められて

いても､その期間の満了が勤労契約の終了の意味ではなく､同一の賃金条件が

維持される期間(例えば､年俸契約)などの意味に解釈される場合には､期間制

勤労者の勤労契約ではない215｡

期間制勤労者の当事者適格性に関する重要な争点は､期間の定めがある勤労

契約が長期間反復･更新されて(非正規職保護法の施行後､総使用期間が2年を

超えて､期間制雇用法に基づいて無期勤労契約勤労者とみなされる場合を除く)

その定めた期間が単に形式にすぎない場合に当事者適格性が認められるか､と

いう点である｡

この点について､無期勤労契約とみなされた勤労者は､たとえまだ契約の形

式において期間制勤労契約を維持していても､使用者が勤労契約期間の満了を

主張することができないので､本質的に期間制勤労者ではないという見解があ

る216｡

しかし､期間の定めが形式的であっても申請権者としての適格性を認める見

解もある217｡申請権者としての適格性を認めることは､当該事件において差別

2日この規定により､労働組合は非正規職に従事する組合員の権益のために差別是正の申請をす

ることができない｡
21511%土寺子『717JRll ･世人121 ･ヰ召亡主神喜胡車『斗望̂l召Rll主』喜曹司三召tlq』

(2012 I-i)21苧(雇用労働部『期間制･短時間･派遣勤労者のための『差別是正制度』をお知ら

せします』 (2012年)21頁)｡
2川t]lT吾司･ 7otゼ司『t]巨日干-=呈スToll qlせオ望音Xl-オ望せせ51l千三斗71吾%音JAj9_呈』せ召

せ71lgjL干17召1互(20071-3)loo草(朴ジョンフイ･妾ソンフイ｢非正規勤労者に対する差別禁

止一差別判断の構造と基準を中心に｣ 『産業関係研究』第17巻第1号､韓国労使関係学会(2007

年)100頁)｡これと関連して､大法院は､ ｢期間を定めた勤労契約書を作成した場合でも､例

えば､短期の勤労契約が長期間にわたって反復して更新されることでその定めた期間が単に

形式にすぎなくなった場合など､契約書の内容と勤労契約が行われるようになった動機及び

経緯､期間を定めた目的と当事者の真意､同種の勤労契約の締結方法に関する慣行､そして
勤労者保護法規などを総合的に考慮して､その期間の定めが単に形式にすぎないという事情
が認められる場合には､契約書の文言にも関わらず､その場合には使用者が正当な事由なし

に更新契約の締結を拒絶することは解雇と同じで無効になる(大法院2006.2.24宣告2005ヅ

5673判決)｣と判示したことがある｡
2t7音増量｢7171司l　実　世人171ヨ呈スt旦主音oll　せせ　増量91雪%ヰ亜召せセキ召　増召-tjl

jjLqlせヨ呈スt91胡雪斗人1瑠璃召% 音̂T,1旦呈｣土号増呈召Rll2互(2009七旦)179号(デポプリョ

ル｢期間制及び短時間勤労者保護等に関する　法律の適用　と　関連する　実務的な

争点:比較対象勤労者の解釈と是正命令の内容を中心に｣労働法フォーラム第　2　号

(2009 年)179 頁)｡

96



是正を申請する利益があるということを意味するが､これは訴訟法上の権利に

該当するので文言の範囲を過度に縮小解釈することは望ましくない｡また､法

文上では､行政審判の場合にも｢法律上利益がある者｣に請求人適格が認めら

れるが(行政審判法9条)､解釈上では､行政審判の場合は､ ｢不当な処分｣も争

訟対象になるので､請求人適格を広く認めなければならないという必要性があ

るという理由で､ ｢法律上利益｣を要求するのは立法の誤りであると解するのが

有力説である218｡形式的であっても期間制勤労者の場合には､その形式によっ

て不合理的な処遇を受けているかどうかを求める権利がある｡

これに対して､勤労関係において形式と実質が異なる場合､実質に基づいて

判断し､法律効果を付与する労働者保護の一般論を根拠に､形式的な期間制勤

労者は差別是正の申請権者の資格がないという見解がある219｡すなわち､すで

に実質的に無期契約勤労者としてみることができる形式的な期間制勤労者にも

再び差別是正の申請権者の資格を認めることは更新期待権と事実上無期契約理

論の区分を暖味にする欠点があるというのである｡この見解によると､形式的

な期間制勤労者が差別是正判断を受けることができないことにより発生する問

題は､期間制雇用法第4条第2項(期間の定めのない勤労契約を締結したとみな

す規定)が全面的に適用されるまで(2011年7月1日から､ 5人以上の勤労者を

使用する事業場に適用)､不可避な問題であるとする｡

上記の否定説は､形式と実質が異なる場合､実質に基づいて判断しなければ

ならないという原則に基づいているので､説得力があるのは事実である｡しか

し､上記の否定説については次のような反論を考えることができる2200

第一に､無期契約理論と更新期待権理論のいずれも勤労の継続を保護するこ

とに目的がある理論であるので､勤労条件の差別禁止を目的とする差別是正の

法理にこれらをそのまま援用することには無理がある｡これらの理論は､勤労

関係の継続という勤労の量的側面に関する理論である一方､差別是正は勤労条

件の質的側面に関する問題であり､勤労関係の継続をそもそもの前提とする保

二川召せxJ ･召9]L印『土号増Ⅰ』増昔̂T(2005 I-a)595号(金南辰･金通泰『行政法Ⅰ』 (法文社､

2005 年)595 頁)0

州聖書司｢(tjl増子司ヨ呈斗oll印せ)オ望音XI Rll王9]増召　召主｣圭司斗̂Jせ34互(20081-i)

15竿(朴ジョンフイ｢(非正規職勤労者に対する)差別禁止制度の争点と検討｣調停と審判

34 号(2008 年)15 頁 以 下)0
220音増量(声ポプリョル) ･前掲注(217)180頁以下0
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護装置である｡

第二に､期間制勤労契約を反復更新した勤労者が事実上無期契約勤労者とみ

なされて雇用継続が保障されるかどうかは､勤労契約の更新が拒絶された後､

初めて法的確信を得ることができる問題である｡すなわち､期間制勤労契約を

締結した勤労者が事実上無期契約に準ずる雇用安定を保障されるという法的確

信は､契約更新の拒絶に関する裁判を経た後に得られるのである｡ところが､

不当解雇を扱う審判手続と差別是正を扱う審判手続が相互に異なっており､既

判力が認められないので､差別是正を扱う手続では､事実上無期契約であると

認められ差別是正の申請が却下されたが､その後､不当解雇を扱う手続で､事

実上無期契約が認められない可能性が出てくるが､これは不合理である｡

第三に､2年を超えて期間制勤労者を使用することができる場合､すなわち､

無期勤労契約とみなされない例外に該当する場合については､事実上無期契約

と認められる事情があっても､法的には無期契約とみなされないようになるが､

これらが勤労条件で不当な差別を受けた場合､差別是正を申請することができ

ないということになると､法の空白が発生する｡

これらの点を考慮すると､ ｢形式的な期間制勤労者｣の申請権者の適格問題は､

否定説がいう｢ただ期間制雇用法第4条第2項が全面的に適用されるまでの過

度期の問題｣であるとみるべきではない｡

労働部も同じ立場に立って､ ｢非正規職保護法令の業務マニュアル｣ 221に､期

間制勤労契約の反復更新により期間の定めが単に形式に過ぎず､事実上期間の

定めのない勤労契約-転換されたと判断される場合には期間制雇用法の適用が

除外されるとしている｡しかし､中央労働委員会の｢差別是正業務マニュアル｣

222には､期間制勤労契約が反復して更新された場合については立場を明示して

いないが､期間制勤労者の該当性の有無の判断に関するマニュアルが告示され

ている｡

労働委員会は､上記の判例法理を引用して､ 【事件2-3】東明文化学院事件と

【事件2-8】浦項医療院事件などにおいて､勤労契約期間の定めが形式にすぎ

ないのかを検討し､そうであると判断した場合､事実上期間の定めのない勤労

L'2llL_%早(労働部) ･前掲注(211)32頁以下( 【資料7】労働部の｢非正規職保護法令の業務マニュ

ア ル｣ )0

222号ooT七号朝型司(中央労働委員会) ･前掲注(211)10頁以下( 【資料9】中央労働委員会の｢差別

是正業務マニュアル｣参照)｡
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契約を締結したとみて､申請を却下していた｡

そうするうちに､中労委は､ 2009年5月20日の【事件2-14】馬山文化放送

定期賞与金など差別事件の再審判定において､ ｢初審地労委が引用していた判例

法理は､使用者による不当な勤労関係の終了に対する保護のためのもので､勤

労関係の継続を前提に勤労条件の差別禁止を目的とする差別是正事件に援用す

るのは無理がありそうにみえる｣とし､事実上の無期契約勤労者らの当事者適

格性を認めた｡すなわち､中労委は､数回にわたって期間制勤労契約が反復･

更新されたとしても､期間制雇用法の施行後に勤労契約を締結して継続労働し

た期間が2年を超えない勤労者であれば､期間制雇用法上の期間制勤労者に該

当するとして､差別是正の申請適格性があると判断したのである｡

その後の【事件2-17】海軍教育司令部賃金差別事件も､上記の【事件2-14】

馬山文化放送定期賞与金など差別事件と同じ立場をとっている｡これは､差別

是正を申請する当時の勤労契約の現在状態ないし外観を重視し､申請権者資格

を判断したと言える223｡

一方､上記のような立場は､期間制雇用法第4条及び同法第2条第1号の文

理的な解釈に基づいたものであるが､法理的又は実務的にはまだ解明すべきの

ものが残っている22̀1｡例えば､ 2年を超える契約期間を設定することができる

か､ 2年を超えて継続使用することができる期間制雇用法第4条第1項但書の

例外に該当する勤労者が差別是正を申請することが出来るかどうかである｡こ

れについて､例外的に2年を超えた契約期間の合意が有効であり､ 2年を超え

て継続使用することも許容されているので､これらも期間制勤労者として､申

請権者の適格を与える必要がある｡したがって､申請権者の資格を持った期間

制勤労者は､ ①期間制雇用法の施行以降､期間制勤労契約を締結した後に継続

勤労した総期間が2年を超えない期間制勤労者､及び､ ②2年を超えても期間

制勤労契約を締結することができる期間制雇用法第4条第1項但書による勤労

者､とみるべきである｡

そして､期間の定めが形式にすぎないと判断され却下又は棄却された後に当

該勤労者が不当解雇の救済申請をすることと､期間満了を理由に不当解雇の救

223t]lt吾司･重量千･ 着̂ J司(朴ジョンフイ･全ユング･妻センフイ) ･前掲注(66)28頁｡

='21聖書司･召%千･ 7otゼ司(朴ジョンフイ･全ユング･妻センフイ) ･前掲注(66)28頁0
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済申請が棄却された後に差別是正を申請することは矛盾しないが225､勤労者が

不当解雇の救済申請をして救済命令を受けた後､差別是正申請をすることがで

きるかどうか､という問題がある｡実際に､未来交通事件226の場合､事業譲渡

の過程で､従来の使用者との契約終了後､新しい譲受人と期間制勤労契約を締

結した申請権者は､新しい譲受人である使用者から勤労契約の解除処分になり､

仁川地労委に不当解雇救済申請をして不当解雇であると認定されたのち､同地

労委の判定当日､同地労委に賃金差別について差別是正申請をした｡こうした

事案は､今後も生じる可能性がある｡反対に､差別是正申請が認められた後に

不当解雇の救済申請をすることは､当該勤労者は､少なくとも更新に対する期

待権に基づいて当該勤労関係の終了通知を解雇であると主張することができる

ため､問題がない｡

上記の【事件2-3】東明文化学院事件と【事件2-8】浦項医療院事件は､契約

期間の定めの形式性の有無に関する既存の大法院の判例に立脚して判断してい

る｡しかし､ 【事件2-14】馬山文化放送定期賞与金など差別事件では､既存の

大法院の判例に依拠にして申請権者の適格性を判断するのは不適切であると指

摘しながら､期間制勤労者該当性の有無は､期間制雇用法に立脚して判断しな

ければならないという新たな法理を導入して､申請権者の適格性を認めた｡労

働委員会の既存法理が本件に適用された場合､申請権者らの適格性が否定され

た可能性が高いと言えよう227｡

上記のような理由で､事実上､無期契約と認められるか否かを問わず､形式

的に期間の定めがある勤労契約を締結した勤労者は､すべて差別是正申請の申

請権者の適格があるとみるのが妥当である｡これは文理的解釈にも適合し､期

間制雇用法の目的と勤労者の保護にも合致する｡この見解によれば､上述した

地方労働委員会の事件で､申請権者が､事実上無期契約の勤労者と認められる

という事実は､彼らが不当な解雇又は更新拒絶されたときに判断される事項で

あり､差別是正を求める申請では､申請権者の申請を却下するのではなく､申

22:J'三%せ『オ望人l増　せ瑠斗司1暮雪%暮せオ望人1フ百　%eg!7月̂J　せ司中里』 (音oot土号朝里司,

2009 I-i) loo草(括龍晩『差別是正判定事例分析を通じた差別是正運営改善方策用意』 (中央

労働委員会､ 2009年)100頁)｡
22'1二川地労委2010.9.8仁川2010差別:中労委2011.2.14中央2010差別25(棄却:初審維持)

227労働委員会の既存の法理(形式的な契約期間説の援用論)と新たな法理(形式的な契約期間説の

排除論)については､三%せ(趨龍晩) ･前掲注(225)137頁以下｡

100



請権者が期間の定めがある勤労契約を締結していることを理由に不当な差別を

受けているかどうかを判断すべきであったと考えられる22R

第2項　短時間勤労者

期間制雇用法第8条第2項と同法第9条第1項によると､ ｢使用者は､短時間

勤労者であることを理由に当該事業又は事業場の同種又は類似の業務に従事す

る通常勤労者に比して差別的処遇をしてはならない｣とし､ ｢短時間勤労者は､

差別的処遇を受けた場合-労働委員会にその是正を申請することができる｣と

規定している｡

そして､期間制雇用法第2条第2号と勤労基準法第2条第1項8号によると､

｢短時間勤労者とは､ 1週間の所定勤労時間がその事業場において同種の業務

に従事する通常勤労者の1週間の所定勤労時間に比して短い勤労者をいう｣｡例

えば､当該事業場の勤労時間が団体協約により週35時間と規定されている場合､

この35時間より労働時間が短い場合に短時間勤労者に該当する229｡このように

短時間勤労者該当性は､通常勤労者の1週間の所定勤労時間との比較によって

決定されるため､その前提として事業場内に同種の業務に従事する通常勤労者

が存在することが必要となる｡ここでいう｢通常勤労者｣の意味について労働

部は､ ｢所定勤労時間のみならず､当該事業場の雇用形態(契約期間)､賃金体系

などを総合的に考慮してみたとき､通常に勤労することが予定されている勤労

者をいう｡そして､就業規則などにより採用及び契約期間(定年など) ･貸金･

号俸･昇進などの重要な勤労条件の大部分が直接規律されている勤労者｣であ

るとしている230｡

そして､ 4週間(4週未満に勤労する場合は､その期間)を平均して1週間の所

定勤労時間が15時間未満の勤労者(いわゆる､超短時間勤労者)も短時間勤労者

に該当する｡但し､超短時間勤労者に対しては､勤労基準法第18条第3項によ

22パ音増喜(争ポプリョル) ･前掲注(217)181頁｡

22｡子oe,Tヒ音朝型司(中央労働委員会) ･前掲注(211)12頁:法定勤労時間は､週40時間である(勤

労基準法第50条)｡
2:うロヒ青草(労働部) ･前掲注(211)69頁｡
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る有給休日･年次有給休暇と､勤労者退職給与保障法4条1項による退職給付

制度が適用されない23l｡すなわち､その未対応を理由とする差別是正申請の当

事者適格は否定される｡

労働委員会の判定例では､大学の非常勤講師の地位について､期間制勤労者

であることに加え､短時間勤労者にも該当するかどうかが争われている232｡

中労委は､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件と【事件2-5】大部大学校

非常勤講師事件で､すべての非常勤講師が期間制勤労者に該当し､短時間勤労

者にも該当することを認めた｡ 【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件では､委

嘱契約を通じて講義業務を遂行し､委嘱契約が終了すると勤労関係が自動的に

終了される点で期間制勤労者であり､同じ事業場で講義業務に従事する通常勤

労者である講義専担教授と比べて1週間の所定勤労時間が短いので短時間勤労

者でもあると指摘された｡非常勤講師らが比較対象者として専任講師のほかに

講義招碑教授又は講義専担教授を予備的に追加した事件で､講義招碑教授又は

専担教授を非常勤講師と同じ講義業務に従事する通常勤労者であるとみて､非

常勤講師の短時間勤労者性と期間制勤労者性を同時に認めている｡

一方､ 【事件2-6】朝鮮大学校非常勤講師事件では､非常勤講師らと同種業務

をする講義のみを専担する期間制講師(通常勤労者)は存在しなかったが､講義

と研究をする定年系の専任講師と非定年系列の教育中心教員がいたため､申請

権者の期間制勤労者としての当事者適格性は認められたが､短時間勤労者該当

性は否定された｡勤労基準法で定義するように､同種の業務に従事する通常勤

労者がいない場合､短時間勤労者該当性は認められないという立場である｡

期間制雇用法は､勤労基準法の短時間勤労者の定義(同法第2条第1項第8

号)にそのまま従っている233｡この定義は､通常勤労者を｢同種業務に従事する｣

勤労者にしており､期間制雇用法が明示的に｢同種又は類似する業務に従事す

る｣通常勤労者との比較を前提にしていることと趣旨は合致する｡しかし､期

間制雇用法第8条第2項は､短時間勤労者について同種又は類似の業務を遂行

2‥ミ111%ヒ青草『717ul-Rll ･世人17J- ･ヰ召ヨ主神喜羽車『斗望人lフ9Rll主』喜Oel一司三召Llq』 (2010

年)26頁01可(雇用労働部『期間制･短時間･派遣勤労者のための『差別是正制度』をお知らせ
します』 (2010年)26頁以下)｡

コ:う201寺号･号音昔･卑司尋『斗望人IRjql王且73望･̂TIOl望暮雪召　せ71』 (ヒ%羊,2010td)191苧

(李スンウク･ムンガンブン･朴ギチョン『差別是正制度要件別･事案別分析集発

刊』 (労働部､ 2010年)191頁)｡
233三%｡Lt(趨龍晩) ･前掲注(225)141頁｡
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する通常勤労者との比較を求めており､前述の勤労基準法第2条の定めにこの

比較を制限するならば､期間制勤労者の比較対象範囲は､同種又は類似の業務

であるのに対し､短時間勤労者の比較対象範囲は､同種の業務であると解釈さ

れることになる｡このような解釈方法は､勤労者の権利保護を目的とする期間

制雇用法の立法趣旨や､新法又は特別法を優先的に適用するという法解釈の基

本原理とも相反する結果を招く｡したがって短時間勤労者の事案においても､

同種又は類似の業務をする通常勤労者との比較が求められると解すべきことに

なろう234｡

短時間勤労者と通常勤労者は､ 1週間の実労働時間ではなく､所定勤労時間

に基づいて区別される｡それゆえ､延長勤労や休日勤労などにより実際に遂行

した総勤労時間が通常勤労者の勤労時間より長くても短時間勤労者に該当する

235

0

通常勤労者には､無期勤労契約の勤労者のみならず､期間制勤労者も含むと

する立場もある236｡同種業務に従事している勤労者の1週所定勤労時間に差が

あれば､両者の雇用形態が同じであっても(例えば､期限制の非常勤講師と期限

制の講義専担教授) ､時間が短い方を短時間勤労者(期限制の非常勤講師)､多い

方を通常勤労者(期限制の講義専担教授)であるとみるのである｡

第3項　派遣勤労者

派遣法第21条第1項及び同法第2項によると､｢派遣事業主と使用事業主は､

派遣勤労者であることを理由に使用事業主の事業内の同種又は類似の業務を遂

行する勤労者に比べて派遣勤労者に差別的処遇をしてはならない｣､また､ ｢派

遣勤労者は､差別的処遇を受けた場合-労働委員会にその是正を申請すること

ができる｣と規定している｡

21'ミ1聖子cg ｢t]1召育司オ望人t7J5il xB召ヰ　斗司上土音朝里司91オ望せせ71音511昔Rll召%　音̂j

旦呈｣ (2007　td)203　号(朴ジュ　ヨン｢非正規職差別事件の争点と課題一労働委員会の

差別判断基準の問題店を中心に-｣民主法学第37号(2007年)203頁以下)｡
2'こう511%土青草『フl7Jill唱･ヰ召増　望半｡nTLr望』 (2010 I-a)27号(雇用労働部『期間制法･派遣法

の業務マニュアル』 (2010年12月)27頁) : oj音量『土号増Rll 6重･』 (卑望叫,2007 I-i)579苧

林種律『労働法第6版』 (博英社､ 2007年)579頁)0
236三%｡LT-(赴龍晩) ･前掲注(225)141頁｡
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そして､派遣法第2条第1号及び第5号によると､差別是正の申請権者であ

る派遣勤労者とは､ ｢派遣事業主が雇用した勤労者として勤労者派遣の対象にな

る者｣であり､ ｢使用事業主の指揮･命令を受け､使用事業主のための勤労に従

事｣する者である｡すなわち､派遣法上の派遣事業主が雇用した勤労者として

使用事業者に派遣され､使用事業主の指揮を受け､勤労を提供する勤労者につ

いて申請権者としての適格性が認められる｡

適法に登録された派遣事業主に採用された派遣勤労者の場合には申請権者の

適格性に問題はない｡勤労者派遣と類似の社外勤労形態である請負勤労者は､

請負企業が注文者から請け負った業務を遂行するために､請負企業に直接雇用

され､当該業務において直接指揮･命令される者であり､派遣法上の派遣勤労

者には該当しないため､これを理由とする申し立てて企画は認められない｡し

かし､外形上は請負関係であるが実際には使用事業主の指揮･命令下に置かれ

ているいわゆる偽装請負又は不法派遣(例えば､派遣期間の違反､無許可の派

遣､派遣禁止業務の違反など)の場合に､申請権者の適格性を認めることがで

きるか否かは問題となる｡

この問題に関して､まず､労働部は､勤労者派遣と請負は､ ｢派遣事業主の

事業主としての実体｣と｢使用事業主の指揮･命令の存否｣などを総合判断し､

後者については､特に作業配置､変更決定権､業務指示･監督権､休暇･病暇

などの勤怠管理権及び懲戒権などに着目して区別されるものとしている237｡

学説では､ ①派遣法は適法派遣にのみ適用され､不法派遣である請負勤労者

は､使用事業主の正規職ではなく､労務請負契約期間を自分の勤労契約期間と

してみる期間制勤労者であるとする見解と23㌔　②派遣法上の派遣勤労者の定義

に合致する限り合法･不法派遣を問わず､社外事業主の指揮･命令下に労務を

提供する実質的な地位にあるとすれば救済申請の適格性を持つべきであるとす

る見解が対立している239｡派遣法第2条の勤労者派遣の定義規定をみると､合

法派遣と不法派遣を区別しないため､後者の見解が妥当であろう｡

労働委員会は､まず､先決問題として､請負会社に事業体としての実体があ

L7:i7ヒ寺子(労働部) ･前掲注(211)157頁以下｡

23日聖書司･7oT̂ oj印･召%千･7ot̂ J司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妾ソンフイ) ･前掲注

(87)100 頁｡

239王J甘音( ｢斗zl.iヨ呈スtOll tnせ　斗望人巨飢土号召司g]L干瑚10　望Rll　2　互(2010 ll)225　竿

(適期均｢派遣勤労者に対する差別是正｣労働政策研究第10巻第2号(2010年)225頁)｡
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るかどうか､事業体としての実体がある場合は､業務指示･監督権､勤退管理

権などの指揮･命令権を行使した主体が誰であるのかを総合的に考慮し､請負

契約が実質的な派遣勤労契約に該当するかどうかを検討する｡例えば､中労委

は､ 【事件2-11】ウォンイル(現代自動車)事件で､ ①請負会社が所属勤労者に

ついて採用･解雇などに対する諸決定権を行使している点､ ②所属勤労者の作

業配置･変更などについて諸権利を行使している点､ ③元請会社である現代自

動車に採用されている勤労者の業務領域と請負会社の勤労者の業務領域が区分

されている点､ ④発注者が提示した作業標準書は請負会社の勤労者に作業を指

示するためのものではなく建設工事の仕様書ないし設計図面と類似の性格を持

つという点､ ⑤元請負会社の勤労者が混在して勤務するという状況がないとい

う点などに照らしてみると､元請会社ではなく､請負会社が所属勤労者の業務

遂行上の指揮･監督権を行使したものであり､また⑥請負会社が所属勤労者の

勤怠管理や懲戒権限も行使した点､ ⑦請負会社の勤労者が作業した後､不良が

発見されると､元請会社の所属職員が請負会社の管理者にその旨を通知しその

是正を要求したとしても､これは､下請業者の作業遂行に対する検収権行使で

あると見なければならないという点などを総合的に考慮して､勤労者派遣契約

ではなく請負契約に該当すると判断し､申請権者の当事者適格性を否定した｡

一方､ 【事件2-13】ソンワオンティピ(錦湖タイヤ)事件では､請負会社が､申

請権者らと勤労契約を締結したこと､賃金を支給したこと､就業規則を制定し

て国民年金･健康保険･雇用保険･労災保険加入及び勤労所得源泉徴収などを

したという点で､事業主としての実体は認められるが､申請権者らに対する指

揮･命令権行使に関連する仕事の結果に基づいて請負費が支給されるものでは

なく､申請権者らの労務提供の結果に基づいて請負費が支給されたこと､申請

権者らと錦湖タイヤの所属勤労者と業務の区分なく混在して作業が行われてい

たこと､錦湖タイヤの日々包装計画書に基づいてソンワオンティピが業務を遂

行したことなとで､仕事の完成において独立性を認めにくく､錦湖タイヤが申

請権者らの勤怠を管理したことなどを根拠にして､請負契約ではなく派遣契約

に該当するとみて､申請権者適格を認めた｡そして､ 【事件2-13】錦湖タイヤ

事件のソウル行政法院(2009. 12. ll.宣告2009グハブ22164判決)も､外形上の

請負勤労者の勤労関係が､派遣法上の勤労者派遣に該当するのかについて､ ｢本
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件の勤労者らは実質的に派遣法上の派遣勤労者の地位にあったとみるのが相当

である｣と判断した｡同行政法院は､労働委員会の判定を引用して､実質的に､

派遣法上の派遣勤労者の地位がある場合には､差別救済の申請権者の適格性が

あると判断した｡

第2款　被申請権者の当事者適格

期間制雇用法第9条第1項と派遣法第21条第2項は､被申請権者については､

何ら規定していない210｡しかし､期間制雇用法第8条と派遣法第21条第1項を

見ると､被申請権者は､申請権者に差別的処遇をしてはならないという差別禁

止の対象者であり､差別是正命令の義務履行者であることが分かる24l｡

差別是正申請の被申請権者の当事者適格は､単純にその勤労契約の形式的な

使用者が誰であるのかを判断するものではなく､発生した差別を改善すること

ができる実質的な権限が誰にあるのかを判断するものである242｡

被申請権者の当事者適格の判断に関して問題になるのは､差別の発生に国

家･機関(地方自治団体所属の行政機関ないし国公立学校など) ･法人(私立学校

など) ･自然人など多数の主体が関わる場合､誰を是正申請の対象となる使用者

とするかである213｡例えば､当該勤労者を選抜する中央行政機関の長あるいは

地方行政機関の長又は国公立学校であるみるべきか､そうでなければ､権利義

務の帰属主体である国家あるいは地方自治団体自体とであるとみるべきだろう

か2′11｡具体的には､上級機関(例えば､公共機関である教育科学技術部など)が

下級機関(例えば､国立大学又は公立学校など)を設置･運営する場合､上級機

関が勤労条件に対する指針を設けていながらも､直接勤労契約締結の相手方と

no♀Ĵ3祁｢tjlRj帝王王スtOll　印せ　斗望音スloll　せせ　9]L干｣音ooT増卑Rl1 11召(2009　td)507　号

(愈聖在｢非正規勤労者に対する差別禁止に関する研究｣中央法学第11集第1号(2009年)
507 頁)｡

2'lol寺号･昔7ot菩･卑71尋(李スンウク･ムンガンブン･朴ギチョン) ･前掲注(232)202頁｡

21L't]lT-子望(朴ジュヨン) ･前掲注(234)218頁｡

川ol寺号･昔7eir昔･ t]-lHl尋(李スンウク･ムンガンブン･朴ギチョン) ･前掲注(232)203頁.

州聖書司･包含千･7eiTゼ司(朴ジョンフイ･全ユング･妾ソンヒ) ･前掲注(66)50頁: 【資料8】

雇用労働部『期間制法･派遣法の業務マニュアル』参照｡
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はならず､下級機関の長が勤労契約を締結する場合､誰が是正申請の対象とな

る使用者であるのかについて争われる場合がある｡これについて､上級機関と

下級機関の両方がある程度使用者として勤労条件に影響を及ぼしている場合､

両機関を被申請権者として認めることができるという見解がある245｡そして､

国家人権委員会は､陳情の対象となる給付の性格に応じて､上級機関には指針

変更の是正を勧告し､具体的な給付是正は､下級機関に勧告する方法で､上下

級機関すべてを是正義務者としている216｡必ず上級機関と下級機関いずれかの

みを特定する必要はないと思われる247｡

被申請権者の適格がないという理由で申請を却下した代表的な事件として､

【事件2-7】韓国道路公社成果賞与金差別事件がある｡京畿地労委ば.18､被申

請権者の資格を､申請権者と直接勤労契約関係にある事業者であることを前提

にしている｡したがって､申請権者らと勤労契約を締結している西安山企業と

ゼフン企業が被申請権者であるとした｡この西安山企業とゼフン企業は､事業

者登録､税金納付､資金運用計画､社会保険加入など事業･経営上の独立性が

認められるし､独自的に賃金を支給し､人力管理をするなど人事･労務上の独

立性も認められるので､韓国道路公社は被申請権者の適格がないと判断した249｡

一方､公共部門事業場の場合には､法人の下部単位ではなく､地方自治団体

や法人そのものを被申請権者であるとしている(例えば､ 【事件2-1】済州特別

自治道賃金及び福利厚生費など差別事件が代表的である)

国立大学である【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件の場合､中労委で､

被申請権者を教育科学技術部と慶北大学校とする申請を却下した｡申請権者は､

2̀ 15聖子望(朴ジュヨン) ･前掲注(234)218頁o

L'/M各学校の日雇いである栄養士と食品衛生職公務員である栄養士の賃金差別について､道教育

監と教育人的資源部長官を被陳情人として共同の責任を認めながら､各級学校長が選抜した
日雇いと､市･道教育監が他学校に配置した食品衛生職公務員間の比較を許容している

(聖子望(朴ジュヨン) ･前掲注(234)218頁)0
2'7大法院の判決(大法院2006.2.24宣告2005ダ5673判決)は､救済命令が､事業主である使用者

の一部組織や業務執行機関又は業務担当者に対して行われた場合には､事業主である使用者に

対して行われたものと解しているので､国立大学や国家の行政機関を被申請者とした場合には

被申請者は権利義務の帰属主体である大韓民国であり､同様に地方自治団体の機関(福祉館な
ど)を被申請者とした場合は､当該地方自治団体が被申請者となる｡ただし､地方自治団体が

設立者である公立学校の場合には､市道教育監にも被申請者適格が同時に認められるべきであ

る｡

24H西安山営業所と土坪営業所が該当する｡

2197ot̂ 3印｢t]1増子司召　人1増1 11517　唱7トオ望人1瑠ill王9]尋尊卑7qJdヰ瑚喜 子̂ j9_呈｣せocit

ql卑jiL増すiL一書Rll 25事(2008td) 176苧(妾成泰｢非正規職施行1年の評価-差別是正制度の現状

と改善課題を中心に｣法学論叢第25巻4号(2008年)176頁以下)｡
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再審申請する際に､被申請権者として教育科学技術部を使用者1に､慶北大学

校を使用者2にして記載した｡しかし､さらに､中労委の職権により慶北大学

校総長を使用者3にした｡これに関連して､中労委は､ ｢本件使用者1は､政府

組織法に基づいて設置された中央行政機関として､国家の統治権を遂行する国

家機関に過ぎず､当事者の能力がないため､被申請権者にはならない｡そして､

本件使用者2は､学校として法人でもなく法人格のない社団又は財団でもない

教育施設の名称に過ぎず､当事者の能力を認めることができないので､被申請

権者になることができない-諸の事情に照らしてみると､本件勤労者と勤労契

約を締結し､具体的な労務指揮権を行使する者は､総長である｡したがって､

慶北大学校総長である本件使用者3が本件の被申請権者である｣とした｡これ

に対して行政法院(2009. 2. 6宣告2008グハブ22747判決)は､ ｢教育科学技術部

は､政府組織法に基づいて設置された中央行政機関であるので当事者としての

能力がなく､慶北大学校は､国家が設立･経営する国立大学として法人ではな

い法人格のない社団又は財団でもない教育施設の名称に過ぎず､当事者の能力

がないので､原告らの教育科学技術部と慶北大学校に対する再審申請を却下し

た本件の再審判定は適法である｣としながらも､本件中労委の再審判定で慶北

大学校総長を被申請権者に認定したことについて｢これはそれ自体では別途の

法人格を持たず､当事者能力がない̀ 慶北大学総長〇〇〇'を被申請権者とし

て間違って認定したものであるとはいえ､慶北大学校を設立･経営する̀ 大学

民国'の業務執行機関としての̀ 慶北大学校総長'に対する本件再審判定の効

果は､原告らの使用者である̀ 大学民国'に対してもその効力が及ぶとするの

で､ ( 大 法 院1999.4.9 宣 告97 ヌ19731 判 決､ 大 法 院2006.2.24 判 決2005 ヅ5673

判決など参照)､上記のような被申請権者であると認定した本件再審判定は一応

適法な判断であるとされる｣とした｡一方で､行政法院は､ ｢労働委員会の判定

手続で当事者能力がない業務執行機関を被申請権者として認定するのは不適切

であるので､是正されなければならない｣と指摘した｡

また､ 【事件2-17】海軍教育司令部賃金差別事件では､国家の機関と私法上

の勤労契約を締結した申請権者が､大韓民国国防部と海軍教育司令部の勤務支

援戦隊を被申請権者として差別是正申請をした事案において､慶南地労委及び

中労委は､ ｢労働委員会の是正命令は､行政処分に該当し､国民の権利と義務に
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影響を与えるので､訴訟法上､当事者能力がある者のみがその相手になること

ができ､国家の行政官庁(機関)が私法上の勤労契約を締結した場合､その勤労

契約関係の権利･義務は､行政主体である国家に帰属する(大法院2008.9.ll

宣告2006ダ40935)｣と判示した大法院の判例をもとに､大韓民国国防部を被

申請権者として当事者適格があると認めた｡

私立大学の場合､ 【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件のように､非常勤講

師である申請権者らが当該大学校と学校法人を被申請権者であると主張した｡

これについて､慶北地労委と中労委は､学校法人のみを被申請権者として認め

た｡中労委は､ ｢救済申請の被申請権者としての使用者とは､法律上の独立した

権利義務の帰属主体であることを要し､法人が経営する施設に過ぎない場合に

は､使用者に該当しない(ソウル高等法院1995.10.17宣告95グ2410判決)｣と

いう判例を引用しながら､学校法人の場合は､法律上の独立した権利義務の帰

属主体になるので､学校法人は被申請権者になりうる｡しかし､大学校自体は､

学校法人が設立した学校であるので､法人でもなく､法人格のない社団又は財

団でもない教育施設に過ぎないので､当該学校の総長が勤労者らに委嘱し､勤

労条件を決定しても､これは学校法人からその権限を委任されたものに過ぎず､

当事者適格は認められないとされた｡

も代表的な行政作用の一つである処分は､外部-の直接的な法的効果の発

生を目的とするものに限られる250｡したがって､私人その他の権利主体の権利

と義務を発生･変更･消滅させることを固有目的とする措置のみが処分である

と把握され､処分に該当する場合のみ､抗告訴訟が許容される｡労働委員会か

ら下される初審判定は処分に該当する｡その初審判定の相手は､権利能力を有

する者としての権利能力者又は権利主体である｡権利能力者とは､自然人と法

人をいうが､国家は公法上法人として当然権利能力を認められる｡そのような

意味からみると､国家訴訟行政機関と関連した是正申請事件で労働委員会の処

分の相手方､すなわち､被申請権者は権利能力を持っている国家である( 【事件

2-17】海軍教育司令部賃金差別事件参考)｡このように差別是正申請の被申請権

者と労働委員会の是正命令の相手は､当該雇用関係の事業主としての使用者251

2LJIO7erĴa印(妾成泰) ･前掲注(249) 176頁以下｡

1'51号曾土音朝里司『J召せ望羊｡qTLr望』 (2009 I-i)25　号(中央労働委員会『審判業務マニュア

ル 』 (2009 年)25 頁)｡
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である国家である｡

ただ､問題となるのは､ 【事件2-7】韓国道路公社成果賞与金差別事件のよう

に､労働委員会がこれを混同して国家ではなく行政機関に対して､被申請権者

の資格を認めて是正命令を下した場合､これを無効にすることが出来るかどう

かである｡この点､たとえ是正命令が国家に所属する施設や行政機関ないし行

政機関長に対して発令した場合でも､これを国家に対する是正命令であると見

なければならない(大法院2006.2.24判決2005ヅ5673判決参照)｡さらに､国

家ではなく行政機関が是正命令に対する再審申請や取消訴訟を提起したとき､

その再審手続や訴訟手続で当事者の表示が誤ったことを事由で表示訂正を通じ

て当事者の表示を行政機関から大韓民国に変更しなければならないし､中央労

働委員会や法院は､訴状に表示されている当事者が間違っている場合に､当事

者表示を訂正するように措置を取らなければならない｡このような是正措置を

取らずに､すぐに申請や訴を却下することはできないとみるのが妥当である252｡

一方､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件の地労委をみると､ ｢国立大学

の設立･経営と関連する法律上独立した権利義務の帰属主体は､国家又は行政

訴訟法第13条第1項(被告適格) ̀ 取消訴訟は､他の法律に特別な規定がない

限り､その処分等を行った行政庁を被告とする'という規定を援用して､高等

教育法第5条第1項に基づいて学校を指導･監督する国家機関である教育科学

技術部のに当事者適格が認められる｣とした地労委の判断は明らかに妥当では

ない｡行政訴訟法第13条第1項は､国家が国民に対して優越的な地位で行った

処分の権力関係に起因した処分に関する条項であり､この場合の抗告訴訟は､

処分をした行政庁が被告適格を有するという特則を置くもので､権利能力のな

い処分を行った行政庁に､訴訟の便宜上被告適格を認めたものである(これに従

って､中労委の再審判定取消訴訟は､中労委委員長を被告として提起される)｡

しかし､労働委員会の救済手続で､たとえ国家が関連しているとしても､この

時､国家と勤労者は､行政作用法関係の中､権力関係ではなく雇用を媒介にし

た対等な当事者間の国庫関係(行政上の私法関係)であるとみるべきである253

そして､申請権者が派遣勤労者である場合､被申請権者は派遣事業主と使用

252斗領主｢号7T7T ̂T%ヰoJ　召♀千村翌斗せ91昔Rll召　ヱ書｣啓子増卑事(20091-i)286号(河ミ

ョンホ｢国家が使用者である場合救済手続上の問題点考察｣韓国法学院(2009年) 286頁)0
25:塙丁増互(河ミョンホ) ･前掲注(252)272頁以下｡
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事業主両方である｡被申請権者が派遣事業主であるか使用事業主であるのかは､

是正命令を下す対象を決めることを意味するので､誰が被申請権者であるのか

は重要な問題である｡しかし､多くの事例は賃金差別の是正を申し立てるもの

であったため､派遣事業主のみに賃金差別是正命令を下すことにとどまった｡

これは､労働部の差別是正マニュアルの内容と同じ立場である｡

是正命令の履行義務者を､使用事業主を排除し､派遣事業主に限定すべきかは

一つの議論である.例えば､ 【事件2-13】ソンワオンティピ(錦湖タイヤ)事件

のように社内下請業者に賃金支払を履行するよう求めた大法院判決もあるが､

社内下請業者であるソンウォンティピが廃業することにより確定された是正命

令が履行される可能性が消えてしまうなどの問題が生じている｡

派遣勤労者の場合､派遣法第34条により派遣事業主と使用事業主の責任領域

が各々規定され､ ｢連帯して｣責任を負うという明示的な規定もないため､各々

該当する責任領域に応じて是正命令の履行義務者になる｡

しかし､まず､派遣法第34条(勤労基準法の適用に関する特例)1項は､勤労

基準法の適用において誰を使用者であるとみて勤労基準法上の義務を課すかを

定めたにすぎないので､派遣勤労者の差別禁止規定である派遣法第21条の適用

において援用することができるものではない｡したがって､これを根拠にして

差別是正義務の主体を各差別禁止領域別に派遣事業主と使用事業主に厳格に分

離して異なる取扱いをすることは妥当ではない｡もし､派遣法第34条の直接適

用ではなく､類推適用するという趣旨であれば､使用事業主の責任と関連して､

同法34条第1項ではなく､むしろ同条4項が類推適用されるべきである｡同法

第34条第4項は､ ｢派遣事業主と使用事業主が勤労基準法を違反する内容を含

んだ勤労者派遣契約を締結し､その契約により派遣勤労者を勤労させることに

よって同法に違反した場合には､その契約当事者すべてを同法15条の規定254に

よる使用者とみなして該当罰則規定を適用する｣と規定する｡すなわち､賃金

に係る勤労基準法の規定を含んだ各種違反事案についても派遣事業主だけでな

く､使用事業主も使用者であるとみるという点を明らかにしている｡これを類

推適用すると､派遣法第21条に違反する賃金関連の内容が含まれた勤労者派遣

契約を締結し､派遣勤労者を使用する場合に､派遣事業主のみならず､使用事

254ここでいう勤労基準法15条は､現行勤労基準法15条(この法を違反した勤労契約)ではなく

勤労者派遣法制定当時の勤労基準法第15条(使用者の定義)を指す｡
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業主も使用者であるとみることができる｡そうすると､強力な刑事罰則適用で

使用事業主を使用者であるとみるよりは､それより相対的に軽い民事上の賃金

差額請求の一環といえる賃金差別是正申請で使用事業主を使用者であるとみる

のが､より簡単だろう｡

また､派遣法第21条は､差別的処遇の禁止主体として派遣事業主と一緒に使

用事業主であることを明示しており､その履行義務者の主体として差別禁止領

域に応じて区分していない｡勤労者派遣法の差別的処遇の定義(同法第2条7

号)を考慮すると､ ｢連帯して｣という用語が明示されなくても､結局､賃金そ

の他の勤労条件などで使用事業主も派遣事業主と同様に合理的な理由なく､派

遣勤労者を不利に処遇してはならないということができる｡

第3節　雇用形態を理由とする差別で比較対象者

第1款　比較対象者の選定

差別は､特定の対象と比較したときにその意味を持つ概念である｡したがっ

て､非正規職勤労者に対する差別的処遇が存在するか否かを判断するためには､

これらの主体と比較する比較対象者が必要となる255｡比較対象者には､不合理

な処遇があったか否かを判断する際の基準としての役割のみならず､是正命令

の内容を決定する根拠及び基準としての役割もある｡比較対象者の存否､ある

いは比較対象選定の妥当性に対する判断は､差別審査の も基礎的な段階とい

える256｡

非正規職保護法において比較対象者は､それぞれ､期間制勤労者については､

25['召寺号｢オ望人l増刊三年oĴToJ音Rll主｣ OJ音望干Rll 17軍司1 3互(2009七旦)63号(金ドンウク

｢差別禁止制度と人事賃金制度｣賃金研究第17巻第3号(2009年)63頁)｡
u'56土青草『オ望人1召ill三言曹司三召リq』 (2009 1｡)27竿(労働部『差別是正制度をお知らせし

ます』 (2009年)27頁)｡
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｢当該事業又は事業場で同種又は類似の業務に従事する期間の定めのない勤労

契約を締結した勤労者｣ ､短時間勤労者については､ ｢当該事業又は事業場の

同種又は類似の業務に従事する通常勤労者｣ ､派遣勤労者については､ ｢使用

事業主の事業内の同種又は類似の業務を遂行する勤労者｣と定められている｡

これらをまとめてみると､場所については､期間制勤労者及び短時間勤労者の

場合は｢当該事業又は事業場｣内に存在する者であること､派遣勤労者の場合

には｢使用事業主の事業内｣に存在する者であること､遂行する業務について

は､ ｢同種又は類似の業務｣であること､ 後に､時間については､現在､期

間制勤労者及び短時間勤労者の場合には｢従事する｣者であり､派遣勤労者の

場合には｢実行する｣勤労者でなければならない｡

第1項　場所的範囲(当該事業又は事業場)

期間制勤労者及び短時間勤労者の比較対象者は､ ｢当該事業又は事業場｣ ､

派遣勤労者の比較対象者は､ ｢使用事業主の事業内｣に存在する必要がある｡

ここで｢当該事業又は事業場｣を必ず単一法人が行う事業又は事業場に限定す

るのかについては議論がある｡法文上の｢当該｣という表現によれば､比較対

象者の範囲は｢1つの企業内｣に限るのが立法趣旨であるようにも見える｡ま

た､ ｢事業又は事業場｣は､伝統的な意味では､一定の場所で有期的な組織下

で業として継続的に行われることを意味する257｡会社が本社と複数の支店､支

社などに分けて構成されている場合や､一つの会社が場所的に分散され､複数

の事業場を持っている場合にも､勤労条件の決定単位が会社全体で行われる場

合には､ 1つの事業とみる｡但し､各事業場で人事･労務･財務会計などが明

確に分離され､別の団体協約又は就業規則の適用を受けるなど､各事業が独立

して営まれている場合は､事業場ごとに判断しなければならない｡

ところが､ 近､期間制雇用法第8条第1項の当該事業又は事業場の意味と

関連して､伝統的な事業概念とは異なる新たな主張が提起されている｡一つは､

当該事業又は事業場を同一の使用者による作業に限定する必要はなく､実質的

257召司1jn ｢ヒ音増｣ (t'ltCg人T,2007 I-i)287等(金字培『労働法』 (博英社､ 2007年)287頁以下)｡
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に使用従属関係下で行われる作業については､同一の使用者の下で遂行されな

い作業も同一な事業又は事業場と認めることができるという見解258がある｡ま

た､一つの事業場で比較対象者がいない場合に､その企業の他の事業場で､比

較対象者を発見することができれば(この時は､その企業が一つの事業になる)､

その勤労者と比較するのはもちろんのこと､さらに､当該企業から比較対秦者

がいない場合でも､その事業に結ばれている他の企業で比較対象者を発見する

ことができれば､その勤労者と比較することができるという見解259がある(例え

ば､一つの企業集団になっている事業では､個別企業だけでなく､企業集団全

体で比較対象者を選定することができる) ｡

しかし､期間制雇用法第8条第1項の｢当該事業又は事業場｣の範囲を｢同

一の使用者｣以上に拡大する見解には反対である｡なぜならば､この見解によ

りもたらされる法的効果は立法論的には望ましいが､現行法の解釈では不可能

であると考えるからである260｡ただし､事業主が賃金差別を目的に設立した別

個の事業は､同一の事業であるとみなす雇用平等法第8条第3項を類推適用す

ることは､可能であろう｡なぜならば､類推適用に必要な計画されてない法律

の欠陥261､事案の類似性及び類推適用を禁止する憲法的な制限の不存在262とい

う要件がすべて満たされていると考えられるからである｡すなわち､差別禁止

規定の目的と趣旨に照らして当該事業又は事業場の意味を同一の使用者が運営

25Lq 壬Oj 望･ 召 召 司･ 中 子 望･ 王 朝 司･ 司oJ 手 『t]l 増 子 司 オ 望 人l フ 召Rll 主9] 合 唱011 亜 せ

Q担千一フl7Jjll己呈斗斗望人iRc,]瑚主喜子}Lj旦呈』 (号司尋召上%朝里司, 2006七旦)500号(趨淋永

外　4 『非正規職差別是正制度の運営に関する研究一期間制勤労者の差別是正制度を中心
に』 (国会環境労働委員会､ 2006年)50頁)0

L750年RllJtj ｢t]l増子司　オ望音ス1瑚主9]博司召主｢土号司Tljr音量瑚31互(20071-a)65号(朴ジェソ

ン｢非正規職差別禁止制度の法的検討｣労働レビュー第31号(2007年)65頁) :中朝̂C.j91 2

｢71望召せヰ　ヒ号増:土人t召511年せilljiLAjRll主喜　子̂j旦呈｣せ号土号Q]L千里(2007　td)189

号(朴ジェソン外2 ｢企業集団と労働法:労使協議と団体交渉制度を中心に｣韓国労働研究院

(2007 年)189 頁)｡
260♀̂C,1ス侶愈聖在) ･前掲注(240)507頁以下:聖書司･7ot̂ol司｢tjl増子司ヨ王スtOll tnせオ望音Xl

一斗望せせ句　千三斗71音%音Ĵ39_呈｣せ望亜7119]L干R11 17召.zl1 1互(2007 I,i)95苧(朴ジョン

フイ･妾ソンヒ｢非正規職勤労者に対する差別禁止一差別判断の構造と基準を中心

に｣産業関係研究第17巻第1号(2007年)95頁)0
26'当該事業又は事業場に比較対象者がないことを理由に､期間制雇用法の適用が除外されると

すれば､使用者が職群分離などを通じて同法の適用を回避するようになり､差別是正制度の
実効性を確保するのが難しくなるという点で､期間制雇用法に当該事業又は事業場に比較対

象者がない場合に対する規定を置かなかったのは､立法者の計画的な意図であるといえる
(♀Jtj瑚(愈聖在) ･前掲注(240) 507頁以下)｡

2(～2期間制雇用法第8条第1項の違反したとしても､憲法第12条第1項の罪刑法定主義による類

推適用が禁止される刑事処罰規定を置いていない｡
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する法人又は個人事業者まで拡大して解釈することは妥当であると思われる263｡

第2項　業務(同種又は類似の業務)

比較対象者は､同種又は類似の業務に従事し､これを遂行する者でなければ

ならない｡同種の業務とは､職種ないし職務の同一性や作業内容の同一性又は

類似性を持つ業務をいう｡ここでの業務(work)とは､職務分析する際に使用さ

れる狭議の職務(job)とは異なる包括的な概念として理解する必要がある264｡さ

らに同法は､類似の職種も比較対象として認めている｡例えば､経理職務従事

者と総務職務従事者は､不利な処遇が行われた給付の種類と内容に応じて類似

性を柔軟に解釈することで比較することができる場合もある｡同種又は類似の

業務は､同一又は類似の職務を当然含むためこれより広い概念となる265

｢同種又は類似の業務｣の解釈については､様々な見解が提示されている｡

代表的なものは､期間制雇用法の同種業務を原則として｢職種を基準｣にして､

その職種内で職務や作業内容が同じ業務であることと､職種が異なっても業務

の性格が類似であり､相互交替可能性があるときにこれを類似の業務であると

解釈する見解がある266｡また､各相互代替可能性､業務の性格的類似性､業務

価値の類似性等を基準にして同種又は類似の概念を解釈しなければならないと

いう見解もある267｡これらは､文言の意味を具体化する解釈論である｡

一般的に､概念を具体化することは望ましいが､期間制雇用法の適用につい

て法的効果に相違の無い｢同種｣と｢類似｣の概念をあえて区別する実益はな

26こう召喜子｢望511召　早7t音CqOll刃9]斗望人巨拒I t]liilqlせ斗011印せ召主｣王Ro14JtJせ瑚26互

(2006 td)24号(全ユング｢任意的付加給付での差別是正と比較対象者に対する検討｣調停と

審判第26号(2006年)24頁以下)0
2r11聖子司･7oT̂ 3瑚･召音千･7ot̂ j司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妾ソンフイ) ･前掲注

(87) 120頁:団体協約の適用範囲を定めている労働組合および労働関係調整法第35条上の同種

勤 労 者 の 範 囲 に つ い て､ 大 法 院1992.12.22 宣 告92 ヌ13189 判 決､ 1997.4.25 宣 告95 ダ4056

判決で｢事業場単位で締結される団体協約が適用される場合には､職種の区別なく､事業場内
の全ての勤労者が同種の勤労者に該当する｣とし､解釈の目的に応じて｢同種｣を｢職種｣よ

り､広い概念として解釈し得ると判示した｡
L'65召.喜子(全ユング) ･前掲注(186)12頁｡

266年有印『ヨ主71音望』 (音ooT召Rll,2007 Li)923苧(河甲来『勤労基準法』 (中央経済､ 2007年)9

23 頁)0

267召旬刊(金字培) ･前掲注(257)1039頁以下0
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い｡両者を区別せず､まとめて比較対象者の適格性を判断する基準としてとら

える解釈論が妥当であると考える268｡

また､ ｢同種又は類似の業務｣の概念は､いくつかの基準を具体化するしたと

しても完全に明確化される性質のものではない｡法は｢同種又は類似の業務｣

という概念を用いて､差別の判断において､残りの条件を同一にした後､問題

の条件を比較するという差別の判断の当為的側面を表現しようとしたと解する

べきである｡したがって､同種の類似性は｢程度の問題｣にすぎないため､ ｢Yes

orNO｣の判断をする基準設定は望ましくない｡同種又は類似の概念の役割をこ

のように理解しなければ､実在する比較対象者が見つからなかったときに､外

見上不合理な差別が明らかに疑われても不合理な差別は存在しないものである

と解さざるを得ない不都合が生じる｡例えば､使用者が職群分離をして､特定

の業務を期間制勤労者のみで遂行している場合､又は唯一の比較対象者が退社､

休職､派遣等の事由で存在しなくなった場合に､ ｢同種又は類似｣の業務を遂行

する比較対象者がいないことを理由に差別がないと結論を下すことは､不都合

であろう269｡

こうした不都合を回避するために､同種又は類似の概念を絶対的又は確定的

な概念とせず､問題となる処遇の内容に応じて柔軟に解釈しなければならない

とする見解がある｡この見解は､問題の処遇が勤労提供と関連する程度に応じ

て､関連性が大きければ(例えば､純粋な賃金や賞与金)同種又は類似の範囲を

狭く解し､小さければ(例えば､慶弔や従業員ローンなど)同種又は類似の範囲

を広く解するという見解と､同種又は類似の業務に従事する比較対象者をすべ

ての場合に必ず設定する必要はなく､期間制勤労者に対する不利な処遇が明ら

かに認められる場合には､すぐに合理的な理由に対する審査段階に移ることが

できるという見解に分かれる270｡この2つの見解は､実際に結論において大き

な差異が見られないため､まとめて｢弾力的解釈論｣と評価することができる｡

弾力解釈論によると､期間制勤労者全体と正規職勤労者全体の間で差別的処

遇が存在する場合､賃金など反対給付と関連していない場合には､ ｢同種又は類

似性｣は､ 2次的下位基準に過ぎず､ ｢当該事業又は事業場に所属していること｣

2bH%増喜(ヂポプリョル) ･前掲注(217)184頁0

269音増量(声ポプリョル) ･前掲注(217)184頁｡

2701]-.T･吾司･70tJAj印･重量千･7otJhj司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妾ソンフイ) ･前掲注(87)112

頁｡
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という基準でも比較対象者を選定することができるという｡ただし､直接的な

交換関係に置かれている賃金領域では､他の勤労条件とは異なり､同種又は類

似業務の解釈を相対的に厳格に解釈すべきとする｡この見解は､期間制勤労者

を保護するという法の趣旨に合致する｡

しかし､この見解は､問題解決のために同種又は類似の概念を弾力的に解釈

する必要があることは理解できるものの､勤労提供と関連性が少ない処遇につ

いて､同種又は類似の範囲を広く解する根拠が不十分である｡また､この見解

は､賃金のような対価性が明確な処遇に関しては､同種又は類似の範囲を狭く

解釈するため､職群分離などを通じて賃金差別がある場合に比較対象者を探す

ことが困難になるという難点がある｡さらに､期間制勤労者に対する処遇が明

らかに不利な処遇であると判断される場合には､すぐ合理的な理由に関する審

査に移る､という点も､比較をすることなく不利な処遇の内容を特定できるの

か疑問である｡この点は､期間制雇用法第8条が比較対象者の存在を前提とす

ることに反するものでもあろう｡

弾力的解釈論は､比較対象者が存在しない場合に発生する不合理に対応する

ことを可能にするが､より困難な問題となるのは､比較対象者が多数存在する

場合である｡判例も｢一つの事業場内で勤務する勤労者であっても､その業務

の内容や性格､業務の難易度､勤労者の経歴､その他の事情を考慮して､その

職務と職責を分けて､これに相応する報酬を策定して支給することは､原則と

して､使用者の権限｣であるとしているので(大法院1996.7.30宣告95ダ12804

判決) ､同種又は類似の業務を遂行する正規職勤労者の間でも職級と職責を分け

て勤労条件が異なる場合があり､年俸制企業でも､同一職級と職責の間で勤労

条件が異なる場合がある｡従来の議論は､ ｢同種又は類似性｣をどのように解釈

するか､比較対象者を合理的に選定することができるかが中心でああり､この

ような場合の比較対象者の選出基準については十分な議論はなされていない｡

ただ､比較対象者が複数存在する場合の優先順位の規定を置く必要があるとい

う指摘はされていた｡例えば､同種事業場､同種事業､類似事業場､類似事業

の順に決定することを提案する見解である271｡興味深い主張だが､立法論であ

27ト音71望･せ 召̂ J ｢7171ill己呈スt旦1オ望tfI♀音Xlill王011せせjlを｣啓子増卑司Rl1 26望(2007

td)372号(ヂ~ギテク外1名｢期間制勤労者の差別待遇禁止制度に関する考察｣法学研究第26

集(2007 年)372 頁)｡
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るうえ､果たして上記の順位通りに一括適用することが合理的であるか疑問で

ある｡同種事業場に､多少類似する業務を遂行する比較対象者がいるが､同種

事業には､ほぼ同種の業務を遂行する比較対象者がいる場合､あえて同種の業

務を遂行する比較対象者より､同種事業場の類似する業務を遂行する勤労者を

優先して比較対象者として選ばなければならない理由は明らかではない272｡

同種又は類似の業務に従事する勤労者が複数存在する場合に､誰を比較対象者

として選定するのかが問題になる｡同種又は類似の業務に従事する比較対象者

が複数存在する場合には､なるべく資格､経歴などが類似した者を選定するこ

とが望ましい273｡一方､比較対者の数が非常に少ない場合には､すべてを比較

対象者として選定して比較することも可能である274｡この点､中労委は､ 【事件

2-5】大部大学校非常勤講師事件で､ ｢本件の場合､比較対象者として選定する

ことができる講義専担教授が2名に過ぎないことと､ 2名の中で誰を比較対象

者として選定しても､本件の勤労者らに対する不利な処遇が存在しないため､

講義専担教授2名を比較対象者に選定する｣とした上で､申請権者と勤続年数

が同じである比較対象者が複数であり､該当比較対象者らの賃金など勤労条件

が一律であれば該当比較対象者らのうち特定人を選ばずにすべてを比較対象者

に選定しても構わないとの判断を示している275｡ 【事件2-12】乙路運輸通常時

給など差別事件では､中労委は､ ｢期間制勤労者として中型バス運転手である本

件の勤労者(入社4年次)が､比較対象者を特定せずに､無期契約勤労者である

入社4年次の大型バス運転手の多数を比較対象者に選定したことに関しては､

本件使用者が入社4年次の大型バス運転手らに賃金協定書の規定に基づき､通

常時給､無事故手当及び勤続手当などの勤労条件を一律に適用しているので､

比較対象者の選定に問題はないとみる｣と判断した｡

272音増喜(ダポプリョル) ･前掲注(217)186頁｡

27‥i三%せ｢斗望人lフ召　せ増井司l　暮雪%　%せ　オ望人l召　%望7月ゼ　せol ｡T章｣子ooT土号朝里司

(2009　1-i)59　竿(趨龍晩｢差別是正判定事例分析　を　通　じ　た　差別是正運営改善方策用

意｣中央労働委員会(2009年)59頁)0
27'ol寺号･昔7ot昔･卑71包(李スンウク･ムンガンブン･朴ギチョン) ･前掲注(232)218頁.

271-101寺号･昔7oT昔･ t]lHl尋(李スンウク･ムンガンブン･朴ギチョン) ･前掲注(232)218頁0
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第3項　時間的範囲(従事する)

労働委員会と法院は､ 【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件､ 【事件2-9】韓

国鉄道公社栄養士賃金など差別事件､ 【事件2-13】ソンワオンティピ(錦湖タイ

ヤ)事件などで､比較対象者は是正を申請した不利な処遇があった時期に存在し

なければならない､という立場をとっている｡この立場から､比較対象者が配

置転換などにより同種又は類似の業務に従事しなくなった場合､差別是正の対

象期間を配置転換の以前までに限定している｡すなわち､非正規職勤労者が差

別的処遇の是正を申請する際､比較対象者であると主張した同種又は類似の業

務に従事する正規職勤労者を使用者が配置転換した場合､それ以降の期間につ

いては差別的処遇が認められなくなる｡

しかし､差別是正の申請当時に存在した比較対象者が､その後は､現実的に

存在しないという理由のみで､差別是正の救済を受けることができないという

ことは､この制度の立法趣旨に沿うものとはいえない｡したがって､比較対象

者の現存性に対する例外を設定する必要があるだろう｡

第2款　比較対象者の追加等

第1項　比較対象者の追加

時間講師の差別是正申請事件の再審段階で､中労委が､講義招碑教授又は講

義担当教授などを比較対象者として追加することを許容したことがある｡例え

ば､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件､ 【事件2-5】大部大学校非常勤講師

事件､ 【事件2-6】朝鮮大学校非常勤講師事件などがある｡

非正規職勤労者の差別是正と関連する労働委員会規則第114条が､労働委員

会規則第89条を準用していることを考慮すると､再審申請段階での比較対象者

を追加することは｢初審で申請した範囲｣を超えたものと解することはできな

い｡ ｢初審で申請した範囲｣とは､合理的な理由なく､期間制勤労者であること
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を理由に､不利な処遇が行われ､これについて､非正規職勤労者は是正を要求

するものであると解されるからである｡したがって､たとえ初審段階で使用さ

れる差別的処遇申込書(労働委員会規則別紙第35号但書)の申請理由欄に暫定

な比較対象者を書くものとしたとしても､再審段階においてそこに記載された

比較対象者のみを基礎に判断するように強制する必要も根拠もないと考える276｡

以上のような解釈問題を是正するために､労働委員会規則第114条(差別是正

再審事件)の但書として｢第89条を準用するに当たり､再審での暫定的な比較

対象者の追加申請は､同規則第89条が規定する再審の範囲に該当するものでみ

る｣という文言を追加することがを提案されている277｡しかし､不服の範囲と

は､初審主文に示された是正命令又は棄却決定の内容に対して不服とした範囲

であるので､追加された比較対象者と関連して再審判定することはまだ不服の

範囲内であるといえる｡このように再審申請での比較対象者の追加は､解釈論

だけでも十分に許容可能であるため､労働委員会規則第114条に対する付加的

な補完必要性はないと考える278｡

第2項　比較対象者の現存有無と比較対象者の特定

現実的に不利な処遇に対する是正申請ができる権利は､比較対象者が実際に

存在することにより発生する｡例えば､ 【事件2-2】韓国鉄道公社成果賞与金差

別事件や大学非常勤講師事件､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件､ 【事件

2-5】大部大学校非常勤講師事件､ 【事件2-6】朝鮮大学校非常勤講師事件など､

すでにいくつかの事件で､労働委員会は､ ｢期間制雇用法上の不利な処遇は比較

対象者の存在を前提とする｣概念で､ ｢当該事業又は事業場に所属しているとい

うことは､差別が起こった時期に､同一な使用者に雇用され､使用者の事業場

内に実際に存在している必要がある｣ということを意味すると判断している｡

すなわち､現実的に比較対象者が存在することで比較が可能であると判断して

276t'lt 舌 司･ 重 量 千･ 7otJd 司( 朴 ジ ョ ン フ イ･ 全 ユ ン グ･ 妾 セ ン フ イ) ･ 前 掲 注(66)111 頁0

277三%せ(趨龍晩) ･前掲注(273)107頁以下｡

27Ht'lT 舌 司･ 重 合 千･ 7 °tJAj 司( 朴 ジ ョ ン フ イ･ 全 ユ ン グ･ 妻 セ ン フ イ) ･ 前 掲 注(66)111 頁 ～112 頁
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いる279｡

上記によると､比較する以前には比較対象者が存在していたが､比較する当

時に比較対象者が存在しない場合や､比較対象者が存在していることは知るが

具体的な比較対象者を特定することが難しい場合､そして､比較する当時に比

較対象者は存在しないが比較可能な規定(就業規則など)や職務上の体系が存在

する場合にも､差別是正を申請する権利は発生しないことになる｡

非正規職保護法では､差別を受けた当時に比較対象者が存在しなければなら

ないようにしているが､これを使用者は巧妙に職務分離又は職群分離などをさ

せ､比較対象者自体をなくす行動をとったりする｡したがって､少なくても形

式的な職務分離又は職群分離を制約する方法が必要であり､これを防ぐために､

現在の同種又は類似の業務に｢従事する｣ものを､過去の同種又は類似の業務

に｢従事していた｣勤労者まで比較対象者として認めるべきである｡すなわち､

｢同種又は類似の業務に従事したり､従事していた｣ものでする必要がある280｡

申請権者に比較対象者を特定することを要求しているが､期間制雇用法第9

条には､不利な処遇があったことを知ることができる程度に止まるとされるの

であるから2Rl､具体的な比較対象者､不利な処遇の金額などは労働委員会の調

査員の業務として､調査員が使用者にこれらに関する資料提出を要求すべきで

ある｡しかし､労働委員会は､申請権者が正規職勤労者の賃金額を正確に知る

ことが現実的に難しい場合でも､申請権者に正確な比較対象者を特定し､その

比較対象者の賃金その他の勤労条件の具体的な金額を特定することを要求して

いる｡これを特定しない場合には却下されることになる｡

一般的に､非正規職勤労者が自分と同一の業務を遂行する勤労者が誰である

のかをすべて知ることはできないし､その賃金がどの程度であるのかも正確に

は分からない｡非正規職である個別申請権者に､比較対象者をある個人として

特定するよう求めることは､現実的には不可能を要求することなのである｡集

団的な比較対象者の選定を認め､まず､集団的に適用される勤労条件の決定基

準(団体協約又は就業規則)を通じて不利益な処遇の存否を判断し､補助的に､

L'79t]1.t子望Fljlフ日干司　オ 望̂1召Rll主唱･ ql主7 月̂JQ]L千一tjl確守司　オ望斗司l召主望尋司

ヰRll』召号音oJ瑠ヒ%翌朝glL瑚(2010 i,i)82号(朴ジュヨン『非正規職差別是正制度法･制度

改善研究一非正規職差別事例検討及び政策課題』 (全国不安定労働撤廃連帯､ 2010年)82頁)｡
2糾)聖子cg (朴ジュヨン) ･前掲注(279)85頁.

mltjlt 子 領( 朴 ジ ュ ヨ ン) ･ 前 掲 注(279)74 頁0
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使用者から関連資料を受けて申請権者にその資料を交付して 終的な判定の直

前までに具体的な比較対象者を誰にするかを決定するようにしたり､労働委員

会が職権で比較対象者を決定するようにしたりする方法を採用することが適切

であると考える｡

第3項　比較対象者が複数存在

比較対象が多数存在する場合､どの比較対象者の賃金及び勤労条件と比較す

るのかが問題になる｡一次的には､資格､経歴､勤続年数などの条件が､同一

又は類似の者を選定しなければならない｡この時､条件が同一又は類似である

という意味は､使用者が正規職勤労者に適用する報酬体系を決定する要素をい

う｡例えば､使用者が正規職勤労者に号俸制(年功級制)を適用する場合は､非

正規職勤労者と同一な年功(学歴､経歴､勤続年数など)にある者の賃金及び勤

労条件を比較対象基準とする282｡

そして､非正規職勤労者と同じ条件である比較対象者が多数存在する場合､

勤労条件の水準が も高い者又は も低い者がいる場合､どの比較対象者と比

較するのかが問題になる283｡実務では､特別な基準なしに年俸制で契約した場

合がこれに該当するものであり､一定の決定基準に従う号俸制及び職務級制な

どでは発生する余地があまりない｡例えば､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師

事件の中労委は､私的自治領域に対する侵害を 少化させる解釈が必要である

ことと､高い水準である比較対象者を選定する場合､ も低い水準の処遇を受

ける者が非正規職勤労者に比べて逆差別される結果が発生する恐れがあるとい

う点を根拠に､ も低い水準の処遇を受ける者を比較対象者として選定するの

が妥当であるとした｡このような中労委の立場に賛成する見解が多数である284｡

一方､ ｢法施行直後に使用者が差別是正の費用を回避するために､差別是正せ

L'H21]lT 吾 司･ 事 音 千･ 70tJB 司( 朴 ジ ョ ン フ イ･ 全 ユ ン グ･ 妾 セ ン フ イ) ･ 前 掲 注(66)102 頁｡

2H:与これに関連して､比較対象者が複数の場合には､同種事業場､同種事業､類似事業場､類似事

業の順に比較対象者を決定すればいいという見解がある(声ギテク外1 ･前掲注(271)372頁)｡
2H-中子司｢tjl確守司ヨ呈スtオ望音スlス11王句　司王寺専ヰ増召｣車号91号Olql卑jjl増卑9]L干土

91増さ召瑚34事瑚3互(20101-i)90苧(非正規職勤労者の差別禁止制度の 近動向と争点｣韓国

外国語大学校法学研究所外法論集第34巻第3号(2010年)90頁)｡
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ず､従前の勤労条件が維持される新しい無期契約職群を作り出している｡労働

委員会のこのような判断基準が適用される場合､原則として既存の正規職勤労

者ではなく､非正規職勤労者であることを理由に発生した差別が維持される新

しい無期契約転換者との比較だけ許可することになり､不利な結果発生がない

と反対するだろう｡何の制裁なしにこれを合法的なもので許可すると､非正規

職勤労者これまで行われた不当な差別に無防備状態で露出されるため､差別是

正制度を潜航する結果をもたらすことになる｣という､批判的な見解もある285｡

また､申請権者の立場では､ も高い水準の処遇を受ける者との比較が有利

であるので､そのような者との比較可能性自体を否定する必要はないというこ

と､不利な処遇の有無及び不利な処遇の程度をより明確に確認するためには､

も高い水準の処遇を受ける比較対象者と も低い水準の処遇を受ける比較対

象者両者を申請権者と比較することが実務上有用である点を挙げながら､労働

委員会がとっている立場のように も低い水準の処遇を受ける者を適正な比較

対象者であるとみるのは適切ではないといる見解がある286｡この見解は､ も

高い水準の処遇を受ける者との比較をする際には､申請権者に不利があるが､

も低い水準の処遇を受ける者との比較を際には､不利がなければ､その有利･

不利の程度及び理由については､合理的な理由を判断する際に考慮すれば良い

という立場である｡しかし､この立場は､有利･不利の判断をする際のみに比

較対象者の選定基準が言及されるのみであり､差別是正命令の基準をどれにす

るかについては提示してないという限界がある287｡

しかし､高い水準及び低い水準の処遇を受ける者の基準をすべて比較対象基

準としてみて､不利な処遇の有無及び合理的な理由を判断し､どの水準を基準

にするかについては､差別是正命令を下す際に考慮すればいいと考えられる｡

すなわち､同一な条件の比較対象者が多数の場合､高い水準及び低い水準の処

遇を受ける者のうち､必ず高い水準又は低い水準の基準なかで一つだけを選定

する必要はなく､すべてを比較可能にすることである｡例えば､高い水準の処

遇を受ける者と比べたら非正規職勤労者は不利な処遇を受けていることになる

が､低い水準の処遇を受ける者と比べたら非正規職勤労者が受ける水準が不利

2Wlt]-lt子望(朴ジュヨン) ･前掲注(234)228頁以下0

2日̀ う三%せ(趨龍晩) ･前掲注(225)118頁.

287中書司･重合千･ 7ot̂ J司(朴ジョンフイ･全ユング･妻センフイ) ･前掲注(66)103頁｡
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ではない場合がある2R8｡この場合､使用者には合理的な理由を立証する責任が

ある｡そして､非正規職勤労者には､勤労条件の水準が も高い者の基準を比

較対象とすることが有利であるので､ も低い水準の処遇を受ける者について

は､比較対象ではないということを立証すれば良い｡一方､高い水準及び低い

水準の処遇を受ける者の基準と比較したた場合､高い水準にも低い水準にも不

利な処遇が存在する場合もある｡この場合､もちろん､使用者には合理的な理

由を立証する責任がある｡そして､不利な処遇であると判断されると､合理的

な理由がなくなるので差別的処遇が認められる｡その際に､差別是正命令の対

象基準として も低い水準の処遇を受ける者を差別是正命令の基準とすれば良

い｡というのは､非正規職保護法は､労働保護立法289としての性格を持つが､

高水準の正規職勤労者と同等な待遇を保障するものではないからである｡

高水準の勤労条件の確保は､労働3権の行使で解決するものである｡したがっ

て､同一な条件である比較対象者が多数であり､これらとの比較結果､不利な

処遇であり､合理的な理由が存在しない場合には､ も低い水準の処遇を受け

る者の基準で是正命令をするのが妥当である290｡

しかし､同種又は類似の業務を遂行する比較対象者が複数である場合､ も

低い勤労条件の適用を受ける正規職勤労者あるいは直接雇用勤労者を比較対象

者として選定することは､何の法的根拠も論理的な説得力もない｡したがって､

まず､申請権者の経歴などを考慮し､同種又は類似の業務を遂行する も適正

な比較対象者を選定するように努力することが優先されなければならない｡そ

れにもかかわらず､同種又は類似の業務を遂行する正規職勤労者が複数である

場合､すべてが比較対象者になれるし､ 終的には申請権者の比較対象者の指

定を中心に判定を下さなければならない291｡すなわち､ も低い処遇を受ける

正規職勤労者が比較対象者になる必要はないだろう｡

2日8tjlT舌司･重喜子･ 7ot曇司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)103頁｡

州t'lt舌司･ 7C,t曇司(朴ジョンフイ･妾ソンヒ) ･前掲注(260)95頁:雇用形態による差別禁止を規

定している非正規職保護法は､経済的な不平等構造を削除するために平等の構造を借りてい
るが､本質的には経済活動領域に関するもので､社会国家原理に基づく労働保護立法として
の性格を持つ0

290t'lt吾司･重量千･ 7crゼ司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)103頁以下0

20t中書司･召Ter千･ 7otĴ J司(朴ジョンフィ.全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)115頁｡
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第4節　差別的処遇の禁止領域

期間制雇用法第2条第3項は､差別是正の対象を｢賃金､定期賞与金､名節賞

与金等定期的に支給される賞与金､経営成果に応じた成果金､その他勤労条件

及び福利厚生等に関する事項｣と規定している(2013年9月19日施行) 292｡この

｢勤労条件｣の文言は､労働組合法第2条第5号の労働争議の定義規定を受けて

制定されたものである｡同条は､労働争議を労使関係当事者の間に､賃金､勤

労時間､福祉､解雇､その他の待遇など勤労条件の決定に関する主張の不一致

による紛争状態であると規定しており､期間制雇用法における｢勤労条件｣に

ついても､福祉制度や解雇が含まれるのはもちろんのこと､その他使用者の指

揮命令権によって具体化される働き方(例えば､タクシー会社の配車)まで含ま

れる勤労関係全般にわたるものである293｡

中央労働委員会は､差別禁止領域には､勤労基準法が規律する勤労条件及び

団体協約又は就業規則又は勤労契約などによる勤労条件として勤労関係から発

生する賃金をはじめ､勤労時間･休日･休暇･安全･保健･災害補償などが含

まれるとしている291｡ここで｢賃金｣とは､勤労基準法第2条第5号の規定に

よる賃金､すなわち､使用者が勤労の対価として勤労者に貸金､給料､その他

いかなる名称であろうが支給する一切の金品を意味し､ ｢その他勤労条件及び福

利厚生295等｣とは､勤労関係で発生した賃金をはじめ､勤労時間･休日･休暇､

安全･保健･災害補償など勤労者の待遇に関して定めた条件として､勤労関係

を直接規律するものを意味し､非法定給付などの場合には､団体協約や就業規

則､勤労契約などで勤労者らに一般的に適用すると予想されることがある場合

29L'改正前は､ ｢賃金その他の勤労条件等｣である｡

20=母音干(全ユング) ･前掲注(263)24頁以下o

州勤労基準法第17条及び同法施行令第8条等では､賃金､所定勤労時間､休日､年次有給休暇､

就業の場所と従事する業務に関する事項､就業規則に作成しなければならない事項､寄宿舎
の規則で定めた事項を勤労条件であると明示している｡

2脈期間制雇用法第2条第3項が改正される前の中央労働委員会は､事業場内の福利制度が､ ｢そ

の他勤労条件等｣に該当するか否かについて､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件や､ 【事

件2-5】大都大学校非常勤講師事件などで､ ｢団体協約又は就業規則又は勤労契約などに､勤

労条件として規定されていない場合は､これを賃金その他勤労条件等とみることができない
ので差別是正を申請することができる領域には含まれない｣と判定している｡
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は､差別是正を申請することができる領域に含まれるとしている296｡

一方､就業規則や法令には規定されていないが､慣行的に勤労条件化された

ものが差別是正の対象に該当するかどうかも問題になる｡判例は､慣行により

支給又は条件などが一定の要件を備える場合､勤労条件化され､勤労契約の内

容になっていると解しているので､慣行によって制度化された差別是正の対象

に関する差別も禁止される｡様々に存在する各賃金項目が非正規職保護法上の

差別是正の対象に該当するか否かは､名称ではなく､その支給実態や支給根拠

など具体的･個別的に判断されるべきもので､その判断においては個別事件の

事実関係が核心的な意味を持っ｡全体的には､団体協約や就業規則､慣行など

により使用者に支給義務があれば差別是正の対象に該当するものと判断される

傾向にある｡但し､差別是正の対象が法的な意味の賃金と類似又は同一の意味

で判断されるか､それとも､法的な意味での賃金に該当しなくても｢その他勤

労条件及び福利厚生等｣に該当すると判断されるかについて判断が分かれてい

る｡全体的には､使用者に支給義務がある場合には､広く差別是正の対象に該

当すると判断する傾向があり､これは差別是正制度の導入趣旨に照らして肯定

的に評価することができる｡

第5節　不利な処遇と合理的な理由

差別的処遇の審査は､非正規職勤労者に対する不利な処遇の有無に関する審

査(不利な処遇審査)と､そのような処遇を正当化するほどの使用者側の事由

の有無に関する審査(合理的な事由審査)に区分することができる｡しかし､外

形上の不利な処遇がないのに差別是正を申請するる場合はほとんどないと思わ

れるので､実際の事件で争点となるのは､合理的な事由の有無である2970

2鮒音ootヒ音朝型司(中央労働委員会) ･前掲注(211)19頁｡

2U77otAj印(妾成泰) ･前掲注(249)178頁以下｡
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第1款　不利な処遇

非正規職保護法は､ ｢不利な処遇｣を定義していない｡但し､期間制雇用法第

2条第3号が｢差別的処遇｣を｢賃金､定期賞与金､名節賞与金等定期的に支

給される賞与金､経営成果に応じた成果金､その他勤労条件及び福利厚生等に

関する事項において合理的な理由なく不利に処遇する｣ものと定義する中で､

｢不利な処遇｣に言及している298｡これを根拠にすれば｢不利な処遇｣とは､

賃金､定期賞与金､名節賞与金等定期的に支給される賞与金､経営成果に応じ

た成果金､その他勤労条件及び福利厚生等で使用しあの分離･排除により結果

的に発生した不利益ということができる｡

非正規職勤労者と比較対象者との賃金だけではなく､勤労条件の全体を比較

して､非正規職勤労者の勤労条件が不利にならない場合は､一部不利な処遇が

あっても差別的処遇とはならない｡例えば､非正規職勤労者には正規職勤労者

に付与される夏期休暇が付与されないが､その代わりに夏期休暇費を別途に支

給している場合､これは不利な処遇に該当しない299

中労委も､ 【事件2-1】済州特別自治道賃金及び福利厚生費など差別事件で､

｢不利益処遇の存否を判断するにあたっては､期間制勤労者に支給される賃金

及び勤労条件の詳細支給項目が存在する場合には､それに相応する比較対象者

の詳細支給項目と比較して判断することが原則であるが､賃金及び勤労条件な

どにおいて､特定部分は比較対象者より高い一方､他の特定部分は低い場合､

比較可能な賃金及び勤労条件などを一つの範境にまとめて比較判断することが

できるものの､この場合も､実際に提供された勤労によって支給額が異なる延

長･休日勤労手当などは比較範境から除外されなければならない｣としており､

労働部の同様の立場を採る300｡

短時間勤労者の場合には､通常勤労者の賃金(所定勤労時間に対する賃金)を

時給賃金に換算して比較する｡中労委は､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事

件で､ ｢短時間勤労者は､賃金が時間給で決まるため､不利な処遇があるかどう

29日王Oj望･召召司･ tj-.t子望･王朝司･司oJ手(趨淋永外4) ･前掲注(258)65頁参照｡

州塑%干(全ユング) ･前掲注(186)17頁o

:M')ヒ書手(労働部) ･前掲注(211)74頁以下｡
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かを確認するためには､通常勤労者の賃金を時間給賃金に換算しなければなら

ない｡この場合､所定勤労時間について通常支給する賃金を基準に算定された

時間給を原則とする｣としている(本事件の取消訴訟で､ソウル行政法院も同じ

立場を取っている)｡

第2款　合理的な理由

不利な処遇があっても合理的な理由があれば差別的処遇は成立しない｡差別

判断の法理には､差別取扱の目的と手段との間に厳格な比例関係が成立するか

否かを基準に審査する厳格な審査基準(比例性の原則)と､異なる処遇をするこ

とについて使用者の裁量を認めて､客観的かつ合理的な理由がない場合にのみ

差別を認める緩和された審査基準(窓意禁止の原則)がある｡人格に関する分野

(性別､人種など)を侵害する差別の場合は､厳格な審査基準を適用するが､個

人や人的集団を直接的な差別対象にしない経済及び社会分野の場合は､緩和さ

れた審査基準を適用する｡非正規職保護法は､緩和された審査基準を前提とし

ているとみられる｡勤労関係での平等と差別の問題は､人格の問題ではなく､

典型的な経済及び社会分野の問題であり､法律上にも合理的な理由の不存在を

差別判断の要件として規定しているからである301｡

中労委は､合理的な理由の存否に関する判断基準について､差別を合理化す

る正当な目的と､合理的な根拠の有無を確認し､勤労条件や勤労時間に応じた

比例原則が適用されているか否かを判断しなければならないとしている302｡

中労委の判定例では､合理的な理由の判断基準について､ 【事件2-2】韓国鉄道

公社成果賞与金差別事件では､ ｢不利な処遇が使用者の窓意に基づくものではな

く､使用者の事業経営上の目的と客観的に合理的な関連を有していること｣､｢使

用者が支給する給付の目的と内容に根拠しなければならない｣とし､ 【事件

2-12】乙路運輸通常時給など差別事件では､ ｢労働強度の差異､労働の質の差異､

:iO)召%卑(金ドンウク) ･前掲注(255)60頁o

=川2号oot土%朝里司(中央労働委員会) ･前掲注(211)33頁以下｡
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勤務形態の差異､権限と責任の差異､実績の差異､勤労者個人の業務能力の差

異などに根拠を有するこの｣などが提示されている｡

具体的には､中労委は､ 【事件2-2】韓国鉄道公社成果賞与金差別事件では､

｢採用の方法と手続き､賃金体系､循環補職､業務範囲と責任などの違いは一

応認められるしても､これは個別勤労者間の賃金が異なる場合､これに対する

合理的な理由があるかどうかを判断する基準にはなりえるが､この事件の成果

賞与金の場合は､ 2006年度の経営実績評価結果､ 2級以上のチーム長及び役員

を除いたこの事件の勤労者の比較対象者の場合､各人の担当業務や実績ではな

く､部署又はチームの実績をもとに支給されるものなので､合理的な理由の根

拠にはならないとし､ 【事件2-9】韓国鉄道公社栄養士賃金など差別事件では､

比較対象者が追加的な業務を遂行するため､賃金に差があるという使用者の主

張が､同業務の比重が極めて少ないことを理由に退けられた｡そして､ 【事件

2-14】馬山文化放送定期賞与金など差別事件では､比較対象者が本件申請権者

らと異なる業務を担当していたとしても､これらの業務上の相違は基本給に反

映されており､定期賞与金まで差をつけて支給したのは差別的処遇に該当し､

採用方法の差異は業務遂行と客観的な関連性がないので､これも差別的処遇を

正当化する理由にならないと判定した｡また､ 【事件2-15】国民銀行交通費な

ど差別事件では､通勤費及び昼食費は､実費弁償及び福利厚生的な性格で一律

に支給するものなので､勤続年数及び業務内容などは合理的な理由にならない

と判断された｡

一方､合理的な理由を認めた事例として､ 【事件2112】乙路運輸通常時給な

ど差別事件の中労委の判定では､通常時給､賞与金､無事故手当などに差を設

けたことが､比較対象者と申請権者間の労働強度及び労働の質､負担感､勤務

形態などの差異に基づいて合理的とされた｡ 【事件2-15】国民銀行交通費など

差別事件では､個人年金信託支援金は､年金信託の運用期間が長期間にわたっ

て行われ､その目的が老後の生活安定などの職員の長期勤続を誘導することに

あるとして､これを期間制勤労者に支給しなかったのは合理的な事由があると

判定した｡また､ 【事件2-15】国民銀行交通費など差別事件では､賃金水準が

勤続期間の差異に起因する場合には､合理的な理由があるとし､賃金水準の差

異が比較対象者の身分及び業務の特殊性､教育訓練受講の義務づけ､追加的な
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業務遂行､経営目的に適合する異なる貸金体系などに根拠づけられる場合にも､

合理的な理由が認められると判定した｡

合理的な理由の存否に関する判断は､不利な処遇が行われる｢賃金その他の

勤労条件等｣の名称や目的に応じて形式的に行われてはならないし､その具体

的な支給実態､内容､実際の目的などを考慮して､実質的に行われるのが妥当

である｡合理的な理由の存否と関連して発生する問題の一つは､期間制勤労者

などに対して労働組合の加入資格が与えられていない状態で団体協約に基づき

発生した賃金などの差別的処遇が合理的な理由に該当するかどうかである｡

第1項　合理的な理由の意義

この要件の判断においては､非正規職勤労者に対する不利な処遇が使用者の

窓意に基づくものではなく､使用者の事業経営上の目的に即した客観的に合理

的な理由に基づいているか否かが問われる｡これは､使用者の給付内容と目的

に応じて判断されなければならない｡使用者が支給する給付の種類と目的に応

じて比較対象者が異なる場合があるように､合理的な理由の具体的な内容も不

利な処遇を受ける領域(差別禁止領域)に応じて異なる｡給付の目的及び対象に

おいて事業場全体ないし特定団体の勤労者に適用される性質のもので､支給要

件なしで全体ないし特定団体の勤労者すべてに適用され給付や､一定の支給要

件を満たした勤労者全員に支給する給付にもかかわらず､非正規職勤労者には

支給されない場合､使用者が提示することができる合理的な理由としては､非

正規職勤労者は支給要件を満たさないこととか､あるいは､事業場全体ないし

特定の団体で非正規職勤労者を区別排除することができるぐらいの特別な理由

があることなどである｡また､勤労提供と直接的に対価関係がある給付の範囲

は､賃金体系､すなわち､勤労提供と関連するいくつかの要素の中からいかな

る要素を賃金決定に反映するという判断かと密接な関連性を有する｡いかなる

賃金制度を適用するかは完全に使用者の経営上の決定に属するため､差別の審

査対象にはならないが､これにより賃金などに不利な結果がもたらされた場合､

その部分に限り審査対象にはなると考えられる｡一般的に貸金と関連する合理

的な理由として､職務･能力･機能･技術･資格･経歴･学歴･勤続年数･責
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任･業績･実績などがある｡合理的な理由の審査は､これらの要素すべてを考

慮して社会ないし市場賃金を基準にして相当性があるか否かを判断するのでは

なく､これらの要素から賃金及び勤労条件を決定する要素を抽出し､これによ

り差異が発生することが合理的か否かを判断するものであり､貸金及び勤労条

件を決定する要素とは全く無関係な要素で､非正規職勤労者に対して不利な処

遇が発生したと判断された場合に､合理的な理由が認められないことになる｡

第2項　合理的な理由の立証範囲

合理的な理由の立証は､不利な処遇が発生した対象と範囲内で行われる｡す

なわち､不利な処遇の有無を判断するに当たり､詳細項目別に比較した場合に

は､不利が存在する当該給付での合理的な理由を立証し､範囲化して比較した

場合には､範囲化した領域での合理的な理由を立証する｡総額又は包括的な比

較をした場合にも同様である｡

例えば､ 【事件2-12】乙路運輸通常時給など差別事件の地労委は､不利な処

遇の有無で､勤労者が主張する賃金その他の勤労条件(基本給､賞与金､勤続手

当､無事故手当)を個別的に判断して不利があることを確定した後､合理的な理

由があるかどうかについては､これらを個別に判断するのではなく､賃金の項

目を問わずすべての責任･労働強度･採用方式などを理由に差別ではないと判

定したが､中労委は､各貸金の項目別に合理的な理由を判断して､基本給につ

いては､労働強度及び労働の質的差異などを理由に合理的な理由があり､賞与

金､勤続手当､無事故手当は､それぞれ合理的な理由がないとして初審の判断

を取消して是正命令を下した｡行政法院と高等法院は､再審判定の賞与金と無

事故手当については､合理的な理由があるとして再審決定を取消す判決をした｡

不利な処遇の有無を詳細項目別に比較した場合には､合理的な理由の立証及び

判断は､勤労者が主張する賃金及び勤労条件でそれぞれ給付別に行われるもの

としている303｡

:iO:iljlt吾司･重合千･ 7oT̂ J 司( 朴 ジ ョ ン フ イ･ 全 ユ ン グ･妻センフイ) ･前掲注(66)104頁～106頁.
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第3項　合理的な理由として団体協約上の規定及び適用関係

団体協約上の規定及び適用関係を合理的な理由として掲げる場合いかに評価

されるかについて､二つの場面に分けて検討する301｡第一に､同一の団体協約

の適用を受けている正規職勤労者と非正規職勤労者に､ 初から差別的な内容

が規定されている場合である(正規職勤労者と非正規職勤労者の規定が異なる

場合と､非正規職勤労者に対する適用を排除する場合)305｡団体協約の内容は法

令に違反してはならないため306､これが就業規則とは異なり労使合意により締

結されるという事実のみでは不利な処遇の合理的な理由にはならない｡ただし､

団体協約の内容が非正規職勤労者に結果的に不利であっても､それが適法な事

業経営上の必要なものであり､これを達成するために必要な様々な手段の中で､

労使合意を通じて も緩和された方法で選択されたという事情が認定されるな

ど､不利な処遇を正当化する別途の事情がある場合に初めて､これを合理的な

理由として認めることができるのである307｡

第二に､団体協約の適用の有無あるいは他の団体協約を適用されることによ

る不利な処遇である｡ 【事件2-19】ソウル特別市貸金など差別事件の判断をみ

ると､具体的な他の事情を考慮せず､正規職労働組合が締結した団体協約は一

般的には非正規職勤労者には及ばないので､これにより団体協約が適用されな

かったことによる不利な処遇について､合理的な理由があると認めている308｡

=wl中書司･包含千･ 7C,T型司(朴ジョンフイ･全ユング･妻センフイ) ･前掲注(66)123頁.

=305労働組合が正規職と非正規職を区別せずに組合員になれる場合に限るo　労働組合法第9条でも

｢労働組合の組合員は､いかなる場合でも､人種､宗教､性別､年齢､身体的条件､雇用形

態､政党や身分によって差別待遇を受けない｣と規定している｡そして､特定雇用形態のみで

組織された労働組合の団体条約は､当初から他の雇用形態の勤労者には適用されるものでは
なく､協約当事者も､これらについて団体協約を締結する権限がない｡

:ì'G労働組合法第31条第3項によると､行政官庁は､団体協約の中で違法な内容がある場合には､

労働委員会の議決を得て､その是正を命ずることができる｡
:ilJ7聖書司･7crJtj印･包含千･7otJd司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妾ソンフイ) ･前掲注(87)140

頁 ～141 頁｡
‥うOH 【事件2-19】の判断について､原則的には正当であるとしながら､比較対象勤労者と同種の業

務に従事するにもかかわらず､基本給に差異が生じた場合まで合理的な理由がある判断しなけ

ればならない｡したがって､少なくとも､基本給に関しては､非正規職勤労者が正規職勤労者

と一緒に当該事業または事業場で同種又は類似の業務に従事しているにもかかわらず勤労条

件等の差別が発生した場合には､組合員資格の有無に関係なく､合理的な理由がないと判断す
べきである(王J甘音｢t】1増子召　せ重唱91昔Rll召斗7nĴJせouI-｣せ召せ711g]L干20肇ill l互,

車号ヒ小吏711卑司(2010 I-i)128苧～129号(越河均｢非正規職関連法の問題点と改善方案｣産業

関係研究第20巻第1号､韓国労使関係学会(2010年)218頁～129頁)｡
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一方､雇用労働部の業務マニュアル309が､非正規職勤労者が組合員ではない

結果､団体協約の適用の有無によって生じた不利な処遇は合理的な理由として

認められるとするのは､団体協約の適用に関する法理を形式的にあてはめたも

のに過ぎない｡この論理は､非正規職勤労者の場合､正規職勤労者の労働組合

に加入することを認められない､あるいは認められたとしても不安定な雇用で

実際に加入を期待することができない非正規労働者が存在する実態をふまえれ

ば､差別是正をしないことを実質的に意味するものといえよう310｡

また､ ｢非正規職勤労者に組合加入資格があるにもかかわらず､自発的に労働

組合に加入しないことにより不利な処遇が発生した場合｣には､非正規職勤労

者を排除する意図がみられないため､団体協約に基づく処遇の区別を認める311｡

以上の前提によれば､農協高齢畜産物事件312において､正規職勤労者-の福

祉年金又は自己開発費ニ"3を､団体協約の適用範囲である組合員のみに支給し､

非組合員である期間制勤労者に支給しなかったことには､合理的な理由がある

とみることができる｡但し､比較対象者が正規職労働組合の組織対象(組合員範

囲)であるにもかかわらず､実際は加入していない場合は別である｡組合員でな

い比較対象者に､正規職労働組合の団体協約が適用されていたとすれば､それ

は労使自治の問題ではなく､期間制勤労者に対して団体協約を適用しなかった

合理的な理由にならない｡

309ヱ%土寺子(雇用労働部) ･前掲注(235)78頁o

･r"o三Oj望｢えト望人lフ師ll呈511子且　増召斗qlol｣ t]l確守司　斗望人月jRll主9]増召斗　瑚ol　主喜司

スt孟召(2007 I-a)23　号(趨淋永｢差別是正制度の主要争点と代案｣非正規職差別是正制度の

争点と代案討論会資料集(2007年)23頁)｡
‥i‖三%中(趨龍晩) ･前掲注(225)132頁～133頁｡

:i 】2 慶 北 地 労 委2007. 10. 10 慶 北2007 差 別1,2,4,8, ll, 13, 14, 16, 17, 19 併 合｡

=自己開発費とは､体力鍛錬費､図書購入費､語学及び業務と関連する塾の授業料などがある｡

自己開発費を支援する目的は､職員らが自己管理(経営)を通じて暮らしの質を向上させ個人の
ストレス管理のための自己開発支援規定であり､究極的には会社の発展に寄与する職員らの健

康な生活を助け､職員らの業務能力向上のためである｡
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第4章　非正規職保護法における差別是正の手続

非正規職保護法は､非正規職勤労者に対する差別を単純に禁止することだけ

ではなく､差別を是正するための行政手続(準私法手続)を用意している314｡こ

のように､勤労者が直接法院に差別是正を求める訴訟ではなく､行政手続とし

たのは､訴訟手続に比して315､低廉･迅速に権利を救済できるようにするため

である316｡すなわち､非正規職保護法では､非正規職であることを理由に差別

を受けた非正規職勤労者は､労働委員会にその是正を申請し､適切な救済を受

けることができるようにしている｡もちろん､現行法上､非正規職に対する差

別が存在する場合､非正規職保護法が定めている差別是正制度の他に一般の私

法手続による救済や国家人権委員会による救済など他の法律で定められている

制度を利用することもできる｡この場合､同一の事件が重複的に複数の機関に

救済申請された場合には､労働委員会の差別是正委員会がこの間題の も専門

性を持っている機関であるので317､優先的な地位をもつとする学説がある318｡

…差別的処遇を受けた非正規職勤労者は､労働委員会を通じた差別是正( 【図2-1】参照)と､勤

労監督官を通じた差別是正( 【図2-2】を参照)がある｡
=民事訴訟の際に､非正規職勤労者個人が使用者と実質的に対等な地位で戦うことは不可能で

ある｡非正規職勤労者の地位が劣悪なだけでなく､勤労関係訴訟に関する知識と経験でも差

異があり､さらに非正規職勤労者は弁護士費用やその他訴訟に必要な費用を自らの生活費か
ら支払わなければならない負担もある(召jil音･司cg召･音領J当･召手玉『1jlRc,j青司　斗望oll

tnせ召t=LT当　事司干瑚翌オiil王037T音JAoj　実♀%JAjoll亜車9]L干』 (ヒ青草,2007 td)4苧(金

チジュン『非正規職差別に対する集団的な権利救済手続の導入可能性及び流用性に関する研
究』 (労働部､ 2007年)4頁)｡

t川一斗有司『ヨ呈71音増(7n増子旦19せ)』 ((千)音甘召Rll,2008七旦)939号(河甲来『勤労基準法

(改訂増補19版)』 ((秩)中央経済､ 2008年)939頁)｡
Ir‖7労働問題について専門性知識がある労働委員会に差別是正委員会を別途に設置し､差別是正の

判断･命令をさせるようにした(労働部『非正規職法の理解』 (2007年)45　頁(土寺子

『t]l増子雪男仝l ol胡』 (2007Ll)45苧) :召司書･司増車･♀望月･召手玉(金チジュン外

3) ･前掲注(315)4頁)｡労働委員会の差別是正委員会は､全国に12個の地方労働委員会が設置

されている上に､是正命令において専門性とアクセスといった実効性の面において有利な構造

と状況にある｡また､労使問題について専門性のある委員と不当解雇救済判定から蓄積された

経験をもとに､労使関係の特性を反映した結論を期待することができる｡このような差別是正
委員会は､非正規職保護法施行により非正規職勤労者をめぐる紛争を解決するために､組織を

整備した｡例えば､差別是正を要求する事例が大幅に増えることに備えて､差別是正公益委員
173名を新規委嘱したり､全国を5つの地域に分け､尋問会議及び判定会議進行方法と手続を

説明するなど､調査官に非正規職保護法の教育を実施した

( < http : //dawooriJob. co. kr/news/view. php?db_name=news&seq=86> 参 照) 0

=HHしかし､李挺｢韓国における労働紛争処理システムの現状と課題｣日本労働法学会誌116号(2010
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労働委員会:-19は､まずその事件を担当する差別是正委員会(差別是正公益委員

3人)を構成した後､その申請が法的要件を充足しているか否か(申請者･被申

請者の資格､申請期間､事由明示など)を審査する(申請適格の審査)｡

次に､差別是正委員会は､申請資格が備わっていると認めれば､関係当事者

の申請又は職権によって事件を調停方式(調停･仲裁)で解決するか(ただし､

仲裁による解決は､両当事者の合意による申請があった場合に限る)､審判方

式(調査･審問)で解決するかを決定する｡審判方式で解決しようとする場合に

は､差別是正委員会が担当することになるが､調停方式による解決を決定した

場合には､調停担当機関(差別是正委員会又はその他の調停担当機関)に事件を

移送するが､もし調停担当機関による解決が失敗した場合(ただし､仲裁によ

る解決は除く320)には､当該事件は本来の差別是正委員会に再送される｡

そして､審判方式による解決が決定された場合及び調停方式が失敗し再送さ

れた場合に､差別是正委員会は､非正規職保護法に基づいて事件を本案審査す

る(比較対象者の存否及び差別的処遇の存否などに関して)｡

以下において､差別是正申請などの手続についてみることになるが､その際､

派遣法では､期間制雇用法を準用することになっているのでその条文の引用に

ついては期間制雇用法の条文を掲げることにするようにする321｡

年)3頁以下で､差別是正委員会の判断とその他の機関による判断が異なる場合､どの機関の判

断に従うかという問題について指摘している｡
3柑韓国では､日本と同様に､労働紛争を専属管轄する特別裁判所は存在せず､解雇を含む労使紛

争は､一般民事事件とともに裁判手続を通じて処理される｡裁判手続きは､日本と同じく｢三

審制｣となっている｡しかし､中労委の決定や判定に対する取消を求める行政訴訟を提起する

場合は､日本と異なり､行政裁判所が第一審となる｡したがって､労働委員会における紛争処

理手続きは､地労委一中労委一行政裁判所一高等法院一大法院といった｢五審制｣となる｡李

挺｢韓国における労働紛争処理システムの現状と課題｣日本労働法学会誌116号(2010年)3頁

以下参照｡
:320仲裁の場合は､入口の段階で関係当事者は労働委員会の仲裁決定に従うことに合意して仲裁

が行われるので､必ず従わなければならないものである｡しかし､差別是正手続に基ついて

なされた仲裁決定について､当事者が不服申立をすることができるかできないか､又は不服

申立をする場合どのような手続をとるかについて､期間制雇用法では明示されたものはない
が､全く不服申立することができないわけでもないという学説もある(tjlT-キヨ｢t中日予習増9]

胡雪ヰ斗*11｣ (土音増望干Rll 22互,20071-a)60号(朴スグン｢非正規職法の解釈と課題｣ (労働

法 研 究 第22 号､ 2007 年)60 頁)0
:i2T.派遣法第21条第3項で､ ｢是正申請その他の是正手続等に関しては､ ｢期間制雇用法弟9条

ないし第15条及び第16条(同法1号及び第4号を除く)｣の規定を準用する｣と規定されてい

る｡
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第1節　差別是正申請

使用者から差別的処遇を受けた期間制･短時間･派遣勤労者は､差別的処遇

があった日から6ケ月以内に労働委員会に差別是正を申請することができる｡

継続的な差別的処遇については､その終了の日から6ケ月以内に申請すること

ができる(期間制雇用法第9条第1項322)｡差別是正申請が行われた場合､まず､

労働委員会は､差別是正委員会を構成して申請資格審査をした後､申請に問題

がない場合には､調停手続や審判手続を開始する｡このような申請適格審査の

段階では実質審査をしてはならず､形式審査だけで申請資格の有無を決定した

後､審問に入った後の 初の段階で相手の主張又は職権に基づいて実質審査を

通じて申請権者の適格性の有無を判断しなければならない323｡

【事件2-10】洪恩痴呆老人福祉院賃金差別事件では､ ｢懲戒解雇の通知書を

2008年3月15日に受領したため､本件の差別的処遇の是正申請期間の起算日

は､同通知書を受領した日とすべきであり､本件において申請期間は経過して

いなかった｣との勤労者の主張に対して､中労委は､ ｢本件の勤労者が､福祉院

内の入所者の傷害事故に関する始末書を提出するように求めた本件の使用者の

要求に応じず､ 2008年1月11日以降､出勤しなかったこと､同月12日､自分

が解雇されたことを知っていたと認めたこと､本件の勤労者が提起した不当解

雇の救済再審申請について､当委員会では､申請期間を過ぎたことを理由に却

下の判定したことなどを考慮すると､本件の勤労者と本件の使用者間の勤労関

係は事実上､ 終勤務日である2008年1月11日に終了したとみられるので､

本件の勤労者の主張のように､たとえ差別的処遇があったとしても､本件の差

別的処遇の終了日は2008年1月11日と解される｡したがって､これから申請

期間が過ぎた2008年6月12日に提起した本件の勤労者の差別的処遇に対する

是正申請は､申請期間(2012年2月1日改正の前だったので､ ｢3ケ月が経過し

た場合｣に該当する)を過ぎたので､明らかに不適法である｣とした｡

:う222012年2月1日改正以前は､ ｢3ケ月が経過した場合｣であったが､改正により｢6ケ月が経過し

た場合｣となった｡
:i2:5聖書司･杏Aj印･包含千･7ĴJ司(朴ジョンフイ･妾成泰･全ユング･妻ソンフイ) ･前掲注(87)251

頁以下｡
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期間制雇用法第9条第1項は､救済申請の除斥期間を規定しているが､差別

是正の対象期間については明示的に規定していないので､期間制雇用法第9条

第1項の期間が是正命令の対象期間を意味するのかが問題になる｡これについ

て中労委は､ 【事件2-12】乙路運輸通常時給など差別事件で､ ｢期間制雇用法第

9条第1項において､差別的処遇の是正申請期間を差別的処遇を受けた日から

申請期間以内と規定しているところ､これは単に請求権を有効に行使すること

ができる除斥期間を定めたものに過ぎず､差別是正の対象期間を定めたもので

はない｡もし申請期間以前についてのみ差別是正命令をすると､申請以降にも

継続する同一の差別的処遇について申請期間ごとに是正申請を通じて権利を救

済する必要が生じるなどの問題があるため､差別是正の対象期間は､差別是正

の申請目前及び申請期間に発生した差別的処遇のみならず､判定日まで続く差

別的処遇については､判定日までを是正対象期間としてみなければならない｣

と判定した｡すなわち､期間制雇用法第9条第1項の期間は除斥期間に過ぎず､

差別是正の対象期間とは異なるという立場をとっており､これは制度の実効性

の側面から妥当であると考えられる｡

第2節　調停･仲裁

非正規職勤労者に対する差別的処遇の存否を判定することは容易ではない場

合も多く､この場合､法的判断を経ない方が合理的な場合もある｡例えば､比

較対象者と比べて特定業務に従事する非正規職勤労者の賃金がある程度の水準

である場合､差別的処遇に該当するか否かを判断することは容易ではなく､さ

らに､差別であると判定されたとしても差別を是正する際に､どの水準に調整

すれば適切であるかを法的に判断することは難しい｡この場合､調停又は仲裁

手続を通じて解決することが､紛争の解決に必要な時間･費用の負担や紛争に

伴う葛藤の減少､履行促進といった側面から､より効果的であることがある324｡

-i2i土寺子(労働部) ･前掲注(211)50頁以下C
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第1款　調停

労働委員会は､審問過程で､関係当事者の双方又は一方の申請又は職権によ

り調停手続を開始することができる｡調停申請は､労働委員会の承諾がある場

合を除いては､是正申請をした日から14日以内にしなければならない｡また､

労働委員会は､調停に際して関係当事者の意見を十分に聞き､調停手続を開始

した日から60　日以内に調停案を提示しなければならない(期間制雇用法第11

条)｡関係当事者の双方が労働委員会で提示した調停案を受諾して調停が成立し

た場合､調停調書は､民事訴訟法の規定に基づく裁判上の和解と同一の効力325を

持つことになる(期間制雇用法第11条)｡また､これらの調停手続の進行中に関

係当事者の双方又は一方が調停手続の中止を要求したり､事実上調停手続を継

続する意思がないことが明らかな場合には､調停を中止することができ､調停

が中止されたり調停が成立しなかったときは､遅滞なく調査･審問手続を再開

しなければならない(労働委員会規則第119条)｡

調停は､原則として当事者の調停意思の合致を原則として進行されるのが妥

当である｡当事者が調停する意思がなければ調停は成立しない｡それにもかか

わらず､継続的に調停を要求した農協高齢畜産物共販場事件326がある｡本事件

では､事件発生後14日が過ぎたにもかかわらず､申請権者が調停手続進行を積

極的に勧誘され､結局､労使合意で調停手続を開始することになった｡調停が

開始されると､地労委は､調停予備会議､事前調停会議､本補正会議などその

名称も不明な調停を数回行い､差別判断を遅延させて調停を実現するよう圧力

をかけた｡一方､イ-ランドリテール事件327の場合は､団体交渉事項であった

差別是正問題を､申請権者らは､調停を通じて交渉しようとして申請したが､

却下された｡農協高齢畜産物共販場事件のように継続的に調停を要求する取扱

いは､労働委員会が差別判断の基準を設けて､積極的に差別可否を判断しよう

とすることよりも､この負担を避けて判定なし合意取下することを第一の目的

:う25裁判上の和解は､確定判決と同一の効果を持っ(民事訴訟法第220条)｡そのため､以後､その

内容と抵触する訴訟を行うことはできないし(既判力)､管轄法院から執行文を付与されること

により､不動産の差し押えや動産引渡などの強制執行が可能(執行力)である(五首雪

『t]l増子司旦主唱9]胡曇斗オ望人1召曇羊』 (望ヰ小菅,2007 td)234号(高ガプソク『非正規職

保護法の解説と差別是正実務』 (仕事と人､ 2007年)234頁)｡
' う26 慶 北 地 労 委2007. 10. 10 慶 北2007 差 別1,2,4,8, ll,13,14, 16, 17, 19 併 合｡

こi27 ソ ウ ル 地 労 委2008.3. 12 ソ ウ ル2008 差 別1｡
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としているように見える｡

調停会議は､使用者による差別の有無や不利益の程度に対する事実等､法的

判断と関連する客観的な情報が提供され､これらを前提に､当事者らの調停が

支援されることが重要である｡しかし､調停会議は､差別審判を担当する公益

委員と当事者のみが出席する三審制を採用し､当事者らの主張及び事実におけ

る争点を確認する力を持つ勤労者委員と使用者委員の出席を排除され､調停過

程には何の情報も提供されない｡なので､ただ非正規職勤労者個人に､希望す

る適切な補償水準を答えることに(すなわち､どの程度もらえば満足であるの

か)止まる｡

調停会議-の勤労者委員と使用者委員の出席を排除する明示の文言はないが､

労働委員会は､ ｢労働委員会法上の差別是正調停会議で､勤労者委員が使用者委

員の意見を求めることを明示していないため､労働委員会の裁量で､勤労者委

員と使用者委員の出席を排除することができる｣ものとしている｡しかし､労

働組合法上の争議調停会議では､勤労者委員と使用者委員の参加が認められて

いる328｡

第2款　仲裁

関係当事者が事前に労働委員会の仲裁決定に従うことに合意して仲裁を申請

した場合には､仲裁をすることができる｡仲裁の申請は､労働委員会の承諾が

ある場合を除いては､是正申請をした日から14日以内にしなければならない｡

また､労働委員会は､特別な事由がない限り､仲裁申請を受けたときから　60

日以内に仲裁決定をしなければならない｡このような仲裁判断は､民事訴訟法

の規定に基づき裁判上の和解と同一の効力を持つ(期間制雇用法第10条)0

しかし､仲裁手続の利用は極めて低調である｡例えば､ 2009年までは一件も

う2日この点については､事件当事者の利益を代弁する勤労者委員及び使用者委員を含む五審制や陪

審員制に変更することを検討されている(1jlt音更｢tjlRj奇習　オ望人telloll月　叫申せ

斗望人月jZll主9l xB召里子｣司望ヰjL%Jqtjl土9]L干Rll 6望ql l互(2011 i-i)57号(朴ドンヒョン

｢非正規職差別事例から現れた差別是正制度の争点研究｣職業と雇用サービス研究第6巻第1

号(2011 年)57 頁)0
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なく､ 2010年に全南地労委で1件仲裁手続が行われただけである｡全南地労委

の同仲裁手続は､期間制勤労者である中型バス運転手3名が無期契約勤労者で

ある大型バス運転手と比較して貸金及びその他の勤労条件等について差別的処

遇を受けたと主張し､ 2009年11月23日に差別的処遇是正を申請したものであ

る｡ 2010年2月9日に開催された全南地労委の差別是正会議で､本件の勤労者

ら及び使用者が合意して仲裁を申請したのに対して､同月10日､これを承認し

て仲裁手続が進められ､全南地労委は､勤続手当に対する差別的処遇のみを認

める仲裁決定をした｡

第3節　調査･審問及び使用者の立証責任

労働委員会は､差別是正申請を受けたときは､遅滞なく必要な調査と関係当

事者に対する審問をしなければならない｡労働委員会は､審問過程で､関係当

事者の申請により､又はその職権で証人を出席させて必要な事項を質問するこ

とができる｡この過程で､関係当事者に証拠の提出と証人に対する反対審問を

することができる十分な機会を与えなければならない(期間制雇用法第10条)｡

これらの調査･審問過程で､立証責任の問題が発生する｡主張責任と立証責

任の分配は､一致するのが原則であり､法律要件分類説に従うということが判

例と通説の見解である｡法律要件分類説は､各当事者は自分に有利な法律の要

件事実の存否について立証責任を負う､という分配ルールを採用するものであ

る｡したがって､権利根拠規定の要件事実(請求原因事実)は原告が､権利障害

及び阻止規定の要件事実は被告が､それぞれ主張･証明しなければならない329｡

すなわち､不利な処遇の存在については勤労者が､合理的な理由の存在っいて

は使用者が､それぞれ主張責任及び立証責任を負担することになる｡しかし､

期間制雇用法第9条第2項は､差別是正申請をするときに､差別的処遇の内容

‥-2uol人l喜『̂JT｡̂T土合増Rll 5せ』 (tj-.t望人工2010 ll)477号(李シュン『新民事訴訟法第5版』

( 博 英 社､ 2010 年)477 頁)｡
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を具体的に明示するように規定し､法律要件分類説のように差別的処遇を構成

する要件事実の主張責任を申請権者に負担させているが､差別是正と関連する

紛争における立証責任は使用者が負担すると規定し､その立証責任を使用者が

負担するようにしている｡したがって､使用者は､勤労者が明示した比較対象

者の不適格性､不利な処遇の不存在､不利な処遇に対する合理的な理由の存在

などを証明しなければならず､このような使用者の立証責任は是正申請の段階

での勤労者の明示義務とは異なり客観的かつ具体的な証拠提示をすることを必

要とする330｡

調査･審問段階で､労働委員会は､申請権者が差別是正申請の段階で暫定的

に提示した比較対象を職権で変更することができるのか､すなわち､使用者の

立証を通じ比較対象者の適格性が否定されたとき､労働委員会は､職権で期間

制勤労者が暫定的に提示したその比較対象者を変更することができるかという

問題がある｡差別判断の手続上､申請権者は､是正申請段階で暫定的な比較対

象者を明示し､その比較対象者と比べて賃金その他の勤労条件等で不利な処遇

を受けていると主張するものとされる｡これに対して､使用者は､比較対象者

が適切ではないという抗弁と､これに対する具体的な証拠を優先的に提示しな

ければならない｡比較対象者の適格性又は存在の有無は､不利な処遇に対する

合理的な理由の判断において第一に解決する必要がある問題であり､差別的処

遇が一応推定されるとしても差別禁止立法の論理的構造上､合理的な理由の判

断を行わないことが可能であるため､これらの問題は重要な議論になる｡この

点について､もし､使用者の立証によって比較対象者性が否定､あるいは適格

性に問題があるとされた場合にも､労働委員会の調査･審問の段階で申請権者

に補正を求めることができ､さらに､労働委員会の職権で比較対象者を変更し､

調査･審問することができると解することが非正規職保護法の立法趣旨に鑑み

て妥当であろう33-｡ところが､労働委員会規則第89条及び同法第114条は､当

事者の再審申請は､初審で申請した範囲を超えてはならず､中央労働委員会の

再審審理と判定は当事者が再審申請した不服の範囲内でなければならないと規

定している｡これにより､申請権者が初審で主張しなかった比較対象者を再審

で追加することは許されるか否かが問題になりうる｡例えば､ 【事件2-4】慶北

3ニì)召寺号(金ドンウク) ･前掲注(255)61頁以下｡

‥iこil王望cg ･召召司･ tj-lt子cg ･王祁司･司Qj手(趨淋永外4) ･前掲注(258)70頁｡
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大学校非常勤講師事件と【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件で､申請権者

である非常勤講師らが初審で専任講師を比較対象者として選定したが､慶北地

労委は､非常勤講師と専任講師は業務が異なるため､専任講師は非常勤講師の

比較対象者にはならないという理由で棄却判定をした｡その後､申請権者らは､

初審では主張しなかった講義招聴教授( 【事件2-4】 )と､講義専担教授( 【事件

2-5】 )などを比較対象者として追加した｡これに対して､中労委は､再審段階

での比較対象者の追加を許可した｡しかし､申請権者が主張せず､労働委員会

が職権で比較対象者を変更して調査審問した例はまだ見当たらない｡

第4節　是正命令と確定

第1款　判定及び終了

労働委員会は､ ｢期間制雇用法第10条の規定による調査･審問を終了し､差

別的処遇に該当すると判定したときは､使用者に是正命令を発しなければなら

ない｡そして､差別的処遇に該当しないと判定したときは､その是正申請を棄

却する決定をしなければならない｣ (期間制雇用法第12条第1項)｡是正命令又

は棄却決定は書面でするものとし､その理由を具体的に明示して､関係当事者に

各々交付しなければならない｡特に､ ｢是正命令を発するときには､是正命令の内

容及び履行期間などを具体的に記載しなければならない｣ (同条2項) ｡

調停･仲裁又は是正命令の内容について､ ｢差別的行為の中止､賃金等労働条

件の改善(就業規則､団体協約等の制度改善命令を含む)又は適切な補償等が含

まれる｣と規定している(期間制雇用法第13条第1項)｡同条第1項による賠償額

は､差別的処遇によって期間制勤労者又は短時間労働者に発生した損害額を基

準とする｡但し､労働委員会は､使用者の差別的処遇に明白な故意が詑められ

るか､差別的処遇が反復される場合には､損害額を基準に3倍を超えない範囲で
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賠償を命じることができる(同条第2項)｡同項の規定により､差別的処遇を発生

させる内容が含まれている団体協約又は就業規則などを､事前に雇用労働部は

是正勧告することができる｡しかし､同項でいう是正命令の内容に就業規則､

団体協約について是正命令が可能になったのは 近である(旧期間制雇用法第

13条第1項は､ ｢賃金など勤労条件の改善及び適切な金銭補償などを含めること

ができる｣規定されていた)｡

差別是正命令は､不当解雇の救済命令とは異なり､原状回復的な機能のみに

焦点を当てたものではなく332､労働委員会は差別是正に適合すると判断される

適切な措置を裁量的に決定することができる333｡このような､労働委員会の是

正命令の裁量がどの程度まで許容されるのかが問題になる｡

まず､是正命令の内容が何なのかを確認しておく必要がある｡この点につい

ては､賃金等勤労条件の改善が何を意味するのか､金銭的価値で測定すること

が難しい勤労条件などの差別的処遇についても補償命令が可能なのか､さらに

は､金銭補償の法的性格をどのようにみるのかなどについて議論がある334｡

そして､非正規職勤労者に対する差別が､団体協約又は就業規則の規定に基

づいて生じることがある｡この場合､労働委員会は､問題になった団体協約又

は就業規則の規定について直接的な無効判定を下したり､その規定を変更する

是正命令を下すことができるのか､という問題である335｡まず､就業規則､団

体協約等の変更を命ずることができるという見解336がある｡例えば､ ｢個別かつ

具体的に提起された差別行為についてのみ是正又は中止を命じ､その原因とな

った団体協約又は就業規則について何らの措置が行われない場合は､今後も類

似の差別的処遇が行われる蓋然性があるので､原因提供行為である団体協約又

は就業規則に対する是正命令も含まれるものであると考えるべきである｡さら

に､差別的処遇を禁止する期間制雇用法の規定を強行規定であると理解する以

上､これに違反する勤労契約､団体協約､就業規則は､その部分で無効になり､

したがって､無効となった部分は､比較対象者に適用される勤労条件が原則的

‥ミ:与2聖書司･重合千･ 70hJ司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)132頁｡

'う=与̀3j1%土書手(雇用労働部) ･前掲注(215)57頁｡

lml中書司･包含千･ 7cl̂ J司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)132頁｡

:ì う5聖書司･召喜子･ 杏̂j司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)132頁｡

3･'30号召号｢斗望人17｡jRll呈511翌斗せ9]昔jql召｣オ望人l瑠zll王9l JAj豆JAa　卑旦吉男を召司主喜

司(2007 I-a)309　号(卓ギョングク｢差別是正制度の手続き上の問題点｣差別是正制度の

実効性確保のための政策討論会資料(2007年)309頁)0
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に適用されるべきであるので､是正命令の内容にもその内容が反映されるべき

である｣とした｡一方､これを否定する見解として､労働委員会が持つ法的地

位､非正規職保護法の差別救済制度は､現れた結果に対する是正を目的とする

だけで､その根拠となるものの是正までを目的とすることは混乱が生じるとい

う見解がある337｡そして､労働委員会は､行政委員会の地位にすぎない｡すな

わち､私法的な効力存否に関する拘束力がある判定を行なう権限がないので､

団体協約又は就業規則そのものについて直接的な命令を下すことはできないと

いう見解がある33R｡

是正命令の対象と関連して､ 【事件2-2】韓国鉄道公社成果賞与金差別事件で､

就業規則の変更を命ずることができるかどうかが争点になったことがある｡こ

の事件で京畿地労委は､旧期間制雇用法第13条の差別的行為の中止､賃金など

勤労条件の改善規定に基づいて差別是正を申請していない勤労者にも､将来に

向けて制度改善339の効果が及ぶように是正命令をすることができるとして報酬

規定などの内部規定の改正を命じた｡しかし､中労委は､ ｢就業規則とは､事業

場での勤労者の服務規律と勤労条件に関する準則を定めた一定の法規範(大法

院2007ヅ11566)であり､ ｢差別的処遇｣が存在するためには､実際に具体的な

処分が必要であるが､就業規則が存在するだけの段階では､差別的処遇が一応

予想されるだけで､実際に差別的処遇が存在するとみることはできない｡さら

に､期間制雇用法に基づく差別是正制度は､個別的かつ具体的な勤労関係で発

生した差別的処遇を是正するものであるので､一般的な拘束力を持った就業規

則等の規範改正を命令して申請権者以外の第3者まで効力を及ぼすことは適切

ではなく､さらに､当事者が請求していない範囲まで是正命令の内容に含まれ

ることは妥当ではない｣として内部規定の改善を命じた初審地労委の決定部分

三号37tjlT一書司(朴ジョンフイ) ･前掲注(284)90頁｡

:ち:iH合唱喜(声ポプリョル) ･前掲注(217)194頁｡

:i:‡9過去の給料に対する差額の支払いを求めることに加えて､将来に予想される差別についての救

済を申請し､勤労契約の終了まで毎月給目〇〇円を支給しなさい､という命令を得ることがで

きるか否かについて､差別是正申請の除斥期間を置いている期間制雇用法第9条第1項の解釈

によれば､将来の差別的処遇は是正の対象ではないとした｡すなわち､同法が除斥期間を置い

ている趣旨は､既に発生した差別的処遇を迅速に処理することにあり､将来の差別的処遇につ
いては是正を命ずることができないという見解である(音増喜(声ポプリョル) ･前掲注

(217)196頁)｡しかし､期間制雇用法第1条によると､ ｢-･勤労者に対する不合理な差別を是正
-｣と定めるのみで､将来の差別的処遇についての是正を排除していない(卑キヨ

｢1]1召育司増511胡月斗4711｣土号増9]L干Rll 22互(2007七旦)52号Ol可(朴秀根｢非正規職法の

解釈と課題｣労働法研究第22号(2007年)52頁以下)｡
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を取り消した｡しかし､改正期間制雇用法第13条には､是正命令の内容として｢差

別的行為の中止､賃金等労働条件の改善(就業規則､団体協約等の制度改善命令

を含む)又は適切な金銭補償等が含まれる｣と規定されるようになったので､今

後は､労働委員会は､差別是正に適していると判断される場合､就業規則､団体

協約等の制度改善命令まで裁量的に決定することができるようになる｡

後に､差別是正申請をした非正規職勤労者と同一の状況に置かれているが

是正申請をしていない期間制勤労者に対しても差別是正命令が可能であるか否

かという問題である｡是正命令及び調停･仲裁の効果について､雇用労働部は､

是正申請の関係当事者である申請権者と被申請者のみを拘束されたが､期間制

雇用法第15条の3(2014年3月18日改正)により､雇用労働部は､確定された是正

命令を履行する義務がある使用者の事業又は事業場に､当該是正命令の効力が

及ぼす勤労者以外の非正規職勤労者について差別的処遇があるか否かを調査し､

差別的処遇がある場合には､その是正を要求することができる｡すなわち､賃

金その他の勤労条件について差別が行われることは､一般的に､勤労者の個別

的な問題である同時に､当該事業場の非正規職勤労者全体に該当する問題であ

るので､個別に差別是正申請せずに､事前に差別を予防する制度である｡それ

で､差別是正申請をした当事者以外の非正規職勤労者らにも､同じ差別を受け

ている者に差別是正命令の効力が及ぶようになる(差別申請をしなかった勤労

者が､改めて同じ理由で差別是正申請をすることは､差別是正委員会の手間と

費用から考えても不必要な反復的行為であるといえる)｡

第2款　是正命令に対する不服及び確定

｢地方労働委員会の是正命令又は棄却決定に対して不服がある関係当事者は､

その命令書又は棄却決定書の送達を受けた日から10日以内に中央労働委員会に

再審を申請することができる｣ 310 (期間制雇用法第14条1項)｡また､ ｢中央労働

二川'是正命令に不服申立する使用者も､再審申請及び行政訴訟の方法で争うことができる

(召AJ手｢オ望人IRjql三　尊%斗　91子卑　官%　音Xl音　羽重　唱喜　瑚%　甘専｣土号斗司

(2007 I-a)55号(金センシュ｢差別是正制度活用と外需化濫用禁止のための法律対応方向｣
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委員会の再審決定に対して不服がある関係当事者は､その再審決定の送達を受

けた日から15日以内に行政訴訟を提起することができる｣ (同条2項) ｡しかし､

所定の期間以内に再審の申請又は行政訴訟を提起しない時には､その是正命

令･棄却決定又は再審決定は確定する(同条3項) 3110

雇用労働部長官は､同法第14条(第15条の2第4項に基づき準用される場合を含

む)による確定された是正命令を履行する義務がある使用者の事業又は事業場

に､当該是正命令の効力が及ぼす勤労者以外の期間制勤労者又は短時間勤労者

について差別的処遇があるか否かを調査し､差別的処遇がある場合には､その

是正を要求することができるように是正命令の効力を拡大させた(同法第15条

の3第1項)0

労働委員会は､是正命令が確定するとその実効性の確保のために､雇用労働

部長官が｢確定した是正命令に対して使用者にその履行状況を提出することを

要求することができる｣ (同法第15条1項)｡これは｢確定した是正命令｣に対

するものなので､地労委の是正命令又は中労委の再審決定に対して関係当事者

が再審申請又は行政訴訟を提起した是正命令については適用されない｡すなわ

ち､確定していない是正命令については適用されないと解釈される312｡そして､

｢是正申請をした勤労者は､使用者が確定した是正命令を履行しない場合､こ

れを労働部長官に申告することができる｣ (同条2項)ように規定している｡

雇用労働部長官は､使用者が第8条を違反して差別的処遇を行った場合には､

その是正を要求することができる(同法第15条の2第1項)｡また､使用者が第1

項による是正要求に応じない場合には､差別的処遇の内容を具体的に明示して

労働委員会に通報しなければならない｡この場合､雇用労働部長官は､該当使

用者及び勤労者にその事実を通知しなければならない(同法第15条の2第2項)｡

そして､労働委員会は､同法第2項により雇用労働部長官の通報を受けた場合に

は､遅滞なく､差別的処遇があるかどうかを審理しなければならない｡この場

合､労働委員会は､当該使用者及び勤労者に意見を陳述する機会を附与しなけ

(労働社会(2007年)55頁)｡
:川却下決定についても同じであると解釈される｡ oj音量(林種律) ･前掲注(235)577頁.

:‖2舎司召『土号増せ91』 (喜若人T,2011 I-a)417等(ソン･チギョン『労働法講義』 (弘文社､

2011年)417頁)｡そして､ OJ音量(林種律) ･前掲往(235)578頁では､行政訴訟を提起して確定

された是正命令を履行しなかった場合この規定を適用することができるかについて､明文の規

定がないということで肯定しにくいとしている｡
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ればならない(同法第15条の2第3項)0

また､使用者が｢確定した是正命令を正当な理由なく履行しない｣ときには､

一人当たり1億ウォン以下の過怠料を課する罰則が設けられる(同法第24条1

項､派遣法第46条1項)｡しかし､使用者に課される罰則は､予防的な機能を

一定程度果たすものの､使用者が罰則を受けたとしても勤労者が使用者の差別

措置から受けた各種の被害まで回復されないという根本的な限界がある｡そし

て､是正命令は､確定しても執行力があるわけではないので(非正規職勤労者

に対する差別的処遇の禁止そのものに対する罰則ではなく､是正命令違反に対

する行政罰である)､これを根拠にして強制執行をすることができないという限

界がある｡そのため､使用者が任意に是正命令を履行しなかった場合､結局は

民事訴訟を提起しなければならない313｡そうすると事件は終結していないこと

になるので､是正命令の履行を強制することができなくなる｡この場合､訴訟

が継続することにより申請権者は､契約期間の満了で契約解除される可能性が

高くなり､不安定な雇用が継続し､訴訟費用に対する金銭的負担が増えること

になる｡さらに契約を解約された場合は､賃金以外の継続勤労を前提とする給

付を得ることは難しくなる｡実際､農協高齢畜産物共販場事件344で､地労委に

差別是正を申請する間に､申請権者らの中に労働契約が期間満了となる申請権

者が存在したが､その申請権者は契約更新が拒否された｡そして､差別是正命

令が下されても履行させる強制力が担保されてない状況で､再審の間に申請権

者らは順次に更新契約が拒否されたのである｡このことから差別是正命令の履

行を強制する何らかの方法が必要である｡例えば､差別是正供託金制度や差別

是正行強制金制度のような強制的な手段を運営することや345､勤労基準法上の

均等待遇原則(第6条違反)に違反した場合､ 500万ウォン以下の罰金(勤労基準

法第114条)に処することになっているが､これを差別的処遇の禁止を違反した

場合も､同じ量刑で処すること等の方法が考えられる｡

川召Jg手(金センシュ) ･前掲注(340)56頁｡

こ … 慶 北 地 労 委2007. 10. 10 慶 北2007 差 別1,2,4,8, ll,13, 14, 16, 17, 19 併 合｡

:i15tjll一号車(朴ドンヒョン) ･前掲注(328)57頁0
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【図2-1】労働委員会による差別是正手続の流れ及び解説316

-除斥封筒の遠退可雷

一比較対象者の確認

-不利な処遇の有無

一合理的･客鰻的な事由の存否

(調停勧告)

-鯛査報骨着及び当事者主張面李成

-会議日潔等速報

以内に
-当事者の甜停申請又は

登別農正妻義金の決定

により何輪

(受諾拒否時) (受諾時)

-董剖是正申iIから14日

以内に
-当事者の合意に

汚した壕脅

(不服時)､
(承服時)

一是正車塙の履行状況の浮出要求に不応

菜5柵万ウォン以下蒔過怠料
-是正尊者の不履行

※ i健ウォン以下の過憲料

(是正命令)

:i16j1%ヒ寺子(雇用労働部).前掲注(215)50頁0
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【図212】勤労監督官による差別是正手続の流れ及び解説347

317j1%土寺子(雇用労働部) ･前掲注(215)51頁.
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第5章　差別是正制度の実効性及び手続的な問題点と

の検討

第1節　差別是正制度の実効性

非正規職保護法上の差別是正制度が導入された当初は､正規職勤労者と非正

規職勤労者の間に存在する不合理な差別が解消されると期待されていた348｡し

かし､労働委員会が処理した差別是正申請事件の現状349をみると､ 2007年(145

件)から､ 2008年(1,948件)まで大幅に増加したが､ 2009年には(95件)､ 2010

年 に は(152 件)､2011 年 に は(88 件)､2012 年 に は(78 件)､2013 年 に は(99 件)350

と急減した｡しかし､非正規職勤労者の数はあまり減少しておらず､正規職勤

労者との貸金及び勤労条件の格差も解消される様子がないということを勘案す

ると､実際には､差別是正の需要が減ったとは考えにくい｡例えば､労働部は､

2008年､ ｢差別待遇を受けた場合､差別是正申請をする意思があるか否か｣に

ついて調査したことがある｡その資料をみると､勤労者の81.9%がその意思が

ないという結果が出た｡その理由として､差別是正の救済申請をした場合､今

後の勤労契約が更新されないなど雇用上の不利益が懸念されること(32.7%)､是

正命令を得たとしても､事業主がこれを履行しないだろうこと351(27.0%)や､時

間と費用が掛かること(8.9%)などが挙げられている352｡この結果のように､現

=棚王せ音(適期均) ･前掲注(308)125頁｡

3川受付現況の内容を具体的に見ると､申請が特定のいくつかの事業所で集中的に提起されていた

という点を確認することができる｡例えば､ 2007年7月1日から2008年12月31日まで全国

地方労働委員会の申請事件の2,042件の中で､韓国鉄道公社(1,259件)と韓国道路公社が(596

件)で全体の91%を占めている｡次に､浦項医療院(27件)､農協中央会高齢畜産物共販場(19

件)､韓国消費者保護院(17件)､済州市庁(15件)の順である｡君･̂3印(妾成泰) ･前掲注(249)174

頁と､毎日労働ニュース(2009年8月31日)を再構成｡
350 【表2-1】年度別差別是正処理内訳参照

ニi51毎日労働ニュース(2009年8月31日)によると､非正規職保護法の施行初年度1年間に､是正

命令が下されたにもかかわらず､一件も是正命令が履行されてないと発表している｡
:う52ソウル地方労働委員会の調査でも､労働部の調査と同じ結果となっている｡ソウル地労委『2008

年度の差別是正担当公益委員･調査官合同ワークショップ資料』 2008年6月参照
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実的に､正規職勤労者との賃金及び勤労条件の格差が現存しているにも差別是

正申請をしないのは､差別是正制度の実効性に疑問があるからであると思われ

る｡すなわち､差別是正制度が施行され､それを通して､差別是正申請をして

もその効果はそれほど大きくないということを反証する指標であるだろう｡

【表2-1】年度別差別是正処理内訳　　　　　　　(2013年12月31日基準)

区 分 9ﾂ 地 方 労 働 委 員 会 劔 劔(h 匯 ┼:ﾘ 効 醜 橙ĀĀĀĀ
′ 卜 R 莱 亶 取 " 仲 ﾈ6r 是 凅 却 佝 調 r 餠 爨ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

計  2 却  ｢ 下  " 裁  佗 b 正  亶 下  ｢ 停  俤 頠 鋝 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 7 *  C R 1 4 5  鉄 R 1 5  7 3  -  辻 -  -  辻 -  辻 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2008 ﾃ 鼎1,897 2557 都B768 鼎sR- 鉄18 7 釘2 辻ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 0 0 9  涛 R 8 0  D  澱 4 8  免 ﾂ -  R 8  辻 4  -  辻 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2010 S"131 "19 鉄226 2 12 途2 辻- 辻ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 0 1 1  塔 7 7  4  l l  0  免 ﾂ 2  釘 1  釘 0  蔦 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 2  都 6 5  ﾒ 6  2 7  r 0  2 2  梯 4  0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 1 3  涛 8 4  B 1 2  3 5  0  R 9  3  ﾄ ｢ 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

*2007 年 は､ 2007 年7 月1 日 か ら2007 年12 月31 日 ま で の 集 計o

※2007年7月1日施行(公共部門､ 300人以上事業場)､ 2008年7月1日(100人以上事業場)､

2009年7月1日から､常時5人以上の勤労者を使用するすべての事業又は事業場に適用'-1㌔

(出典)中央労働委員会『調停と審判』第55号(2013年冬号)49頁｡

労働委員会の判定件数2,605件(2007年7月1日から2013年まで)の中､不

合理な差別であると認め､差別是正命令を下した事件は209(8.0%)件である｡

すなわち､差別是正申請をしても､実際に不合理な差別で認められている場

合は､ 10件に1件もないということは､全体的に見れば､差別是正制度が実際

に非正規職の差別是正する効果がそれほど大きくないことを示している｡さら

に､差別是正申請をして､差別是正委員会で､不合理な差別であると譜められ

た場合､非正規職勤労者が受ける報酬が大きければ､差別是正申請の期待効果

もそれほど大きくなるが､中央労働委員会の再審事件のうち2009年から2010

年の間の不合理な差別であると判定された事件の判定文をもとに､実際の補償

額を算定してみると､その結果､ 13件の中で､ 7件だけが300万ウォン以上の

金銭補償を受けたことが分かる｡ 100万ウォン未満の場合も4件もある｡中労

委の再審で不合理な差別であると認定された事件を基にしたのに半分以上が

300万ウォン未満の金銭補償が行われた｡ということは､非正規職勤労者が雇

用終了の危険まで負担しながら補償を受けられる対価がそれほど大きくないと

:1･5‥i期間制雇用法第3条1項､同法付則1項､派遣法第21条4項o　その理由としては､差別是正

制度の軟着陸(市場の適応)のため､事業又は事業場の規模別に1年単位で段階的に適用した｡
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いう事実である35ノ1｡このような事情を勘案すると､現在の差別是正制度の下で

非正規職勤労者が差別是正申請をすることに相当な負担がかかると思われる｡

そして､労働委員会の判定件数2,605件(2007年7月1日から2013年まで)

の中､差別是正申請を棄却した事件は657件(25.2%)､却下した事件は171件

(6. 6%)である｡

棄却又は却下された事件を対象(2009年から2011年まで)に､不認定の事由

を分析してみると､ も多いの事由は､不利な処遇がないなど､不利な処遇に

合理的な理由があるというもの(35.7%)であった｡そして､当事者の不適格によ

る事件が28.8%､比較対象者がいないのが15.5%､差別禁止に該当しないのが

10.3%である｡このように､当事者の不適格又は比較対象者がいないという事

由で､ 初から､不合理な差別であるか否かの判定がなされなかった事件が､

半分程度存在することは､いまだ差別是正制度が遠くて険しい道であることを

間接的に示している355｡

棄却･却下されたケースとしては､期間の定めのある契約を締結して賃金そ

の他の勤労条件などで実際に差別を受けたにもかかわらず､勤労契約の反復･

更新され期間の定めが形式的にすぎなかったため事実上期間の定めがない勤労

契約に転換されたと判断され､差別是正申請の当事者の資格がないと判断され

たケースや356357､差別是正申請権は認められるが､当該事業又は事業場で同種

又は類似の業務に従事する正規職勤労者が存在しないと判断されるケースなど

を挙げることができる358｡この他にも､比較対象者が存在しても除斥期間が過

=35101̂ 3 司( 李 ソ ン ヒ) ･ 前 掲 注(71)27 頁｡

=う[15olJAa司(李ソンヒ) ･前掲注(71)27頁｡

こう56契約期間が2年以上を超え､無期勤労契約とみなされた勤労者は､それが契約形式において期

間制勤労契約を維持していても､使用者は勤労契約期間の満了を主張することができないた
め､本質的に期間制勤労者としてみることができないということで､申請権者の資格を否認

さ れ る. 1jlt 吾 司･ 7cr̂ J 司( 朴 ジ ョ ン フ イ･ 妾 ソ ン ヒ) ･ 前 掲 注(260)100 頁: 中 労 委2008.6.25､

2008 差 別20 と､ 同 じ 趣 旨 で ソ ウ ル 行 判2010.2.18,2009 グ ハ ブ26234 参 照｡ し か し､ こ の 場 合､

期間制雇用法による差別禁止条項は適用されないが､ ｢勤労基準法｣第6条の｢均等な処遇｣

などの一般的な差別禁止条項は適用される｡非正規職対策チームー2173, 2007. 7. 60
I-L57しかし､ 【事件2-14】馬山文化放送定期賞与金など差別事件(中労委2009.5.20中央2009差

別3,4併合)の判断では､数回に当たって期間制勤労契約が反復･更新されたとしても期間制

雇用法の施行の後に勤労契約を締結し､継続勤労した期間が2年を超えない勤労者である場合
は期間制雇用法上の期間制勤労者に該当するので差別是正の申請権者の資格があると判断し

ている｡
=榊【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件(慶北地労委2008.1.15慶北2007差別21 :中労委

2008.4. 14中央2008差別7 :ソウル行政法院2009.2.6宣告2008子音22747判決)と大部大学

校事件(慶北地労委2008. 1. 15慶北2007差別22 :中労委2008.4. 30中央2008差別8判定)が代

表的な事例である｡
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ぎたケース､賃金その他の勤労条件などに差別があっても団体協約により形成

されたものであるため合理的な理由があると判断されるケースなどがある359｡

このように差別是正対象の範囲が縮小される中で､非正規職勤労者は更新拒絶

や今後の再就職の危険を冒してまで､差別是正制度を利用しようとしなくなっ

たと思われる｡

差別是正申請の処理結果を年度別にみると､不合理な差別であると判定され

た事件が占める割合は徐々に増加し､差別是正申請を断念する取下げる割合は

減少している｡全体的には差別是正申請が減っている中で不合理な差別である

と認められる割合が高くなっていることは､非正規職勤労者が差別是正を申請

する際に､不合理な差別であると認められる確信があるときだけしか申請を行

わないという傾向があるからだと考えられる360｡

差別是正制度の特徴の一つは､差別を労働委員会による法律的な判断(差別是

正判定)を通じて解決することと､調停を通じて紛争を解決することを制度化し

たことである｡この調停制度は､法的判断とは異なり､差別是正申請をした以

降に当事者間の要求を当事者間の合意により解消する制度である｡ 2007年から

2011年まで､調停制度によって解決された差別是正申請の推移は､ 2008年には

475 件(24.5%) で あ り､2009 年 に11 件(ll.6%) で､2010 年 に19 件(12.5%) で､

2011年に20件(22.7%)である｡全体的にみると､調停を通して解決する事件

の割合は､法的判断で解決する事件の割合とほぼ同じか若干高い｡

調停により合意される事件には､労働委員会による法的な判断において不合

理な差別と判断される可能性が高い事件が多い361｡にもかかわらず調停により

合意することが多いのは､申請権者は契約更新を要する不安定な立場にあり､

雇用を継続させるために､差別是正命令による解決よりも労使合意で問題を解

決しようとするためであると考えられる｡使用者の立場でも､差別是正命令と

いう行政処分を受けることよりも､差別是正要求を当事者間の合意により解決

できる方法を好む傾向もあるだろう｡

=州差別的処遇の合理性が認められ申請が棄却された事例として､ 【事件2-6】朝鮮大学校非常勤

講 師 事 件( 全 南 地 労 委2008. 1.23 全 南2007 差 別2,3,7 併 合: 全 南 地 労 委2008.3.3 全 南2008

差 別1) や､ 農 協 高 齢 畜 産 物 共 販 場( 慶 北 地 労 委 　2007.10.10 　 慶 北 　2007 　 差 別

1,2,4,8,ll,13,14,16,17,19 併 合) な ど が あ る｡

‥i6°olJAj司(李ソンヒ) ･前掲注(71)18頁.

:i6101Aa 司( 李 ソ ン ヒ) ･ 前 掲 注(71)18 頁0
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第2節　差別別是正制度の手続的な問題点との検討

第1款　申請権者

立法過程で､労働側は､差別に対する問題提起自体が困難である非正規職勤労者

の劣悪な地位を考慮して､労働組合などの関与を主張していたが､現行法は､差別

是正の申請権者を非正規職勤労者個人(期間制雇用法第9条第1項と派遣法第21

条第2項)と､雇用労働部長官により差別的是正処遇の是正を要求することがで

きる(期間制雇用法第15条の2と派遣法第21条の2)｡しかし､差別是正を求め

るには現実的に障壁が存在する｡差別を受けているが､差別是正の申請による

事業主からの不利益取扱いを恐れたり､労働委員会から是正命令が下されても

事業主は履行しないだろうことを懸念したりして､差別是正の申請をしないと

いう者が非常に多い362｡差別的処遇の禁止は､外見上には非正規職勤労者個人

の問題であるようにみえるが､当該事業場で同種又は類似の業務に従事する非

正規職勤労者全体の問題でもある｡

この点を考慮すると､ ①被害当事者以外に労働組合にも差別是正の申請資格を

認めるべきとの提案363と､ ②審判代理人制度の明文化及び代表者選定制度の活性化

という改正案361がある｡そこで､それらを検討するに､ ②の審判代理人制度365の場

合､まず､審判代理人として誰を選任するか､誰が費用負担を負うかについて明確

にされてない｡例えば､弁護士､公認労務士が審判代理人として選任された場合､

その費用負担を勤労者が負うことになるので､そうなると､行政手続である差別是

:i62労働部｢非正規職保護法施行1年アンケート調査結果｣ (2008年6月27日)｡

:i6こうtjltキヨ｢tj1召寸司増句　昔瑚召斗　7眠Jせ専｣望71号xl専管Rll　9　軍司1 4　互(2008　td)97　苧

(朴秀根｢非正規職法の問題点と　改善方向｣月刊福祉動向第　9　巻第　4　号(2008　年)97

頁) : 7C,TJAoj 印 　｢tjl 召 青 雪 男01511 　 叫% ヰ 　 斗Rll｣ 土 音 増 卑 司1 21 互(2005 I,i)27 　 苧( 妾 成 泰

｢非正規職法案の内容と課題｣労働法学第21号(2005年)27頁)｡
:賂12011年9月9日に､政府が不合理な差別を受けている非正規職を保護し､社会安全を拡充する

ために発表した( ｢非正規職総合対策｣の資料5頁)｡
:ih5労働委員会規則第36条(審判代理人の選任等)によると､ ①当事者が勤労者の場合はその配偶

者､直系尊･卑属及び兄弟姉妹(同条1項1号)､ ②当事者が労働組合の場合はその組合の役員

及び組合員(同条1項2号)､ (卦他の法律に従って審判事件を代理することができる　弁護士､

公認労務士(同条1項4号)などが列挙されている( 【資料1-3-3】参考) ｡
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正制度を利用する必要性が低くなることである｡次に､ ②の代表者選定制度366の場

合､雇用終了の虞又は不利益な結果がもたらされるかもしれない危険性を同じく有

する非正規職勤労者の中で､代表者を選定することになる｡その代表者について法

的に保護する方法が用意されてない現実で､誰がその代表者になりたがるか疑問で

ある｡したがって､これを補完するためには､使用者に差別是正申請などを理由と

して更新拒絶したことではないという立証責任を課する必要があると思われる｡

また､ ①の場合､これまでの単一組合主義の労働組合法の下で､正規職が労組を

独占し､非正規職の労組加入は非常に困難であった367のを考えると､それほどの改

善の効果があるとは考えにくい｡しかし､ 2011年7月1日施行された｢労働組合

法｣第5条368の改正により､複数組合の設立が可能になったことから､非正規職の

組合結成･加入の増大が期待されるので､改善の効果があると思われる｡但し､労

働組合に申請権を認めることについて､勤労者の自己決定権の侵害などを理由

に慎重な立場を取る見解や369､労働組合は差別を受けた当事者ではなく第三者

に過ぎないことを理由に否定的な見解がある370｡また､勤労者の意思と無関係

である労働組合が直接申請することができるようにすることは､個別的救済を

本質とする差別是正制度の趣旨と合致せず､労働委員会の承認を受けた場合､

労働組合も代理人の地位で申請手続に参加する機会が保障されている371ことな

ども挙げられる｡

もちろん､使用者と何の契約関係もない労働組合に差別是正の申請権を付与

することは容易ではない｡しかし､非正規職勤労者に対する差別は､通常､就

業規則等に基づいて行なわれるので､集団的な性格が強いこと､ ｢差別的行為の

中止､賃金等勤労条件の改善(就業規則､団体協約等の制度改善命令を含む)又

3(16労働委員会規則第35条(選定代表者)によると､事件の当事者が多数である場合､代表者を選

定することができ､この場合の判定の効力は該当する当事者全員に及ぶことになる( 【資料
卜3-3 】 参 考) 0

･'う67労働側によると､非正規職の労働組合の組織率は1.7%であり､正規職の労働組合の組織率は

20.3%である｡しかし､政府によると､非正規職の労働組合の組織率は2.9%であり､正規職の

労働組合の組織率は15. 6%である｡
こう6H ｢労働組合法｣第5条: ｢勤労者は､自由に労働組合を組織し､又はこれに加入することがで

きる｣ (脇田滋｢労働組合及び労働関係調整法(韓国)｣労働法律旬報第1727号(2010年)70頁)｡
:i69t'-lT吾司｢tjl確守司亡呈スtOll tTlせオ望人l増補五里1 xB召召主｣ス11 3司　書尋増喜王召斗孟召

(2008Lj)37号(朴ジョンフイ｢非正規職勤労者に対する差別禁止制度の争点検討｣第3回忠清

法律フォーラム資料集(2008年)37頁以下)｡
●‡7̀)tj-甘苦司･包含千･ 7or̂J司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)33頁｡

･与71中書司｢オ望人1増刊三人l尋ヨ1子td瑠7T-卑奇手oJ増　尋司Rllと91 1jot曹｣土%司音(2008td)

41号(朴ジョンフイ｢差別是正制度施行1周年評価と今後の立法政策的な論議方向｣労働リビ

ュ(2008 年)41 頁)｡
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は適切な補償｣などが規定されている労働委員会の是正命令の内容によれば､

非正規職勤労者に対する差別禁止は､純粋な私法的救済ではなく､労働委員会

を通じた行政的救済をモデルとして想定しており､差別の集団的是正効果と効

率性を担保することが望ましいこと､非正規職勤労者個人は､ ｢雇用終了の恐怖｣

のせいで､差別是正申請には積極的ではないということ372､非正規職勤労者を

組織対象とする労働組合は､その活動の目的上､差別禁止に利害関係者として

自己関連性がある373こと､集団的な差別について集団的な救済を認めることが､

迅速かつ効果的な差別是正制度の趣旨により適合すること374などの点で､是正

申請権者を労働組合まで拡大することが考えられる｡

このように､差別是正の申請資格を労働組合にも付与することができるか否

かは､立法政策における決断の問題である｡救済される権利の帰属主体は､確

かに当該非正規勤労者であるが､当該非正規職勤労者の是正手続遂行権を損な

わない範囲であれば､この差別が非正規職勤労者全体に関する問題でもあるこ

とを理由に､労働組合の是正申請も許可することができよう375｡

第2款　情報の提供義務

差別事件と関連する情報のほとんどを使用者のみもっていることを考慮し､ ｢立

証責任を使用者が負担する｣ように規定している｡しかし､非正規職勤労者に使用

者に対する直接的な情報請求権の保障とか､差別是正委員会が使用者に職権で十分

な情報提供を要求することができる職権主義などは一切言及されてない｡

これにより､ ｢差別的処遇是正申請書｣を作成する際､非正規職勤労者は､専門

的な知識と経験の不足などでどのような情報が必要であるかさえ分からないこと

と､必要な情報であっても使用者に情報を得ることができなくて､自ら受けた差別

ì727oTJa印(妾成泰) ･前掲注(249) 180頁以下｡

-7こう召喜子｢t]l増子召　せ7n増91 03唱雪　7¶Jhlせ専｣土号増卑Rll 28互(2008 I-i)374号(全ユング

｢非正規職関係法の立法的な改善方向｣労働法学第28号(2008年)374頁)｡
:与71三%せ(趨龍晩) ･前掲注(187)12頁.

:う75t)lT･舌司･召音千･ 7ĴJ司(朴ジョンフイ･全ユング･妾センフイ) ･前掲注(66)34頁0

156



の内容を正確に分かることができない状況で申請書を作成することになる｡これは､

立証責任を使用者に転換した法規定に照らしてみても妥当ではないと思われる｡

したがって､これを補完するために､ ①差別を受けたと主張する非正規職勤労者

が使用者に情報提供を要求することができる情報請求権376､ ②使用者に関連する情

報の提供義務377､また､ ③差別是正委員会により広範囲な調査･審問ができるよう

に証拠調査などで職権主義を付与378させることなどが必要である｡そして､ ④関連

情報を保有して使用者が合理的な理由なくて立証責任を果たせなかった場合は､使

用者が差別待遇をしたと判断できるような法的根拠を明確にする必要があると思

われる｡

第3款　差別是正委員会

差別是正委員会の人的構成､特に判断を担当する公益委員は､法曹や法律的

な判断が可能な人材はごく少数で､ほとんどが転職官僚や経営学又は経済学専

攻者で構成されている379｡もちろん様々な職業や学問の経験者が判定に加入す

ることは悪いとはいえないが､私法審査の一種である労働委員会の判定である

ので､法的判断を行う能力を持つ人材が優先されるべきである｡今まで労働委

員会の判定結果を勤労者らが不服した多くの理由が､法律の専門家によらない

経験的又は即興的な判断であったからということは無視すべきではない｡また､

現在行われている労働委員会の現場調査は､非常に形式380で､業務の類似性や

差別的処遇の程度に関する具体的な根拠を確保するなどの実質的な調査は行わ

:m音oc,t土%91望司『ljl増子司　オ望音スlせせ71音望　喜望ollせせ9]L干』 (2007 I-a)263苧(中央

労働委員会『非正規職差別禁止判断基準及び運営に関する研究』 (2007年)263頁)0
:う777otAj印(妾成泰) ･前掲注(363)27号｡

:与7R労働委員会法第14条の3､労働委員会法施行令第9条の2( 【資料卜3-1】 【資料1-3-2】 ) :

音oc,T土号朝里司(中央労働委員会) ･前掲注(376)255頁｡
う79労働委員会法第8条､労働委員会規則第103条､同規則第44条(【資料113-1】 【資料1-3-3】)｡

=洲現場調査は行われるが､ 【事件2-4】慶北大学校非常勤講師事件(慶北地労委2008. 1. 15慶北

2007 差 別21 : 中 労 委2008.4.14 中 央2008 差 別7 : ソ ウ ル 行 政 法 院2009.2.6 宣 告2008 グ ハ ブ

22747判決(確定))の場合､使用者と労働組合を訪問して簡単な主張事実のみを確認すること

にとどまり､ 【事件2-5】大部大学校非常勤講師事件(慶北地労委2008. 1. 15慶北2007差別22 :

中 労 委2008.4.30 中 央2008 差 別8 : ソ ウ ル 行 政 法 院2009.6.3 宣 告2008 グ ハ ブ24743 判 決( 確

定))の場合､使用者のみを面談するなど､勤労者側には何の調査も行われなかった｡現場調

査を行ってもそれが形式的に行われるに過ぎない｡
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れていない｡調査員の調査方法及び統一されたガイドラインも存在せず､現場

調査をする際に､調査員の裁量や悉意的な先入観に左右される側面が強い｡さ

らに､調査員に差別に関する訓練や人権親和的な調査方法に関する教育が行わ

れないため､捜査官は､雇用の打ち切りを懸念しながら差別是正申請をする勤

労者の心的負担などを考慮することができず､むしろ申請権者の人権を保護す

ることより使用者との接触を要求し､調査員の中立性について疑問が生じる状

態にある｡

この点については､調査方法や内容に関する専門的知識を補完する制度とし､

これらの業務を担当する調査員に､公正性と中立性を要求する必要がある｡こ

れらは､差別是正手続の当事者の信頼を確保することとも密接な関連性がある

ため､これに関する継続的な管理と監督が要求される｡例えば､現場調査をす

る際の提出文書に対する調査員の管理監督などの現場実査調査の方法や原則に

関する指針を設ける｡又は､慶尚北道地労委のように現場調査事前協議会を開

催し､当事者らと調査員が会う機会を設けることも考えられる｡その際に､申

請権者の要求や望む調査方向を確認し､調査方法を決定する｡その過程を通じ

て､使用者側が提出した文書の範囲や今後の進行日程などを調整する｡
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第6章　結論

本編では､非正規職保護法の差別是正制度と労働委員会の判決を中心に､韓

国における雇用形態を理由とする労働条件格差是正の法理について検討した｡

韓国には､憲法上の平等権規定をはじめ､勤労基準法に均等処遇､男女雇用

機会均等法による性を理由とする差別など､様々な差別禁止に関わる規定が存

在する｡にもかかわらず､社会の各分野で､不合理な差別は続いており､これ

に対する法的規制の必要性が強調されてきた｡そこで､雇用形態による差別的

処遇の禁止が導入された｡

非正規職勤労者に対する差別的処遇の禁止が規定された理由は､正規職勤労

者に比べて対使用者との交渉力が脆弱である非正規職勤労者は､それにより契

約の公正ささえまともに確保することができない､という事情が問題として認

識されたことにあると思われる｡したがって､非正規職勤労者に対する差別的

処遇禁止の法規制は､厳密に言えば､従来の特定の人格的事由(性､信仰､国籍､

社会的身分)を理由にした差別禁止とはその性格を異にする面がある｡

サービス産業の比重の増大と雇用形態の多様化､グローバル化による競争激

化と雇用の柔軟性の必要は､一国では制御することができない客観的な状況変

化であるため､単純な人権保護を主張することだけでは対応が難しい｡一方､

契約の公正さの具体的内容は､これに対する人々の価値観によって異なるため､

一律に規定するのは困難である｡重要なのは､雇用不安と低賃金という問題点

を改善し､これを規律するための一定のルールを確保しようという社会的ニー

ズに対応することであるが､これを企図したものが非正規職保護法である｡

本編の検討からは､韓国の非正規職保護法上の差別禁止規定は､社会的な基

本権ないし社会国家原理に基づいたものであり､強行的効力を持つ規定である

ことが分かる｡文言上は､行為規範的な観点から提示されたと見られるが､そ

の規範自体に､すでに均等な処遇をしなければならないという意味が内包され

ている｡

このような韓国の雇用形態を理由とする差別的処遇の禁止制度は､施行時の
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予想に反して､差別是正申請の件数が少なく､特に､ 2009年から是正申請件数

が大幅に減少した｡その理由としては､その特性上､非正規職勤労者が現実的

に差別是正を申請するのは難しいだけでなく､是正申請をしたとしても差別で

あると認められることも容易ではない､という事情がある｡より具体的には､

まず､申請権者の範囲等に関する制度的要因が障害として作用する｡また､現

実的な要因として､非正規雇用労働者の雇用自体の特性上､雇用関係を維持し

ながら､是正申請をすることが事実上困難であり､雇用終了後も､求職活動や

再就職などで是正申請の機会を喪失することがある｡さらには､とりわけ差別

是正制度の施行初期段階には､労働委員会が差別是正制度の運用について積極

的な姿勢をとらなかったことから､差別是正制度に対する失望が生じたことが

ある｡

ただ､中労委を中心とする労働委員会の判定は､徐々に従来とは異なる新し

い法理に立脚して､より積極的かつ発展的な傾向を示しつつある｡本編で分析･

検討したように､それは､勤労契約期間の形式論に立脚して､当事者適格を否

定していた立場から､その法理の適用自体を不適切なものであると見る立場に

変更したことや､比較対象者の認定基準と考慮要素を徐々に具体化したことな

どである｡それにもかかわらず､依然として不十分な点はある｡例えば､業務

の同種又は類似性の判断で核心であるとも言える､主な業務ないし核心的業務

の存否を判断する客観的な基準が未だ確立されていないし､また､比較対象者

の存在時点および期間についても､労働委員会が今後慎重な再検討を行うこと

とされていることなどである｡

差別的処遇の禁止の範囲と関連して､ ｢勤労基準法に基づく賃金､定期賞与金､

名節賞与金等定期的に支給される賞与金､経営成果に応じた成果金､その他勤

労条件及び福利厚生｣などを含む､勤労関係を基礎とするすべての給付を含む

ものとして広く解釈されている｡したがって､差別されている部分が勤労基準

法上の賃金に該当するか否かは､差別的処遇の禁止の対象に入るか否かを判定

するにあたり､大きな影響力を持たないとみるのが妥当である｡そして､表面

的には非正規雇用労働者に対して中立的な基準により､実質的または結果的に

非正規雇用労働者であることを理由として不利な処遇が発生した場合には間接

差別の禁止を類推し､このような不利な処遇も禁止される差別と認めるべきで
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ある｡

合理的な理由の判断の問題は､これまで差別是正制度の運営過程で注目され

てこなかった｡なぜならば､合理性判断は､差別是正判断の 後の段階である

ので､それ以前の段階で､当事者の適格性が否定されたり(特に期間制勤労契約

が反復更新された場合)､比較対象者が存在しないことを理由に差別是正申請事

件が棄却されたりすることが少なくなかったからである｡しかし､合理性判断

より前の段階で認められた差別の推定が差別と認定される否かは､合理性判断

を経て確定されるものであるから､その重要性は大きい｡本編では､労働委員

会の判定事例を分析し､そこに示されてきた合理性判断の審査基準を検討した

結果､期間制勤労者の勤続期間､短時間勤労者の所定勤労時間､短期雇用とい

う特性､採用の条件･基準･方法･手続､業務の範囲と責任､職能･技術･資

格･経歴などのような賃金及び勤労条件決定の直接的要素などを理由とする客

観的な差別は合理性を認められるものとされている､ということが明らかにさ

れた｡

後に､差別是正命令の方法と関連して､差別是正命令の内容に差別的処遇

を規定している団体協約又は就業規則･勤労契約について､労働委員会が直接

的に､是正命令をすることが可能であるか否かが問題となる｡法院の判決とは

異なり､労働委員会の判定にはより広い裁量権が認められることなどから考え

ると､労働委員会は､団体協約又は就業規則･勤労契約について直接的な是正

命令をすることは可能と解すべきであろう｡これにより､差別是正を申請しな

かった非正規職勤労者の権益も保護できることになる｡ 2014年の法改正で､こ

れを可能とする法改正がなされた｡それでもなお､その実効性を確保するため

に､差別是正命令の履行を強制する規定を導入すべきであると考える｡

以上にまとめたように､本編では､韓国における非正規雇用勤労者の雇用形

態を理由とする労働条件格差の是正のための法制度について検討し､現行法制

の枠内での問題点とその解決-向けた改善策について示したのであるが､その

検討から､韓国における法規制には､次のような重大かつ困難な問題のあるこ

とを指摘しうる｡すなわち､韓国の非正規職保護法による雇用形態を理由とす

る労働条件格差是正のための法規制においては､同一の扱いを強制する差別禁

止という厳格な規制だけがとられていることから､労働条件格差を問題とする
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際の比較対象者の認定について､労働委員会がその認定基準と考慮要素を徐々

に具体化しつつあるものの､やはり厳格さを求められることとなるため､比較

対象者の認定が緩和されうるとしても､そこには自ずと限界があり､その立証

は難しいものとなる｡また､差別禁止の法規制では､非正規職勤労者と正規職

勤労者間において職務内容等に相違がある場合において､それらの両者間に存

在する職務内容等の観点からの相違の程度と､それら両者間の基本給の差が相

当なものといいうるかについて法的に問題としうるか､ということについては､

否定的に考えられよう｡それは､差別禁止の法規制の構造からして､困難であ

ると考えられるからである｡

このような韓国における雇用形態を理由とする労働条件格差の是正のための

法規制にみられる構造的な問題について､どのように考えて行くべきか｡その

問題については､第4編において､本論文全体の結論として､私見を提示する

こととする｡
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